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金沢市男女共同参画都市宣言

　私たちのまち金沢は、市民一人ひとりが、歴史と伝統

に学び、個性豊かな風格と活力のあるまちづくりを進め

てきた。

　すべての人が性別にかかわりなく尊重される社会の実

現のためには、市民一人ひとりが互いの違いを認め、あ

らゆる分野に平等な立場で参画する機会が確保されると

ともに、国際社会における取り組みと協調し、連携を深

めていくことが重要である。

　よって、私たちすべての市民は、次代を生きる若者や

子供たちが個性と能力を発揮できる未来とするため、男

女共同参画都市となることを宣言する。

（平成25年12月16日金沢市議会議決）



は じ め に 

 

本市では、性別にかかわりなく、一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮でき

る男女共同参画社会の形成に向けて、平成 13 年 12 月に「金沢市男女共同参画推進

条例」を制定しました。以降、この条例に基づき、平成 15年３月に「金沢市男女共

同参画推進行動計画」を策定、平成 25 年 3 月には、「新金沢市男女共同参画推進行

動計画」を策定し、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推

進してまいりました。 

平成 27年８月、国において「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）」が成立し、同年 12 月には、男女が共に充実した職業生活その他の

社会生活及び家庭生活を送ることができる社会の実現を目指した、「第４次男女共同

参画基本計画」が策定されました。 

このような社会情勢の変化や課題に対応し、より効果的な施策を総合的に進める

ため、本市行動計画の後期に向けた中間改定を１年前倒して行い、今後６年（平成

29～34 年度）の計画といたしました。 

今回の改定では、この計画を「女性活躍推進法」に基づく市町村推進計画として

も位置づけるとともに、「男女共同参画の視点に立った働き方の見直し」、「職業生活

における女性の活躍促進」を重点課題に掲げ、男女が共に働きやすい環境づくりや

意識啓発に取り組むこととしたほか、本市の地域特性を生かした行動計画とするた

め、市民・各種団体等との協働による推進、男女共同参画推進拠点の充実等を盛り

込んだところです。 

この行動計画の推進にあたっては、行政だけではなく、市民、事業者、関係団体

等が連携して取り組んでいくことが重要であり、皆様の一層のご理解とご協力をお

願いいたします。 

最後に、今回の改定に当たり、ご尽力をいただきました金沢市男女共同参画審議

会の委員の皆様、パブリックコメントなどで貴重なご意見をお寄せいただきました

市民の皆様に心から感謝申し上げます。 

 

平成 29年（2017）年４月 

 

金沢市長 山 野 之 義                 
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このような社会情勢のなか、国においては、平成 27（2015）年 8 月、豊かで活力ある

社会を実現することを目的として、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」

が成立し、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての市町村推進計画を

定めるよう努めることとされました。さらに、同年 12 月には、男性中心型労働慣行等の

変革と女性の活躍を柱とした「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。また、

同計画では、地域の実情・特性を踏まえた主体的な取り組みが全国各地で展開されるよう、

地域における推進体制を強化していくことが示されました。 

本市は、このような状況を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な課題に対

応し、効果的な施策を展開していくため、後期に向けた中間見直しを１年前倒し「新金沢

市男女共同参画推進行動計画」を改定し、より一層の施策の推進を図ることとしました。 

 

 

２ 計画の性格と位置づけ 

(1) 計画の性格 

〇本計画は、「金沢市男女共同参画推進条例」第８条の規定に基づき、男女共同参画の

推進に関する施策並びに市民及び事業者の取り組みを総合的かつ計画的に推進するた

めの行動計画です。 

〇本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第３項に規定する「市町村男女共同参

画計画」であり、国の「第４次男女共同参画基本計画」、県の男女共同参画計画「い

しかわ男女共同参画プラン 2011」改定版及び「配偶者暴力防止及び被害者保護等に関

する基本計画」改定版を勘案して策定しています。 

〇本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」第６条に規定されて

いる「市町村推進計画」に位置づけます。 

〇本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３

第３項の規定に基づく市町村基本計画（ＤＶ防止計画）に位置づけ、「金沢市配偶者

からの暴力防止及び被害者の支援に関する基本計画」（金沢市ＤＶ防止基本計画）を

包括した計画とします。 
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１ 計画改定の趣旨 

男女共同参画社会は、女性も男性も全ての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責

任も分かち合いつつ、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会であり、

その実現は、少子高齢化の進行による人口減少社会への突入や、経済のグローバル化、非

正規雇用者の増加を始めとする雇用の不安定化、貧困・格差の拡大など、社会状況が変化

する中で、さらにその重要性を増してきています。 

金沢市では、平成 13（2001）年 12 月に「金沢市男女共同参画推進条例」を制定し、男

女共同参画の推進についての基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、

男女共同参画社会の実現を目指しています。 

この条例に基づき、平成 15（2003）年３月に「金沢市男女共同参画推進行動計画」（平

成 15 年度～平成 24 年度）を策定し、平成 20（2008）年４月には社会情勢の変化や国の

第２次男女共同参画基本計画の考え方を反映し、「金沢市男女共同参画推進行動計画」の

改定（平成 20 年度～平成 24 年度）を行い、平成 25（2013）年 3 月には、「新金沢市男女

共同参画推進行動計画」（平成 25 年度～平成 34 年度）を策定し、男女共同参画の施策を

推進してきたところです。 

平成 25（2013）年 12 月市議会において「金沢市男女共同参画都市宣言」を決議し、本

市としての取り組み姿勢を明らかにし、男女共同参画の実現に向けて、市民意識の一層の

高揚と気運の醸成を図ってきました。 

さらに、平成 19（2007）年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律」の第２次改正に伴い、平成 22（2010）年３月に「金沢市配偶者等からの暴力の防止

及び被害者の支援に関する基本計画」（以下「金沢市ＤＶ防止基本計画」という。）（平成

22 年度～平成 26 年度）を策定するとともに、同年４月には女性相談支援室（配偶者暴力

相談支援センター機能を有する）を設置し、配偶者等からの暴力（以下「ＤＶ」という。）

の早期発見、相談支援及び防止啓発に積極的に取り組んでいるところです。 

しかしながら、社会の固定的な性別役割分担意識は未だ根強く、方針立案・決定過程へ

の女性の参画は計画の目標を達成できていない状況です。また、男性の長時間労働や仕事

中心のライフスタイルからの転換も進んでいないことから、仕事と家事・育児・介護等の

両立は、男女を問わず依然として難しい現状にあります。 
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(2) 計画の位置づけ 

本計画は、「世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画」を上位計画とし、本市の関連

する計画との連携を図り、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するための計画

です。 

 

 

 

 

                                                                                        
                                             
                                             
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 計画の期間 

改定後の計画の期間は、平成 29（2017）年度から平成 34（2022）年度までの６年間と

します。 

 

・国の男女共同参画基本計画 
・県の男女共同参画計画 
・県の配偶者暴力防止及び被害者

保護に関する基本計画 

都市像 
「世界の『交流拠点都市金沢』をめざして」 
・世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画 
・金沢市人口ビジョン 
・金沢版総合戦略 

 

                                            
                     

                                                                                      金沢市男女共同

参画推進条例 

新金沢市男女共同参画推進行動計画 

          改定版 

 

 

 

 

関連計画 
・金沢市人権教育・啓発行動計画 
・金沢市新協働推進計画 2016 
・金沢市 親家庭等自立促進計画 2017 
・長寿安心プラン 2015 
・かなざわ子育て夢プラン 2015 
・ノーマライゼーションプラン金沢 2015  
              など 

連携 

勘案 

金沢市女性活躍推進計画 

 

金沢市ＤＶ防止基本計画 

 

整合 
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２ 国、県の動き 

新金沢市男女共同参画推進行動計画の策定を行った平成25（2013）年以降、国、県にお

いて次のような取り組みが進められました。 

 

(1) 国の取り組み 

 「改正男女雇用機会均等法」の施行 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和47

年法律第113号。「男女雇用機会均等法」）が平成25（2013）年12月に改正、平成26

（2014）年７月に施行されました。この改正により、間接差別となり得る措置の範

囲の見直し、性別による差別事例の追加、セクシャルハラスメントの予防・事後対

応の徹底のためのセクハラ指針の見直し等が行われました。さらに、平成28(2016)

年３月に改正、平成29(2017)年１月から施行され、上司・同僚が職場において、妊

娠・出産等に関する言動により就業環境を害する行為がないよう、事業主に対し、

防止対策の措置義務が新設されました。 

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（平成13年法律第31

号）が、平成19（2007）年７月に改正され、平成20（2008）年１月に施行されまし

た。この改正により、市町村における基本計画策定及び配偶者暴力相談支援センタ

ー機能を果たすことが努力義務化され、市町村の役割の明確化、対応の強化が求め

られました。平成25（2015）年７月の改正では、適用対象を拡大するため、生活の

本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についてこの法律を準用するこ

ととし、法律名が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に

改められました。 

 「パートタイム労働法」の改正 

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（平成５年法律第76号。「パー

トタイム労働法」）が、平成26（2014）年７月に改正、平成27（2015）年4月から施

行されました。この改正により、少子高齢化、労働人口減少社会において、短時間

労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、正社員

と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大、「短時間労働者
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１ 社会情勢の変化 

(1) 少子高齢化の進行や人口減少社会への突入 

本市の総人口は、2060年には、約34万７千人まで減少すると見込まれており、年少人

口（０～14歳）は2010年に比べ約３万人、生産年齢人口（15～64歳）は約12万３千人減

少する一方で、老年人口（65歳以上）は約３万８千人増加すると予測されています。 

また、本市の合計特殊出生率は、平成27（2015）年1.49と、全国平均をやや上回りま

したが、人口を維持するために必要な水準を下回っており、少子高齢化を伴う人口の減

少は、社会保障費の増大や労働力の低下、生産性や地域経済の縮小等、社会経済全体を

衰退させる深刻な問題につながる懸念があります。 

 

(2) 女性の就業率の状況 

我が国の女性の労働力率（15歳以上人口に占める労働力人口の割合）は、結婚・出産

期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇する、いわゆる「Ｍ字

カーブ」を描いています。全国平均と比較すると、石川県の女性の就業率は、高い傾向

にあります。（平成22年国勢調査：石川県女性就業率51.2％、全国１位） 

 

(3) 家族形態の多様化と人間関係の希薄化 

核家族化の進行や、未婚・離婚の増加による単身世帯やひとり親世帯の増加など、今

日の家族形態は変化し多様化しています。 

さらに、個人の家庭や地域等への帰属意識の多様化に伴い、地域における人間関係が

希薄化する中、地域力の低下が懸念されています。 

 

(4) 女性に対する暴力防止の取り組みの必要性の高まり 

女性に対する暴力は、女性活躍を阻害する要因であり、犯罪行為をも含む重大な人権

侵害でもあることから、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題と

して、暴力防止への取り組みの必要性が高まっています。 
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 国の「男女共同参画基本計画」（第４次）の策定 

「男女共同参画社会基本法」（平成11年法律第78号）に基づく「男女共同参画基本

計画（第３次）」（平成22（2010）年12月策定）の改正を行い、平成27（2015）年12

月25日に「第４次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。 

【目指すべき社会】 

①  男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、多様性に富ん

だ豊かで活力ある社会 

②  男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③  男性中心型労働慣行等の変革等を通じ、仕事と生活の調和が図られ、男女が

共に充実した職業生活その他の社会生活及び家庭生活を送ることができる社

会 

④  男女共同参画を我が国における最重要課題として位置づけ、国際的な評価を

得られる社会 

【第４次基本計画において改めて強調している視点】 

①  女性の活躍推進に向けた男性中心型労働慣行等の変革 

②  あらゆる分野における女性の参画拡大 

③  困難な状況を抱えた女性等が安心して暮らせる環境の整備 

④  男女共同参画の視点に立った防災・復興体制の確立 

⑤  女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みの強化 

⑥  男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

⑦  地域の実情に応じた推進体制の強化 

(2) 石川県の取り組み 

 「いしかわ男女共同参画プラン2011」の改定 

暮らしやすさを実感できる石川県を築くため、平成23（2011）年３月に「いしか

わ男女共同参画プラン2011」が策定され、平成28（2016）年３月に、社会情勢の変

化や国の動向を勘案し、男女共同参画に対する理解をさらに高め、職場や地域にお

いて指導的立場にある女性を増やしていくため、「いしかわ男女共同参画プラン2011」

が改定されました。 
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の待遇の原則」の新設、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明

義務の新設等が盛り込まれました。 

 

 「次世代育成支援対策推進法」の延長 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会環境の整備を図るこ

とを目的とした「次世代育成支援対策推進法」（平成15年法律第120号）が平成27（2015）

年４月１日から平成37（2025）年３月31日まで10年間延長され、行動計画策定指針

に「非正規雇用の労働者が取り組みの対象であること」や「働き方の見直しに資する取

り組みを進めることが重要であること」が明記されました。（平成26年４月23日施行） 

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の制定 

女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、豊かで活力ある社会を

実現するため、平成27（2015）年８月に「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律」が制定され、女性の採用・登用・能力開発のための事業主行動計画の策

定を国や地方公共団体、民間事業主に義務付ける（労働者が300人以下の民間事業主

については努力義務）とともに、地方公共団体に該当区域内における女性の職業生

活における活躍についての推進計画の策定を求めています。 

 「育児・介護休業法」の改正 

妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに離職することなく

働き続けることができるよう、仕事と家庭が両立できる社会の実現を目指し、雇用

環境を整備するため、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律」（平成３年法律176号。「育児・介護休業法」）が平成28（2016）年３

月に改正され、平成29（2017）年１月１日に施行されました。この改正により、介

護離職を防止するため、介護休業の分割取得や介護のための所定外労働の制限、有

期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和、マタハラ・パタハラ〔注1〕等の

防止措置の新設等が盛り込まれました。 

〔注 1〕マタハラ・パタハラ  

マタハラは、マタニティ・ハラスメントの略。職場における妊娠や出産等に関する嫌がらせ

行為をいう。妊娠を理由に解雇、不利益な異動、減給、降格等不利益な取扱いを行うこと。 

パタハラは、パタニティ・ハラスメントの略。男性が育児参加を通じて自らの父性を発揮す

る権利や機会を、職場の上司や同僚等が侵害する言動に及ぶこと。 
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護離職を防止するため、介護休業の分割取得や介護のための所定外労働の制限、有

期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の緩和、マタハラ・パタハラ〔注1〕等の

防止措置の新設等が盛り込まれました。 

〔注 1〕マタハラ・パタハラ  
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(1) 実施施策の評価 

    金沢市男女共同参画推進条例に基づき、毎年、男女共同参画の推進状況及び施策の

実施状況について調査し、年次報告として公表しています。今回、事業執行課におい

て、平成25年度策定年度からの実施状況を比較し、評価を行いました。 

計画における各施策に関する取り組みについて、事業執行課からの報告によると、

全体の294の事業に対して95.6％が継続して行われており、94.9％の事業が評価できる

という結果となっています。この結果から、計画に位置づけした施策や事業のほとん

どが、継続的に取り組まれています。 

  ○事業の実施状況                         ○評価 

     事業数 割合(％)     事業数 割合(％)

１.継続   281   95.6 １.評価できる  279   94.9

２.見直し    6    2.0 ２.どちらとも言えない    6    2.0

３.完了    3    1.0 ３.評価できない    0   －

４.未実施    4    1.4 ４.評価対象外    9    3.1

   294 100.0    294 100.0

                         

(2) 数値目標及び参考指標の比較と評価 

    新金沢市男女共同参画推進行動計画では、計画の進捗状況を客観的に把握するため

数値目標・参考指標を設定し、計画を推進してきました。 

    28の数値目標における計画開始時と直近の比較では、「家族経営協定の締結数」や「子

育てサロンの設置数」など５つの事業が目標を達成しました。また、目標には達して

いないものの、数値が上がっているのは、「コミュニティ防災士における女性比率」や

「男女共同参画アドバイザー登録数」など７つの事業であり、男女共同参画施策を着

実に進めてきたことも効果の一つであると考えます。 

    しかしながら、「公民館長の女性比率」など３つの事業は横ばい、「市審議会等にお

ける女性委員の割合」など８つの事業については、数値の低下がみられます。この結

果については、今後の施策の展開に生かしていく必要があります。 
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① 社会における女性の活躍（ポジティブ・アクション）の促進 

② 方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 

③ ワーク・ライフ・バランスの推進 

④ 地域コミュニティ活動等における男女共同参画の推進 

⑤ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援の充実 

    【石川県が目指す男女共同参画社会】 

石川県がめざす男女共同参画社会「男女が共に築く 活力ある石川 －３つの

Ｃ（チェンジ、チャレンジ、チャンス）の実現－」に向け、「働く女性の活躍推

進」「地域での男女共同参画の推進」「女性に対する暴力の根絶」を強化ポイン

トとして掲げ、一層の施策の推進に取り組むこととしています。 

 「配偶者暴力防止及び被害者保護等に関する基本計画」の改定 

 石川県では、平成17(2007)年3月に「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基

本計画」が策定され、さらなる暴力防止と被害者保護のための取り組み強化が求め

られていることや、法改正及び国の動向等を踏まえ、平成28（2016）年３月に計画

が改定されました。この基本計画では、関係機関、関係団体、県民と協力して「配

偶者からの暴力のない社会」の実現を目指しています。 

 

３ これまでの取り組みと評価 

本市では、平成25(2013)年４月に「新金沢市男女共同参画推進行動計画」を策定し、６

つの基本目標を掲げ、計画前期期間において、５つの重点課題について施策を推進してき

ました。 

【基本目標】 

 Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

 Ⅱ 方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 

 Ⅲ 就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 

 Ⅳ ワーク・ライフ・バランスの推進 

 Ⅴ 女性の人権と身体が守られる社会の実現 

 Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

【重点課題】 
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97.6%
(H25.5.1)

100%
(H28.4.1)

学校指導課

11回／年 0回／年 生涯学習課

7.8%
(H25.4.1)

7.4%
(H28.4.1)

人事課

22.6%
(H25.4.1)

25.2%
(H28.4.1)

人事課

28.1%
(H25.5.1)

30.6%
(H28.5.1)

学校職員課

6.1%
(H25.5.1)

14.3%
(H28.5.1)

学校職員課

０件／年 ３件／年 人事課

０件／年 ３件／年 人事課

309人／年 - こども政策推進課

216,930人 218,578人 こども政策推進課

378件／年 429件／年 健康政策課

3,985件／年 3,880件／年 健康政策課

473組／年 536組／年 健康政策課

120名／回 88名／回 女性相談支援室

14校／年 23校／年 学校指導課

７校／年 - 学校指導課

骨粗しょう症 25.4% 25.6% 健康政策課

乳がん
 （（ ）内は２ヵ年累計受診率）

10.0% 12.4(17.1)% 健康政策課

子宮がん
 （（ ）内は２ヵ年累計受診率）

9.4% 10.2(15.4)% 健康政策課

基本目標Ⅴ
女性の人権と身体が守
られる社会の実現

性教育に関する専門医等派遣数

連携型健康教育実践校数

女性対象検
診の受診率

2015（平成27）
年度末

2012（平成24）
年度末

基本目標Ⅲ
就業分野において男女
が個性と能力を発揮で
きる社会の実現

女性の能力開発に関する講座の開催回数・受講者数 56人／年

基本目標Ⅳ
ワーク・ライフ・バランス
の推進

市男性職員の介護休暇取得件数

市女性職員の介護休暇取得件数

子育てファミリーカレッジ参加者数

こども広場利用者数

安心出産育児支援ネットワーク連携支援件数

赤ちゃん訪問の件数

日曜子育て教室受講者数

ＤＶ防止啓発事業参加者数

基本目標Ⅱ
方針の立案及び決定過
程への女性の参画の拡
大

市の管理職に占める女性比率

市の役付け職員（主査以上）に占める女性比率

市立小学校における女性管理職の割合

市立中学校における女性管理職の割合

女性センター

基本目標 項　　　目 所管課

185人／年

基本目標Ⅰ
男女共同参画の推進に
向けた意識の改革

小中学校における男女混合名簿の導入

情報モラル講座の実施回数

参考指標 
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「金沢市男女共同参画推進行動計画」の
認知度

80%
100%

（県プラン）
27.7%
(2012)

－ － 人権女性政策推進課

「男女共同参画」の認知度 80% 100%
26.4%
(2012)

－ － 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施回数 30回／年 15回／年 10回／年 ↓ 人権女性政策推進課

（新）男女共同参画アドバイザー登録者数
100人
(2017)

－ 27人 ↑ 人権女性政策推進課

市審議会等における女性委員の割合
法令・条例

40％
27.6%

(H25.4.1)
25.5%

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

市審議会等における女性委員の割合
それ以外

30％
26.7%

(H25.4.1)
22.1%

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

市審議会等において女性不在の審議会数 0
5

(H25.4.1)
11

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

公民館長の女性比率 30%
1.6%

(H25.4.1)
1.6%

（H28.4.1）
→ 生涯学習課

小中学校ＰＴＡ会長の女性比率 30%
1.2%

(H25.4.1)
3.9%

（H28.4.1）
↑ 生涯学習課

農業委員における女性比率 30%
11.5%

(H25.4.1)
11.5%

(H28.4.1)
→ 農業委員会事務局

町会長の女性比率 30% 10%
2.9%

(H25.4.1)
2.7%

(H28.4.1)
→ 市民協働推進課

コミュニティ防災士における女性比率 30%
12.5%

(H25.4.1)
19.8%

(H28.4.1)
↑ 危機管理課

家族経営協定の締結数
30協定
（2017）

29協定 34協定 達成 農業センター

女性活躍促進実践プログラム
モデル事業者数

50社 － 4社 ↑ 人権女性政策推進課

母子・父子自立支援プロクラムの策定件数
50件

(2014)
11件 37件 ↑ 福祉総務課

ワーク・ライフ・バランスの認知度 50% 70%
19.5%
(2012)

- - 人権女性政策推進課

市男性職員の育児休業取得率 5% 13% 1.2% ↓ 人事課

市男性職員の育児参加のための休暇取
得率

55%
（2014）

70% 48.8% ↓ 人事課

子育て夢ステーションの設置数
160箇所
（2014）

137箇所
143

(H28.4.1現在)
↑ こども政策推進課

子育てサロンの設置数
39箇所
（2014）

38箇所
40箇所

(H28.4.1現在)
達成 こども政策推進課

休日保育実施箇所数
７箇所
(2014)

７箇所
７箇所

(H28.4.1現在)
達成 こども政策推進課

病児一時保育の箇所数
7箇所
(2014)

７箇所
７箇所

(H28.4.1現在)
達成 こども政策推進課

ファミリーサポートセンター提供会員数
800人
(2014)

624人
586人

(H28.4.1現在)
↓ こども政策推進課

はたらく人にやさしい企業表彰数 毎年 ５社 ５社／年 ６社／年 ↑ 労働政策課

放課後児童クラブ数
80箇所
(2014)

80箇所
88箇所

（H28.4.1）
達成 こども政策推進課

女性相談支援室の認知度
80%

(2022)
100％（県）

14.6%
(2012)

－ － 人権女性政策推進課

（新）デートＤＶ予防啓発出前講座実施数
市内

全中学校
－ 0 ↓ 人権女性政策推進課

子宮頸がんワクチンの接種率 100% 71.3%
ー

推奨せず
－ 健康政策課

2015（平成27）
年度末

所管課

基本目標Ⅳ
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

61.4%

目標値
(*目標年度)

2012（平成24）
年度末

基本目標Ⅴ
女性の人権と身
体が守られる社
会の実現

評価県目標値基本目標 項　　目

基本目標Ⅰ
男女共同参画の
推進に向けた意
識の改革

基本目標Ⅱ
方針の立案及び
決定過程への女
性の参画の拡大

50%

基本目標Ⅲ
就業分野におい
て男女が個性と
能力を発揮でき
る社会の実現

数値目標 
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10.0% 12.4(17.1)% 健康政策課

子宮がん
 （（ ）内は２ヵ年累計受診率）

9.4% 10.2(15.4)% 健康政策課

基本目標Ⅴ
女性の人権と身体が守
られる社会の実現

性教育に関する専門医等派遣数

連携型健康教育実践校数

女性対象検
診の受診率

2015（平成27）
年度末

2012（平成24）
年度末

基本目標Ⅲ
就業分野において男女
が個性と能力を発揮で
きる社会の実現

女性の能力開発に関する講座の開催回数・受講者数 56人／年

基本目標Ⅳ
ワーク・ライフ・バランス
の推進

市男性職員の介護休暇取得件数

市女性職員の介護休暇取得件数

子育てファミリーカレッジ参加者数

こども広場利用者数

安心出産育児支援ネットワーク連携支援件数

赤ちゃん訪問の件数

日曜子育て教室受講者数

ＤＶ防止啓発事業参加者数

基本目標Ⅱ
方針の立案及び決定過
程への女性の参画の拡
大

市の管理職に占める女性比率

市の役付け職員（主査以上）に占める女性比率

市立小学校における女性管理職の割合

市立中学校における女性管理職の割合

女性センター

基本目標 項　　　目 所管課

185人／年

基本目標Ⅰ
男女共同参画の推進に
向けた意識の改革

小中学校における男女混合名簿の導入

情報モラル講座の実施回数

参考指標 
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「金沢市男女共同参画推進行動計画」の
認知度

80%
100%

（県プラン）
27.7%
(2012)

－ － 人権女性政策推進課

「男女共同参画」の認知度 80% 100%
26.4%
(2012)

－ － 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施回数 30回／年 15回／年 10回／年 ↓ 人権女性政策推進課

（新）男女共同参画アドバイザー登録者数
100人
(2017)

－ 27人 ↑ 人権女性政策推進課

市審議会等における女性委員の割合
法令・条例

40％
27.6%

(H25.4.1)
25.5%

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

市審議会等における女性委員の割合
それ以外

30％
26.7%

(H25.4.1)
22.1%

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

市審議会等において女性不在の審議会数 0
5

(H25.4.1)
11

(H28.4.1)
↓ 市民協働推進課

公民館長の女性比率 30%
1.6%

(H25.4.1)
1.6%

（H28.4.1）
→ 生涯学習課

小中学校ＰＴＡ会長の女性比率 30%
1.2%

(H25.4.1)
3.9%

（H28.4.1）
↑ 生涯学習課

農業委員における女性比率 30%
11.5%

(H25.4.1)
11.5%

(H28.4.1)
→ 農業委員会事務局
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(H28.4.1)
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12.5%
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19.8%
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50件

(2014)
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市内
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ー

推奨せず
－ 健康政策課

2015（平成27）
年度末

所管課

基本目標Ⅳ
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進

61.4%

目標値
(*目標年度)

2012（平成24）
年度末

基本目標Ⅴ
女性の人権と身
体が守られる社
会の実現

評価県目標値基本目標 項　　目

基本目標Ⅰ
男女共同参画の
推進に向けた意
識の改革

基本目標Ⅱ
方針の立案及び
決定過程への女
性の参画の拡大

50%

基本目標Ⅲ
就業分野におい
て男女が個性と
能力を発揮でき
る社会の実現

数値目標 

  

13

第 2章◆計画改定の背景



第２章◆計画策定の背景 
 

- 15 - 

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

女性65歳以上人口（万人） 3.2 3.7 4.3 4.9 5.6 6.6

男性65歳以上人口（万人） 2.1 2.5 3.0 3.4 4.0 4.9

金沢市高齢化率 11.8% 13.7% 16.0% 18.4% 21.2% 25.0%

全国高齢化率 12.1% 14.6% 17.4% 20.2% 23.0% 26.6%
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（%）

団塊の世代が含まれる65～69歳の層と団塊ジュニアが含まれる40～44歳の層が男女と

もに多くなっています。 

 

③ 高齢化の状況 

本市の65歳以上の高齢者人口は、平成27（2015）年の国勢調査によると、約11.5万人

となっており、平成２（1990）年からの25年間で約2.2倍に増加しています。本市の平

成27年の高齢化率は25.0％となっており、全国と比べて低い率で推移しています。 

図表２－３ 高齢者人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

④ 世帯の状況 

世帯の家族類型をみると、ひとり暮らし世帯、夫婦のみの世帯及びひとり親と子の世

帯の割合が高くなり、夫婦と子の世帯、三世代世帯などの「その他の世帯」の割合が低

下しています。 

図表２－４ 世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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４ 金沢市の現状と課題 

(1) 人口の状況 

① 人口の推移 

金沢市の人口は、平成27（2015）年の国勢調査によると約46.6万人となっています。

平成17（2005）年に減少しましたが、平成22(2010)年以降は増加しています。 

年齢別人口の割合をみると、０～14歳の年少人口割合は低下し続けているのに対し、

65歳以上の老年人口割合は急激に上昇しています。15～64歳の生産年齢人口は、平成７

（1995）年の70.6％をピークに低下を続けています。 

図表２－１ 金沢市の人口の推移 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

 

② 人口ピラミッド 

平成17（2005）年と平成27（2015）年の人口ピラミッドを比べると、平成27年は20

～34歳の層で大幅に減少している一方、65歳以上の層が大幅に増加しています。また、 

図表２－２ 人口ピラミッド 
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図表２－４ 世帯の状況 
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図表２－１ 金沢市の人口の推移 
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図表２－４ 世帯の状況 
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図表２－１ 金沢市の人口の推移 
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⑥ 少子化の状況 

出生数の推移をみると、平成12（2000）年には、団塊ジュニアが結婚・出産期を迎え

たことなどから4,700人を超えていましたが、平成22（2010）年以降は4,000～4,100人

台で推移し、平成27（2015）年には3,960人に減少しています。 

本市の合計特殊出生率は、平成２（1990）年以降は全国平均とほぼ同水準で推移して

おり、平成27年は1.49と、全国平均をやや上回っています。 

若い世代が希望する人数の子どもを生み育てることができることはもちろん、少子・

高齢化が社会に及ぼす影響を緩和する観点からも、できる限り働きながら子育てしやす

い環境を整備していくことは、最重要課題の一つです。 

図表２－７ 出生数・合計特殊出生率（金沢市） 
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出 生 数 6,936 7,245 5,842 5,242 4,645 4,398 4,758 4,094 4,076 4,168 4,155 4,027 3,830 3,960 

合
計
特
殊

出
生
率 

金沢市 1.95 1.89 1.71 1.66 1.53 1.35 1.36 1.24 1.37 1.43 1.46 1.43 1.39 1.49 

全 国 2.14 1.91 1.75 1.76 1.54 1.42 1.35 1.26 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 1.45 

（注）合計特殊出生率は、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、１人の女

性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとした時の子ども数を表したものです。 

資料：金沢市健康政策課「衛生年報」 
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⑤ 外国人住民 

平成27（2015）年の本市の外国人住民は、4,715人となっています。 

また、本市は大学、短期大学等が集積しているため留学生が多く、平成27年の留学生

数は1,287人となっており、ここ3年は1,200人台で推移しています。 

図表２－５ 外国人住民 
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図表２－６ 留学生の推移 
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② 給与格差 

図表２－10で石川県内企業の規模別の男女の年齢別給与額をみると、男女の給与格差

は依然として大きく、10人以上の企業では1カ月当たり換算で最大で13万円以上、５～

９人の企業では11万円以上の開きがみられます。 

 

 年齢階級別決まって支給する現金給与額（石川県、平成27年度） 図表２－10
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資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

③ 雇用形態 

石川県の雇用者数は48～49万人前後で推移しており、平成26（2014）年の石川県にお

ける雇用者数は491,800人となっています。雇用形態をみると、女性雇用者のほぼ半数

が非正規雇用となっており、男性の非正規の職員・従業員数も増加傾向にあります。 
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(2) 就業の状況 

① 女性の年齢別就業率 

平成22（2010）年の国勢調査から本市における女性の年齢別就業率をみると、30歳

代を底とするＭ字カーブを描き、結婚、出産、子育て期に就業を中断する女性が多く

なっていますが、子育て支援等の充実により、そのカーブは緩やかになりつつありま

す。 

また、全国平均と比較すると、本市の女性の就業率は、高い傾向にあります。 

 

図表２－８ 女性の年齢別就業率（金沢市、平成２年・平成12年・平成22年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）労働力状態「不詳」を除いて計算した。  資料：「国勢調査」 

 

図表２－９ 女性の年齢別就業率（全国との比較、平成22年） 
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図表２－９ 女性の年齢別就業率（全国との比較、平成22年） 
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② 女性職員の登用 

市職員の女性登用の割合は、

平成28（2016）年４月１日現在、

主査以上は25.2％となっており、

毎年上昇を続けています。この

うち課長級以上の割合は7.4％

となっています。 

 市の主査以上・管理職の女性職員の割合 図表２－13

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年4月1日現在  資料：金沢市人事課 

 

③ 地域における女性の参画 

本市における女性の町会長の

割合は、平成28（2016）年４月

１日現在2.7％となっており、全

国と比較しても低い率で推移し

ています。 

 

 町会（自治）会長における女性の割合 図表２－14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：全国は内閣府 金沢市市民協働推進課 
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 男 16.2 19.0 16.2 18.6 17.7 20.0 
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（注） 統計表の数値は、四捨五入のため、または総数に分類不能・不詳の数を含むため、総数 

と内訳の合計とは必ずしも一致しません。 

資料：石川県労働力調査（統計情報室） 

 

(3) 参画の状況 

① 審議会等に占める女性の割合 

本市の審議会等（条例で定める

以外のものを含む）に占める女性

委員の割合は、平成28（2016）年

４月１日現在24.8％となってい

ます。近年は27～28％台で推移し

ていましたが、平成27（2015）年

には数字が落ち込むなど、計画目

標値には達していない状況にあ

ります。 

 市の審議会等に占める女性の割合  図表２－12
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② 女性職員の登用 
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(5) 検診の状況 

 健康増進・疾病の早期発見のため、すこやか検診を実施しています。性差に応じたが

ん検診を実施しており、女性を対象とした乳がん検診・子宮頸がん検診については、節

目年齢に無料クーポンを配布して受診を推進しています。 

 

 乳がん検診・子宮頸がん検診の受診率の推移                   単位：％ 図表２－17

    区 分 20歳代 30歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 

す
こ
や
か
検
診 

乳がん検診 

平成25年度 9.9 10.1 14.2

平成26年度 14.8 18.0 42.7

平成27年度 12.2 12.3 14.3

子宮頸がん検診 

平成25年度 4.3 9.8 12.5 10.1 11.6

平成26年度 6.4 13.7 13.0 10.6 11.5

平成27年度 4.2 10.7 13.2 11.2 12.3

資料：金沢市健康政策課 
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(4) 相談の状況 

① 配偶者からの暴力が関係する相談 

平成20（2008）年の改正配偶者暴力防止法の施行に伴い、平成22（2010）年に女性相

談支援室（配偶者暴力相談支援センター機能）を設置して相談支援体制の強化を図って

います。平成27（2015）年度におけるのべ相談件数は1,023件、うち主訴が夫等の暴力

に関するものは355件となっています。 

 金沢市女性相談件数の推移 図表２－15

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：金沢市女性相談支援室 

② ＤＶによる一時保護件数 

石川県女性相談支援センターにおけるＤＶによる一時保護件数は、平成24(2012)年ま

では年間50件台で推移していましたが、ここ3年は30～40件台となっています。 

 一時保護件数 図表２－16

 

 

 

 

 

 

資料：石川県男女共同参画課 

 乳がん検診・子宮頸がん検診の受診率の推移                   単位：％ 図表２－17

    区 分 20歳代 30歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 

乳がん検診 

平成25年度 9.9 10.1 14.2

平成26年度 14.8 18.0 42.7

平成27年度 12.2 12.3 14.3

子宮頸がん検診 

平成25年度 4.3 9.8 12.5 10.1 11.6

平成26年度 6.4 13.7 13.0 10.6 11.5

平成27年度 4.2 10.7 13.2 11.2 12.3

資料：金沢市健康政策課 
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資料：金沢市女性相談支援室 
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無回答

(2) ワーク・ライフ・バランスの認知度 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉に対する認知度をきいたところ、「言葉も

内容も知っている」が51.1％、「言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない」が

30.1％、「まったく知らない」が18.3％となっており、言葉自体の認知度は8割に達して

いるものの、内容まで知っている人は約半数となっています。 

年代別にみると、40歳代で「まったく知らない」が26.9％と、他の年代に比べて高く

なっています。 

 

図表２－19 ワーク・ライフ・バランスの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年9月） 
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５ ｅモニター制度による市民意識調査 

この計画の改定に先立ち、eモニター制度〔注2〕により250人（回答者219人）にアンケ

ート調査を実施しました。 

〔注 2〕ｅモニター制度  

市の施策について市民の意見を聞くため、パソコンや携帯電話から、インターネットや電子メー

ルを利用し、登録されたｅモニターからアンケート調査にお答えいただくもの。 

 

(1) 男女共同参画社会の認知度 

「男女共同参画社会」という言葉に対する認知度をきいたところ、「言葉も内容も知

っている」が55.3％、「言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない」が34.7％、「ま

ったく知らない」が10.0％となっており、言葉自体の認知度は9割に達しているものの、

内容まで知っている人は約半数となっています。 

年代別にみると、20歳代では、「言葉も内容も知っている」が7割を超えていますが、

30～40歳代では4割弱となっており年代による差が大きくなっています。 

図表２－18 男女共同参画の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 
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図表２－19 ワーク・ライフ・バランスの認知度 
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図表２－18 男女共同参画の認知度 
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(2) ワーク・ライフ・バランスの認知度 

「ワーク・ライフ・バランス」という言葉に対する認知度をきいたところ、「言葉も

内容も知っている」が51.1％、「言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない」が

30.1％、「まったく知らない」が18.3％となっており、言葉自体の認知度は8割に達して

いるものの、内容まで知っている人は約半数となっています。 

年代別にみると、40歳代で「まったく知らない」が26.9％と、他の年代に比べて高く

なっています。 

 

図表２－19 ワーク・ライフ・バランスの認知度 
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５ ｅモニター制度による市民意識調査 

この計画の改定に先立ち、eモニター制度〔注2〕により250人（回答者219人）にアンケ

ート調査を実施しました。 

〔注 2〕ｅモニター制度  

市の施策について市民の意見を聞くため、パソコンや携帯電話から、インターネットや電子メー

ルを利用し、登録されたｅモニターからアンケート調査にお答えいただくもの。 

 

(1) 男女共同参画社会の認知度 

「男女共同参画社会」という言葉に対する認知度をきいたところ、「言葉も内容も知

っている」が55.3％、「言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない」が34.7％、「ま

ったく知らない」が10.0％となっており、言葉自体の認知度は9割に達しているものの、

内容まで知っている人は約半数となっています。 

年代別にみると、20歳代では、「言葉も内容も知っている」が7割を超えていますが、

30～40歳代では4割弱となっており年代による差が大きくなっています。 

図表２－18 男女共同参画の認知度 
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別

年
代
別

男性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

どちらとも

いえない

無回答

（4）職業における意識 

① 男女の地位の平等観 

職場における男女の地位の平等観についてきいたところ、「平等である」が10.5％で

ある一方、「男性が優遇されている」が28.8％、「どちらかといえば男性が優遇されてい

る」が40.2％と男性優遇とした人が69.0％と多くなっています。 

年代別にみると、年代が高くなるにつれ、男性優遇とする人が多くなる傾向にあり、

70歳以上では男性優遇とした人は90.9％となっています。 

 

図表２－21 男女の地位の平等観 
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70歳以上(N=22)

（%）

賛成 あまり賛成しない どちらともいえない

性

別

年
代
別

やや賛成 賛成しない

（3）「男は仕事、女は家庭」という考え方 

「男は仕事、女は家庭」という考え方についてたずねたところ、「賛成」が3.7％、「や

や賛成」が13.7％と賛成する人が17.4％であるのに対し、「賛成しない」が30.1％、「あ

まり賛成しない」が27.9％と、賛成しない人は58.0％となっています。 

年代別にみると、40歳代で賛成する人が25.0％と他の年代と比べて高い一方、60歳代

で「賛成しない」が42.0％と高くなっています。 

図表２－20 「男は仕事、女は家庭」という考え方について 
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図表２－21 男女の地位の平等観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年9月） 
 

3.7 

2.6 

4.9 

7.1 

2.2 

5.8 

2.0 

9.1 

13.7 

13.7 

13.7 

7.1 

17.4 

19.2 

11.4 

12.0 

4.5 

27.9 

34.2 

20.6 

50.0 

26.1 

25.0 

34.3 

16.0 

40.9 

30.1 

25.6 

35.3 

28.6 

23.9 

25.0 

34.3 

42.0 

22.7 

24.7 

23.9 

25.5 

7.1 

30.4 

25.0 

20.0 

28.0 

22.7 

0 20 40 60 80 100

全 体(N=219)

女 性(N=117)

男 性(N=102)

20歳代(N=14)

30歳代(N=46)

40歳代(N=52)

50歳代(N=35)

60歳代(N=50)

70歳以上(N=22)

（%）

賛成 あまり賛成しない どちらともいえないやや賛成 賛成しない

図表２－20 「男は仕事、女は家庭」という考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年9月） 

         

 



第２章◆計画策定の背景 

- 27 - 

10.5 

9.4 

11.8 

14.3 

13.0 

11.5 

11.4 

8.0 

4.5 

28.8 

35.0 

21.6 

35.7 

32.6 

19.2 

37.1 

28.0 

27.3 

40.2 

32.5 

49.0 

14.3 

30.4 

44.2 

28.6 

50.0 

63.6 

3.7 

0.9 

6.9 

7.1 

4.3 

5.8 

4.0 

2.3 

2.6 

2.0 

2.2 

5.8 

2.0 

11.4 

15.4 

6.9 

28.6 

10.9 

11.5 

17.1 

6.0 

4.5 

1.8 

3.4 

4.3 

1.9 

2.9 

1.4 

0.9 

2.0 

2.2 

2.9 

2.0 

0 20 40 60 80 100

全 体(N=219)

女 性(N=117)

男 性(N=102)

20歳代(N=14)

30歳代(N=46)

40歳代(N=52)

50歳代(N=35)

60歳代(N=50)

70歳以上(N=22)

（%）

平等である
どちらかといえば

男性が優遇されている

どちらかといえば

女性が優遇されている

性

別

年
代
別

男性が優遇されている

女性が優遇されている わからない

どちらとも

いえない

無回答

（4）職業における意識 

① 男女の地位の平等観 
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男女別にみると、女性は「家事・育児の負担」が89.7％、「病人・高齢者の世話」が

44.4％と男性に比べて多くなっています。 
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図表２－24 ＤＶに該当する暴力行為（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 

 



第２章◆計画策定の背景 

- 33 - 

53.9 

32.0 

31.1 

30.1 

28.8 

20.5 

18.7 

14.2 

6.8 

4.6 

49.6 

32.5 

27.4 

20.5 

32.5 

18.8 

20.5 

17.1 

5.1 

6.0 

58.8 

31.4 

35.3 

41.2 

24.5 

22.5 

16.7 

10.8 

8.8 

2.9 

0 20 40 60

男女共同参画に関する幅広い情報の収集・提供

男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援

各種団体や地域で活躍する女性リーダーの育成

地域で啓発活動を担う人材の育成

講演会、シンポジウム、フォーラムなどの開催

男性向けの啓発講座の開催

広報誌やパンフレットなどによる啓発

男女共同参画に関する調査・研究
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(%)

（6） 金沢市女性センターに期待すること 

男女共同参画推進拠点として金沢市女性センターに期待することについてきいたと

ころ、「男女共同参画に関する幅広い情報の収集・提供」が53.9％と最も多く、次いで

「男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援」が32.0％、「各種団体や地域で活躍

する女性リーダーの育成」が31.1％の順となっています。 

男女別にみると、女性は「講演会、シンポジウム、フォーラムなどの開催」が男性に

比べて多く、男性は「地域で啓発活動を担う人材の育成」が女性に比べて多くなってい

ます。 
 

図表２－27 金沢市女性センターに期待すること（複数回答） 
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③ 女性に対する暴力をなくすために必要なこと 

女性に対する暴力をなくすために必要なことについてきいたところ、「被害者が早期

に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」が 66.2％と最も多く、次いで「加害者

への罰則を強化する」が 57.1％、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するため

の教育を行う」が 51.6％の順となっています。 

男女別にみると、女性は「加害者への罰則を強化する」、「暴力をふるったことのある

者に対し、二度と繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う」が男性に比べて多

く、男性は「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」、「地域

で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う」が女性に比べて多くなってい

ます。 

 

図表２－26 女性に対する暴力をなくすために必要なこと（複数回答） 
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ます。 
 

図表２－27 金沢市女性センターに期待すること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 

     

 

第２章◆計画策定の背景 

- 32 - 

66.2 

57.1 

51.6 

47.5 

42.9 

40.6 

32.4 

29.2 

22.4 

-

4.6 

66.7 

60.7 

47.0 

49.6 

39.3 

47.9 

35.9 

26.5 

16.2 

-

3.4 

65.7 

52.9 

56.9 

45.1 

47.1 

32.4 

28.4 

32.4 

29.4 

-

5.9 

0 20 40 60 80

被害者が早期に相談できるよう、
身近な相談窓口を増やす

加害者への罰則を強化する

家庭で保護者が子どもに対し、
暴力を防止するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、
暴力を防止するための教育を行う

メディアを活用して
広報・啓発活動を積極的に行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と
繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

被害者を発見しやすい立場にある警察や
医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、
コンピューターソフトなど）を取り締まる

地域で、暴力を防止するための
研修会、イベントなどを行う

特に対策の必要はない

その他

全 体(N=219)

女 性(N=117)

男 性(N=102)

(%)

③ 女性に対する暴力をなくすために必要なこと 

女性に対する暴力をなくすために必要なことについてきいたところ、「被害者が早期

に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」が 66.2％と最も多く、次いで「加害者

への罰則を強化する」が 57.1％、「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するため

の教育を行う」が 51.6％の順となっています。 

男女別にみると、女性は「加害者への罰則を強化する」、「暴力をふるったことのある

者に対し、二度と繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う」が男性に比べて多

く、男性は「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」、「地域

で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う」が女性に比べて多くなってい

ます。 

 

図表２－26 女性に対する暴力をなくすために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月）  

33

第 2章◆計画改定の背景

53.9 

32.0 

31.1 

30.1 

28.8 

20.5 

18.7 

14.2 

6.8 

4.6 

49.6 

32.5 

27.4 

20.5 

32.5 

18.8 

20.5 

17.1 

5.1 

6.0 

58.8 

31.4 

35.3 

41.2 

24.5 

22.5 

16.7 

10.8 

8.8 

2.9 

0 20 40 60

男女共同参画に関する幅広い情報の収集・提供

男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援

各種団体や地域で活躍する女性リーダーの育成

地域で啓発活動を担う人材の育成

講演会、シンポジウム、フォーラムなどの開催

男性向けの啓発講座の開催

広報誌やパンフレットなどによる啓発

男女共同参画に関する調査・研究

特に必要なことはない

その他

全 体(N=219)

女 性(N=117)

男 性(N=102)

(%)

図表２－27 金沢市女性センターに期待すること（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 

     

 

66.2 

57.1 

51.6 

47.5 

42.9 

40.6 

32.4 

29.2 

22.4 

-

4.6 

66.7 

60.7 

47.0 

49.6 

39.3 

47.9 

35.9 

26.5 

16.2 

-

3.4 

65.7 

52.9 

56.9 

45.1 

47.1 

32.4 

28.4 

32.4 

29.4 

-

5.9 

0 20 40 60 80

被害者が早期に相談できるよう、
身近な相談窓口を増やす

加害者への罰則を強化する

家庭で保護者が子どもに対し、
暴力を防止するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、
暴力を防止するための教育を行う

メディアを活用して
広報・啓発活動を積極的に行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と
繰り返さないための教育を行う研修や啓発を行う

被害者を発見しやすい立場にある警察や
医療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、
コンピューターソフトなど）を取り締まる

地域で、暴力を防止するための
研修会、イベントなどを行う

特に対策の必要はない

その他

全 体(N=219)

女 性(N=117)

男 性(N=102)

(%)

 

図表２－26 女性に対する暴力をなくすために必要なこと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月）  



第２章◆計画策定の背景 

- 35 - 

とはいえない状況です。あらゆる世代に対する意識啓発を一層充実させるとともに、相 

談窓口の周知を強化していく必要があります。 

 また、若年層に対するＤＶ予防教育について、子どもの発達段階に応じ、人権問題と

して、積極的に取り組む必要があります。 

 

④ 推進体制上の課題  

   男女共同参画推進拠点施設に期待することについてきいたところ、「男女共同参画に関

する幅広い情報の収集・提供」「男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援」「各種

団体や地域で活躍する女性リーダーの育成」が多くなっています。 

   あらゆる施策が男女共同参画の視点で展開され、男女共同参画の推進が広く市民的な 

広がりを持つためには、男女共同参画を推進していく上で必要な支援の窓口としての市

役所の役割や、男女共同参画拠点施設としての機能を十分に発揮して、男女共同参画の

施策を効果的に進めることが必要です。 
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(7) ｅモニター制度による市民意識調査からみる今後の課題 

  ① 職場の男女平等と働き続けられる環境の整備 

   職場における男女の地位の平等観は、「平等である」が女性 9.4％、男性が 11.8％と少

なく、「男性が優遇されている」が男女ともに多くなっています。 

女性が職業をもつことに対する考え方について見ると、「子どもができても、ずっと 

  職業を続けるほうがいい」が男女とも最も多くなっています。 

   女性が職業を続けていく上での障害としては、「家事・育児の負担」が女性が 89.7％ 

男性が 80.4％と最も多くなっています。 

 男性も女性も共に働き続けられるよう、男性の家事・育児参画など「男女での共同」 

に向けた意識改革や、様々な環境整備が必要です。 

 また、職場における男女平等が十分ではなく、男性中心の企業意識・慣行は未だ解消 

されていないといえることから、女性がライフイベントを経ても働き続けられる柔軟な 

働き方が選択できるような支援が必要です。 

  

② ワーク・ライフ・バランスの推進 

  「男は仕事、女は家庭」という考えかたについては、女性の 59.8％、男性の 55.9％が 

  否定的な考え方であるものの、「賛成」「やや賛成」が依然として、根強く残っており、

女性は家庭を、男性は仕事を優先しなければならない現状といえます。 

   「男女とも育児・介護休暇制度を取得しやすくする職場環境づくり」「保育施設（職場

内保育所を含む）や保育時間の延長等の保育サービスの充実」「在宅勤務やフッレクスタ

イムの導入」「パートタイマーの給与・労働条件の改善」「職場における男女差別の是正」

などが求められており、企業等におけるワーク・ライフ・バランスを推進するとともに、

子育て・介護支援の充実などの基盤づくりが必要です。 

 

③ 女性に対する暴力防止（ドメスティック・バイオレンスの防止）  

   女性に対する暴力防止については、本市においても積極的に取り組むこととしてい 

ますが、女性に対する暴力をなくすために必要なことについてきいたところ、「被害者 

が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす」が最も多くなっています。また、 

相談機関として、「金沢市女性相談支援室（配偶者暴力支援センター）」の認知度は十分 
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とはいえない状況です。あらゆる世代に対する意識啓発を一層充実させるとともに、相 

談窓口の周知を強化していく必要があります。 

 また、若年層に対するＤＶ予防教育について、子どもの発達段階に応じ、人権問題と

して、積極的に取り組む必要があります。 

 

④ 推進体制上の課題  

   男女共同参画推進拠点施設に期待することについてきいたところ、「男女共同参画に関

する幅広い情報の収集・提供」「男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援」「各種

団体や地域で活躍する女性リーダーの育成」が多くなっています。 

   あらゆる施策が男女共同参画の視点で展開され、男女共同参画の推進が広く市民的な 

広がりを持つためには、男女共同参画を推進していく上で必要な支援の窓口としての市

役所の役割や、男女共同参画拠点施設としての機能を十分に発揮して、男女共同参画の

施策を効果的に進めることが必要です。 

 

 

第２章◆計画策定の背景 

- 34 - 
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(1) 男女の人権の尊重 

男女が性別による差別的な扱いを受けず、一人ひとりの人権が尊重されること。 

(2) あらゆる分野での男女のパートナーシップの実現 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担を前提とする社会のシ

ステム慣行を見直し、あらゆる分野で男女が自立した対等なパートナーとして力

を合わせていくこと。 

(3)  女性が力をもった存在になること(エンパワーメント〔注 3〕)の促進 

女性が自らの意識や能力を向上させ自己決定の力を身につけ、政治的、経済的、

社会的、文化的に力を持った存在になること。 

(4)  あらゆる分野における女性の活躍推進と働き方改革 

女性活躍推進法を着実に推進するとともに、さらに踏み込んだ積極的改善措置

（ポジティブ・アクション〔注 4〕）を実行すること。 

 

〔注 3〕エンパワーメント 

力をつけること。政治・経済・社会・家庭など社会のあらゆる分野で、自分で意思決定し、

行動できる能力を身につけること。 

 

〔注 4〕積極的改善措置（ポジティブ・アクション） 

積極的改善措置は、男女共同参画社会基本法第２条第２号において、「自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。」と定

義されている。金沢市男女共同参画推進条例第２条第３号においても同様規定しているが、こ

の措置は男女の実質的な機会の平等を目指すものであり、様々な人々の差異を無視して一律平

等に扱うという結果の平等まで求めるものではない。 
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１ 基本理念 

金沢市男女共同参画推進条例第３条の基本理念に基づき、男女が自立した人間として社

会のあらゆる分野で生き生きと輝くことのできる社会の形成を総合的かつ計画的に推進し

ます。 

(1) 男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会 

(2) 男女が固定的な役割を強制されることなく、多様な生き方を選択できる社会 

(3) 男女が社会の構成員として、市の政策又は方針の立案及び決定に平等に参加する

機会が確保される社会 

(4) 男女が社会的・文化的な性別(ジェンダー)をこえて、家庭生活及びその他の社会

生活において責任を共に担う社会 

(5) 男女が互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会 

(6) 男女が国際社会における男女共同参画の取り組みと協調し、連携を深め合う社会 

 

２ 金沢市がめざす男女共同参画社会 

                                                    

  

 

 

      

 

 

３ 基本的視点 

 基本的視点は、具体的施策を策定する際の判断基準であるとともに、施策を実行す

る際に重視する点となります。 

 金沢市男女共同参画推進条例にのっとり施策を推進していくに当たり、次のことを

基本的視点とします。 

 

「男女が共に、家庭や地域、職場等に支えられながら、多様な生き方や 

          働き方を実現できる、豊かで活力あふれる社会」 

市、市民、事業者が自らの意思と相互の協力に基づき、協働して取り組み、誰も

が、自分の意思で生き方、働き方を選択し、自信と誇りをもって、生き生きと活躍

できる豊かで活力あふれる社会をめざします。 
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３ 基本的視点 

 基本的視点は、具体的施策を策定する際の判断基準であるとともに、施策を実行す

る際に重視する点となります。 

 金沢市男女共同参画推進条例にのっとり施策を推進していくに当たり、次のことを
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４ 基本目標と重点課題 

(1) 基本目標 

男女共同参画社会の実現に向け、６つの「基本目標」、20項目の「課題」を掲げ、こ

れに基づく施策を総合的に展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 重点課題 

本計画では、特に早急に取り組む必要のある下記の５つの課題については、今後、計

画後期期間において、重点的に施策を展開します。 

 

 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し（基本目標Ⅰ課題２） ①

 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大（基本目標Ⅱ課題１） ②

 職業生活における女性の活躍促進（基本目標Ⅲ課題１） ③

 ワーク・ライフ・バランスの推進（基本目標Ⅳ課題１） ④

 女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化（基本目標Ⅴ課題１） ⑤

 

基本目標Ⅰ  

基本目標Ⅱ  

基本目標Ⅲ  

基本目標Ⅳ  

基本目標Ⅴ  

基本目標Ⅵ  

男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 

就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 

ワーク・ライフ・バランスの推進 

女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる社会
の実現 

国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 
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第 4章◆施策の展開

(1) 男女共同参画の理解の促進と制度・慣行の見直し 
(2) メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進 
(3) 男女共同参画に関する調査・研究の充実 

(1) 企業・団体における男女共同参画の推進 

(1) 学校における男女平等教育の推進 
(2) 家庭における男女共同参画教育の推進 
(3) 地域における男女共同参画学習の推進 

(1) 男女共同参画を推進する市民団体等の育成 
(2) 男女共同参画を推進する市民団体等の支援 

(1) 審議会等への女性の参画促進 
(2) 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大 
(3) 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保 

(1)  女性の参画意識の高揚 
(2)  方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成 

(1)  地域における指導的地位への女性の参画の拡大 

(1)  男女共同参画の視点に立った防災体制の確立、普及啓発と女性の参画の拡大 

(1) 男女の雇用機会の均等及び平等な登用・待遇の促進 
(2) 柔軟な働き方に対応した環境整備 
(3) 女性の就業継続、再就職に向けた支援 
(4) 労働相談窓口の充実 
(5) 男女のそれぞれ少ない分野への参画 

(1) 女性の起業に対する支援 
(2) 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進 

(1) 仕事と仕事以外の生活の充実と調和の推進 

(1) 働く女性の妊娠・出産に関する制度の充実 
(2) 子どもの健やかな成長を守るための支援策の拡充 
(3) 男性が出産・育児に関わる制度の利用促進 

(1) 家庭生活における男女共同参画の促進 
(2) 地域社会における男女共同参画の促進 

(1) 地域コミュニティを生かした男女共同参画の推進 
(2) 男女共同参画推進拠点施設等の充実 

(1) 女性に対するあらゆる暴力（ＤＶ・性暴力・ストーカー等）の予防と根絶のための意識啓発 
(2) セクシャルハラスメント防止対策等の推進 

(1) ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実  
(2) 被害者の安全確保と自立支援の充実 
(3) ＤＶ防止・若年層への啓発活動の充実   
(4) 関係機関等との連携強化と協力 

(1) 女性の健康づくりの推進 
(2) 妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供 
(3) 女性の健康をおびやかす問題についての対策の促進 
(4) 男女がともに女性の健康について学ぶ機会の提供 

(1) ひとり親家庭等に対する支援の充実 
(2) だれもが経済的に自立し、生活するための支援の充実 
(3) 高齢者や障害のある人のための介護・福祉サービスの充実 
(4) 安心して暮らせるまちづくりと社会参画の推進 

(1) 国際的な視野からの啓発・教育と人材の育成 
(2) 国際社会の情報の収集と活用の促進 

(1) 国際交流の推進 
(2) 多言語化での情報提供や相談体制の充実 

 

施  策  の  方  向 

 ●印該当箇所：「女性の職業生活における活躍推進に関する法律」第６条に基づく市町村推進計画 

  ★印該当箇所：「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第２条の３第３項に基づく 

市町村基本計画 
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男女共同参画の推進に向

けた意識の改革 

 

 

 

 

就業分野において男女が

個性と能力を発揮できる

社会の実現 

 

 

 

ワーク・ライフ・バラン

スの推進 

   

 

 

女性の人権と身体が守ら

れ、だれもが安心して暮

らせる社会の実現 

国際社会を視野に入れた
男女共同参画の推進 

 

 

 

 

方針の立案及び決定過程

への女性の参画の拡大 

   

 

計画の推進 

課    題 

１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の 
見直し、意識の改革 

３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする 
教育・学習の充実 

重点１ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大● 

２ 女性の人材育成と男女共同参画意識の高揚● 

３ 地域活動における指導的地位への女性の参画の拡大● 

 

２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進● 

重点１ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進● 

２ 安心して出産・育児のできる環境の整備● 

 新 ４ 地域特性を生かした推進 

重点１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化★ 

２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援の推進★ 

３ 生涯を通じた女性の健康支援 

１ 国際的な概念や考え方の理解 

２ 多文化が共生する社会づくり 

３ 男女の仕事と家事、介護、地域活動等の両立支援● 

・庁内推進体制の強化  ・男女共同参画審議会との連携 
・市民・各種団体協働による計画の推進・男女共同参画推進拠点の充実 
・計画の進行管理 ・数値目標・参考指標 

 新 ４ 困難な状況に置かれている人々への支援 

２ 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し● 

 新 ４ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成と支援 

４ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と 
女性の参画の拡大● 

施策体系 

１ 職業生活における女性の活躍促進● 
重点        

 改  

 

重点        

 新  
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(1) 男女共同参画の理解の促進と制度・慣行の見直し 
(2) メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進 
(3) 男女共同参画に関する調査・研究の充実 

(1) 企業・団体における男女共同参画の推進 

(1) 学校における男女平等教育の推進 
(2) 家庭における男女共同参画教育の推進 
(3) 地域における男女共同参画学習の推進 

(1) 男女共同参画を推進する市民団体等の育成 
(2) 男女共同参画を推進する市民団体等の支援 

(1) 審議会等への女性の参画促進 
(2) 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大 
(3) 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保 

(1)  女性の参画意識の高揚 
(2)  方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成 

(1)  地域における指導的地位への女性の参画の拡大 

(1)  男女共同参画の視点に立った防災体制の確立、普及啓発と女性の参画の拡大 

(1) 男女の雇用機会の均等及び平等な登用・待遇の促進 
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(3) 女性の就業継続、再就職に向けた支援 
(4) 労働相談窓口の充実 
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(2) 地域社会における男女共同参画の促進 
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・庁内推進体制の強化  ・男女共同参画審議会との連携 
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にとっての男女共同参画社会に関する意義と、地域・家庭等における男性の参画の重要性

に関して更なる広報・啓発活動に取り組み、意識改革を進めていく必要があります。 

近年、多様なメディア〔注 6〕を通じた人権侵害が問題となっている中、固定的性別役割

分担意識などにとらわれた表現や、性の商品化や過激な暴力を扱った表現もあり、人権に

配慮した情報発信が求められています。だれもが容易に情報を受信し、発信できる情報化

社会に対応できるよう、学校教育や社会教育を通して、情報化が社会にもたらす影響を知

り、情報モラルを理解し、主体的に情報を読み解く能力をつけるための教育を推進する必

要があります。 

〔注 6〕メディア 

ここでの「メディア」とは、テレビ、新聞、雑誌、ラジオなどのマスメディア、インターネ

ットやパソコン通信などのネットワークメディア、携帯電話や電子メールなどのパーソナルメ

ディア、ＤＶＤや電子書籍などのマルチメディア等を含む「コミュニケーションメディア」全

般を意味する。 

 

【施策の方向】 

(1) 男女共同参画の理解の促進と制度・慣行の見直し 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

1 
講演会・講座等の開催

による意識啓発 

男女共同参画に関する講演会、講座、セミナー等

を開催します。 
継 続 

2 

情報誌等の作成及び

ホームページによる

情報提供 

男女共同参画推進の視点に立った情報誌やリーフ

レット等を作成し、効果的な配布に努めます。ま

た、ホームページへの情報掲載を充実し、幅広い

市民への情報提供、意識啓発を図ります。 

継 続 

3 
市における慣行の見

直し 

全庁的に男女共同参画に関する職員研修を充実さ

せることにより、職員の意識改革に努め、女性職

員と男性職員がともに、その個性と能力を十分に

発揮することのできる職場づくりに取り組みま

す。 

継 続 

4 
男女の人権を守る啓

発活動の推進 

「金沢市人権教育・啓発行動計画」の理念に基づ

き、性別、性的指向、国籍などの違いにより差別

されない社会づくりのための人権教育啓発を推進

します。 

継 続 
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人々の意識の中に形成されてきた性別に基づく固定的な役割分担意識は、男女共同参画

社会を形成する上で、いまだに大きな障害になっています。 

働き方、家庭のあり方、子どもの育て方などについての考え方は、それぞれの家庭、個

人の選択によるものであり、考え方を強制されることがあってはなりません。男女が性別

にとらわれることなく、それぞれの自由な意思とその能力により、社会のあらゆる分野に

参画することのできる社会を実現するために、男女共同参画の視点に立った社会制度や慣

行の見直し、意識の改革が必要です。 

そのためには、市民一人ひとりの意識の中にある社会的性別（ジェンダー）〔注 5〕の存

在に気づき、意識改革に努めるとともに、教育・啓発を通じて「すべての人が性別にかか

わらず個人として尊重される」という人権意識の理解と男女平等の意識を高めることが重

要です。 

また、男女共同参画推進に取り組む市民団体に対し、人材育成や活動に対する支援及び

連携を行うことにより多くの市民の参画や活動の活性化を促し、市民団体の活動の裾野を

広げ、市民の主体的な取り組みによる意識の改革を促進することが必要です。 

〔注 5〕社会的性別（ジェンダー）  

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中

には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的性別」（ジェンダー／gender）という。「社会的性別」自体に良い、悪いの価値を含

むものではなく、国際的にも使われている。 

 

課題１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

本市が平成 28（2016）年度に行った「ｅモニター制度による男女共同参画に関する市民

意識調査」（以下「ｅモニター意識調査」）という。）において、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方について 58％が否定的な考えであるが、「賛成」「やや賛成」が根強く残ってお

り、固定的性別役割分担意識は、人々の意識の中に長い時間をかけて形成され、男女共同

参画社会の実現を阻害している要因の一つとなっているといえます（図表２－20参照）。 

本市においては、セミナーや出前講座の開催、情報誌の発行など、男女共同参画に向け

ての意識づくり、人権や男女共同参画に関する啓発・教育に取り組んできましたが、男性

男女共同参画の推進に向けた意識の改革 基本目標Ⅰ  
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にとっての男女共同参画社会に関する意義と、地域・家庭等における男性の参画の重要性

に関して更なる広報・啓発活動に取り組み、意識改革を進めていく必要があります。 
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た、ホームページへの情報掲載を充実し、幅広い

市民への情報提供、意識啓発を図ります。 
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全庁的に男女共同参画に関する職員研修を充実さ

せることにより、職員の意識改革に努め、女性職

員と男性職員がともに、その個性と能力を十分に

発揮することのできる職場づくりに取り組みま

す。 
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4 
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発活動の推進 
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人間には生まれついての生物学的性別（セックス／sex）がある。一方、社会通念や慣習の中

には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別

を「社会的性別」（ジェンダー／gender）という。「社会的性別」自体に良い、悪いの価値を含

むものではなく、国際的にも使われている。 

 

課題１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

本市が平成 28（2016）年度に行った「ｅモニター制度による男女共同参画に関する市民

意識調査」（以下「ｅモニター意識調査」）という。）において、「男は仕事、女は家庭」と

いう考え方について 58％が否定的な考えであるが、「賛成」「やや賛成」が根強く残ってお

り、固定的性別役割分担意識は、人々の意識の中に長い時間をかけて形成され、男女共同

参画社会の実現を阻害している要因の一つとなっているといえます（図表２－20参照）。 

本市においては、セミナーや出前講座の開催、情報誌の発行など、男女共同参画に向け

ての意識づくり、人権や男女共同参画に関する啓発・教育に取り組んできましたが、男性

男女共同参画の推進に向けた意識の改革 基本目標Ⅰ  
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課題２ 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し 

（重点課題） 

少子高齢化が進み、核家族や共働き世帯が増加する中で、今後、育児や介護といった

家庭生活における男性が担うべき役割が大きくなっています。 

一方、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方を前提とした労働慣行

が依然として根付いており、子育て・家事・介護等への主体的な参画を困難にし、結果

として、育児・介護等と両立しつつ能力を発揮して働きたい女性が十分に活躍できない

背景となっています。長時間労働の削減を図るとともに、個人の事情や仕事の内容等に

応じてテレワーク等を推進するなど、場所等の制約を受けない多様で柔軟な働き方の推

進を図る必要があります。 

また、育児・介護休業等の取得促進を図るとともに、男性の家事・育児等への参画促

進に向け、企業や経済団体等の連携を図る必要があります。 

さらに、女性の能力を生かし、企業及び社会における活躍を促進するため、職場環境

改善やワーク・ライフ・バランスの効果的な推進と女性活躍促進の加速化に向け、業界

団体等に対する意識啓発を図る必要があります。 

【施策の方向】 

(1) 企業・団体における男女共同参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

13 

企業における経営者

及び管理職等の意識

啓発 

時間外労働の削減等の働き方改革に向けた意識啓

発や実践的方策の提供を経営者・管理職等へ行い

ます。 

拡 充 

14 

労働者に対し長時間

労働などの働き方の

見直しについての意

識改革 

男性中心型労働慣行の見直し等に向けた男女共同

参画の意義についての理解促進のための意識啓発

を行います。 

拡 充 

15   
企業・団体等への啓発

推進 

企業・団体に対し、セミナー、広報誌による周知・

啓発や実践的方策の提案を行い、男女共同参画を

推進します。 

新 規 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

5 
男女共同参画に関す

る情報収集・提供 

図書館・女性センター等において男女共同参画に

関する図書やジェンダー教育のための資料を充実

し、広く市民が活用できるよう提供していきます。 

継 続 

 

(2) メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

6 ガイドラインの作成 
市が発行する刊行物やホームページの表現に関す

るガイドラインを作成し、市民にも情報提供します。 
継 続 

7 行政刊行物の見直し 
市が発行する刊行物やインターネットなどの内

容・表現を適時見直します。 
継 続 

8 
メディア・リテラシー

の向上  

メディアからの情報を主体的に読み解き自己発信

する能力（メディア・リテラシー）を向上するた

めの学習機会や情報の提供を行います。 

継 続 

9 
情報モラル教育の推

進 

ネットワークメディアや携帯電話の急速な普及に

伴い、人権侵害やメディアにおける性・暴力表現

への意識強化を図るため、教育機関や企業等に対

して情報モラル教育に努めます。 

継 続 

 

 

(3) 男女共同参画に関する調査・研究の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

10 
定期的な意識調査や

アンケートの実施 

男女共同参画社会づくりのための市民意識、企業

アンケート等、現状を把握するため、定期的に意

識調査等を実施し、その結果を今後の施策に活か

します。 

継 続 

11 
各種意識調査におけ

る配慮 

市が実施する各種意識調査では、性別による意

識・ニーズの違いを把握し、施策に活かせるよう

男女共同参画の視点に配慮します。 

継 続 

12 

金沢市の男女共同参

画に関する調査・研究

の実施 

金沢市における男女共同参画に関する取り組みの

意義の周知拡大や、計画の実効性の向上のため調

査研究を進めます。 

新 規 

 

 

46

第 4章◆施策の展開
基本目標Ⅰ　男女共同参画の推進に向けた意識の改革



第４章◆施策の展開 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

 

- 47 - 

課題２ 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し 

（重点課題） 

少子高齢化が進み、核家族や共働き世帯が増加する中で、今後、育児や介護といった

家庭生活における男性が担うべき役割が大きくなっています。 

一方、長時間勤務や転勤が当然とされている男性中心の働き方を前提とした労働慣行

が依然として根付いており、子育て・家事・介護等への主体的な参画を困難にし、結果

として、育児・介護等と両立しつつ能力を発揮して働きたい女性が十分に活躍できない

背景となっています。長時間労働の削減を図るとともに、個人の事情や仕事の内容等に

応じてテレワーク等を推進するなど、場所等の制約を受けない多様で柔軟な働き方の推

進を図る必要があります。 

また、育児・介護休業等の取得促進を図るとともに、男性の家事・育児等への参画促

進に向け、企業や経済団体等の連携を図る必要があります。 

さらに、女性の能力を生かし、企業及び社会における活躍を促進するため、職場環境

改善やワーク・ライフ・バランスの効果的な推進と女性活躍促進の加速化に向け、業界

団体等に対する意識啓発を図る必要があります。 

【施策の方向】 

(1) 企業・団体における男女共同参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

13 

企業における経営者

及び管理職等の意識

啓発 

時間外労働の削減等の働き方改革に向けた意識啓

発や実践的方策の提供を経営者・管理職等へ行い

ます。 

拡 充 

14 

労働者に対し長時間

労働などの働き方の

見直しについての意

識改革 

男性中心型労働慣行の見直し等に向けた男女共同

参画の意義についての理解促進のための意識啓発

を行います。 

拡 充 

15   
企業・団体等への啓発

推進 

企業・団体に対し、セミナー、広報誌による周知・

啓発や実践的方策の提案を行い、男女共同参画を

推進します。 

新 規 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

5 
男女共同参画に関す

る情報収集・提供 

図書館・女性センター等において男女共同参画に

関する図書やジェンダー教育のための資料を充実

し、広く市民が活用できるよう提供していきます。 

継 続 

 

(2) メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

6 ガイドラインの作成 
市が発行する刊行物やホームページの表現に関す

るガイドラインを作成し、市民にも情報提供します。 
継 続 

7 行政刊行物の見直し 
市が発行する刊行物やインターネットなどの内

容・表現を適時見直します。 
継 続 

8 
メディア・リテラシー

の向上  

メディアからの情報を主体的に読み解き自己発信

する能力（メディア・リテラシー）を向上するた

めの学習機会や情報の提供を行います。 

継 続 

9 
情報モラル教育の推

進 

ネットワークメディアや携帯電話の急速な普及に

伴い、人権侵害やメディアにおける性・暴力表現

への意識強化を図るため、教育機関や企業等に対

して情報モラル教育に努めます。 

継 続 

 

 

(3) 男女共同参画に関する調査・研究の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

10 
定期的な意識調査や

アンケートの実施 

男女共同参画社会づくりのための市民意識、企業

アンケート等、現状を把握するため、定期的に意

識調査等を実施し、その結果を今後の施策に活か

します。 

継 続 

11 
各種意識調査におけ

る配慮 

市が実施する各種意識調査では、性別による意

識・ニーズの違いを把握し、施策に活かせるよう

男女共同参画の視点に配慮します。 

継 続 

12 

金沢市の男女共同参

画に関する調査・研究

の実施 

金沢市における男女共同参画に関する取り組みの

意義の周知拡大や、計画の実効性の向上のため調

査研究を進めます。 

新 規 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

18 
男女共同参画の視点

での進路指導 

生徒が性別による固定的な役割分担にとらわれ

ず、主体的に進路を選択する能力が身につけられ

るような進路指導を行います。 

継 続 

19 
保育所、幼稚園での取

り組み 

保育・幼児教育現場において、子どもたちが性別

にとらわれず個性を尊重した保育や幼児教育が提

供されるよう、保育士や幼稚園教諭等を対象とし

た職員研修等を実施します。 

継 続 

20 

 

開かれた学校運営の

推進 

学校運営について保護者、地域の方々からの意見

を聞く場には、男女双方が参加できるよう配慮し

ます。 

継 続 

 

(2) 家庭における男女共同参画教育の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

21 
家庭における男女共

同参画への理解促進 

育児教室、各種セミナーなどあらゆる機会を通じ、

子育てや家庭生活における男女共同参画の意識啓

発に取り組みます。 

継 続 

22 
無償労働に関する情

報提供 

家事・介護等の家庭内の無償労働について、家族

や社会から適正な評価がなされるよう啓発しま

す。 

継 続 

23 

男性や若い世代に対

する男女共同参画へ

の理解促進 

男性や若い世代の関心が高い分野を取り上げたワ

ークショップの開催やリーフレットの作成などに

より、意識啓発に取り組みます。 

継 続 

 

(3) 地域における男女共同参画学習の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

24 
地域における学習機

会の提供 

地域で男女共同参画の意識を高める講座や研修等

を開催します。 
継 続 

25 

男女共同参画社会づ

くりのための人材育

成 

地域の中で男女共同参画について指導・啓発でき

る人材として、アドバイザーを養成し、地域のリ

ーダーとして活躍できるよう取り組みます。 

継 続 
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課題３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に自立して個性と能力を発揮し、社会

形成に参画する必要があり、その基礎となるのが教育・学習となります。 

これまで市では、男女平等教育のための環境整備として小中学校における男女混合名簿

の導入（図表４－１）を推進してきた結果、導入率100％という目標を達成しました。教職

員に対しては男女共同参画意識が高まるよう研修に取り組んできましたが、引き続き充実

を図るとともに、次世代を生きる子どもたちが健やかに、そして、個性と能力を発揮でき

るよう、子どもの頃から男女共同参画の理解を促進し、将来を見通した自己形成ができる

よう取り組むことが重要です。 

家庭においては、特に子育て世代を中心として、家事・育児などの家庭生活は男女がと

もに担うものであるという男女共同参画意識が醸成されるよう、より一層の意識啓発に努

める必要があります。 

さらに、地域においては、概ね小学校区に設置されている公民館における地域の学習活

動等を活用し、男女共同参画意識を育む各種講座、研修を開催し、身近な地域での学習機

会を提供するとともに、地域の人材を養成していくことが求められます。 

 

図表４－１ 小中学校における男女混合名簿の導入率                   単位：％ 

区   分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

混合名簿の導入率 
94.0 

(H24.5.1) 

97.6 

(H25.5.1) 

97.6 

(H26.5.1) 

97.6 

(H27.4.1) 

100.0 

(H28.4.1) 

 資料：金沢市学校指導課 

 

【施策の方向】 

(1) 学校における男女平等教育の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

16 

初等中等教育におけ

る男女平等教育の推

進 

教育活動全体の中で、児童生徒の発達段階に応じ、

男女平等の理解、男女の協力についての指導に取

り組みます。 

継 続 

17 教職員研修の充実 
教職員が男女共同参画の理念を理解し、男女共同

参画の意識が高まるよう研修に取り組みます。  
継 続 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

18 
男女共同参画の視点

での進路指導 

生徒が性別による固定的な役割分担にとらわれ

ず、主体的に進路を選択する能力が身につけられ

るような進路指導を行います。 

継 続 

19 
保育所、幼稚園での取

り組み 

保育・幼児教育現場において、子どもたちが性別

にとらわれず個性を尊重した保育や幼児教育が提

供されるよう、保育士や幼稚園教諭等を対象とし

た職員研修等を実施します。 

継 続 

20 

 

開かれた学校運営の

推進 

学校運営について保護者、地域の方々からの意見

を聞く場には、男女双方が参加できるよう配慮し

ます。 

継 続 

 

(2) 家庭における男女共同参画教育の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

21 
家庭における男女共

同参画への理解促進 

育児教室、各種セミナーなどあらゆる機会を通じ、

子育てや家庭生活における男女共同参画の意識啓

発に取り組みます。 

継 続 

22 
無償労働に関する情

報提供 

家事・介護等の家庭内の無償労働について、家族

や社会から適正な評価がなされるよう啓発しま

す。 

継 続 

23 

男性や若い世代に対

する男女共同参画へ

の理解促進 

男性や若い世代の関心が高い分野を取り上げたワ

ークショップの開催やリーフレットの作成などに

より、意識啓発に取り組みます。 

継 続 

 

(3) 地域における男女共同参画学習の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

24 
地域における学習機

会の提供 

地域で男女共同参画の意識を高める講座や研修等

を開催します。 
継 続 

25 

男女共同参画社会づ

くりのための人材育

成 

地域の中で男女共同参画について指導・啓発でき

る人材として、アドバイザーを養成し、地域のリ

ーダーとして活躍できるよう取り組みます。 

継 続 
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課題３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

男女共同参画社会を実現するためには、男女が共に自立して個性と能力を発揮し、社会

形成に参画する必要があり、その基礎となるのが教育・学習となります。 

これまで市では、男女平等教育のための環境整備として小中学校における男女混合名簿

の導入（図表４－１）を推進してきた結果、導入率100％という目標を達成しました。教職

員に対しては男女共同参画意識が高まるよう研修に取り組んできましたが、引き続き充実

を図るとともに、次世代を生きる子どもたちが健やかに、そして、個性と能力を発揮でき

るよう、子どもの頃から男女共同参画の理解を促進し、将来を見通した自己形成ができる

よう取り組むことが重要です。 

家庭においては、特に子育て世代を中心として、家事・育児などの家庭生活は男女がと

もに担うものであるという男女共同参画意識が醸成されるよう、より一層の意識啓発に努

める必要があります。 

さらに、地域においては、概ね小学校区に設置されている公民館における地域の学習活

動等を活用し、男女共同参画意識を育む各種講座、研修を開催し、身近な地域での学習機

会を提供するとともに、地域の人材を養成していくことが求められます。 

 

図表４－１ 小中学校における男女混合名簿の導入率                   単位：％ 

区   分 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 

混合名簿の導入率 
94.0 

(H24.5.1) 

97.6 

(H25.5.1) 

97.6 

(H26.5.1) 

97.6 

(H27.4.1) 

100.0 

(H28.4.1) 

 資料：金沢市学校指導課 

 

【施策の方向】 

(1) 学校における男女平等教育の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

16 

初等中等教育におけ

る男女平等教育の推

進 

教育活動全体の中で、児童生徒の発達段階に応じ、

男女平等の理解、男女の協力についての指導に取

り組みます。 

継 続 

17 教職員研修の充実 
教職員が男女共同参画の理念を理解し、男女共同

参画の意識が高まるよう研修に取り組みます。  
継 続 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

28 
男女共同参画グルー

プの活動支援 

市民グループ・団体等に男女共同参画社会づくり

に向けた調査研究や、各種啓発事業の企画運営等

を委託し、その活動の活性化を図ります。 

拡 充

29 
ネットワークづくり

の支援 

女性の職場や地域活動等の活性化のため、あらゆ

る分野で活動する女性団体やグループのネットワ

ークづくりを支援します。 

拡 充
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課題４ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成と支援 

地域において男女共同参画を推進するためには、行政だけではなく、市民の主体的な取

り組みが不可欠です。複雑化する市民ニーズや地域課題に対応していくため、地域で活動

するＮＰＯや任意団体、グループをはじめとした市民団体等との連携・協働を進めそれぞ

れの活動の向上を図っていくことが必要です。また、女性のチャレンジを引き続き支援し、

女性の活動の場を広めるため、様々な分野における女性の人材に関する情報を収集し、広

く提供していくことが重要です。 

本市においては、平成 25（2013）年度から、市民グループ有志等において、日本女性会

議金沢開催へ向けた調査研究視察等を行い、平成 26（2014）年 8 月には、「日本女性会議

を金沢でひらく会」を結成し、精力的に誘致活動を行った結果、平成 27（2015）年 9月に

「第 35 回日本女性会議」を平成 30（2018）年に金沢で開催することが決定しました。金

沢大会の開催により、本市の男女共同参画社会の実現に向けた課題の解決策を探るととも

に、参加者相互の交流の促進や、情報のネットワーク化が図られるよう、様々な団体が知

恵を出し合って運営できるよう支援していきます。 

 

【施策の方向】 

(1)  男女共同参画を推進する市民団体等の育成 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

26 
市民団体を支える人

材の育成 

男女共同参画を推進する団体を支える人材育成の

ための講座の開催や、男女共同参画に関する情報

の提供を行います。 

拡 充

  

(2)  男女共同参画を推進する市民団体等の支援 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

27 

「日本女性会議

2018in 金沢」の開催の

支援 

平成30(2018)年に金沢で開催する日本女性会議を

準備、運営する団体（実行委員会）及び市民グル

ープ等を支援します。 

新 規
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数値目標には到達していません（図表４－２参照）。あらゆる分野において、方針の立案・

決定過程に関わる立場の女性を増やしていくことが重要であることから、固定的な性別役

割分担意識の解消に努めるとともに、引き続きより実効性の高い数値目標を設定して、積

極的な姿勢を示し取り組んでいく必要があります。 

また、企業、自営の商工業や農林水産業従事者、関係団体等への情報提供や働きかけを

行うとともに、様々な分野における女性の参画拡大を推進していくことが必要です。 

 

図表４－２ 市の審議会等に占める女性の割合  

 

 

 

 

 

 

   資料：金沢市市民協働推進課 

 

【施策の方向】 

(1) 審議会等への女性の参画促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

30 
審議会等への女性の

参画促進 

市の審議会委員の選任については、公募委員枠や

女性委員の割合について各課と協議し、あて職の

見直しや、委員候補者の人材リストの紹介などに

より、審議会等における女性委員の割合を増やし

ます。 

継 続 

31 
各種団体等への多様

な人材の推薦依頼 

各種団体から推薦を受ける審議会等の委員につい

て、団体代表者に限らず女性を含めた多様な人材

が推薦されるよう依頼します。 

継 続 
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男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思決定の場に参画し、共に

責任を担うことが必要です。また、多様な意思が市政や社会における様々な政策・方針決

定に公平に反映され、市民一人ひとりが、その利益を均等に受けることができなければな

りません。 

国は、指導的地位に女性が占める割合について「2020年 30％」（平成 20 年４月男女共

同参画推進本部決定）となるよう目標を掲げ、取り組みを進めてきましたが、社会全体で

十分共有されなかったこともあり、女性の参画は、諸外国と比べ低い水準にとどまってい

ます。 

今後、この目標を社会全体で共有するとともに、引き続き更なる努力を行い、女性の参

画拡大の動きをさらに加速していく必要があります。女性活躍推進法では、さらに踏み込

んだ積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を推進し、目標達成に向け官民挙げて取

り組む必要性が改めて強調されています。 

本市においても、審議会委員等に占める女性の割合を平成 34（2022）年度までに、法令・

条例に基づいて設置されているものは 40％、その他により設置されているものは 30％とす

る数値目標を掲げ、女性の参画拡大に取り組んでいるところですが、あらゆる分野におけ

る女性の参画拡大をさらに推進することが重要です。 

そのためには、各分野における具体的な数値目標を設定し、分野ごとの積極的改善措置

（ポジティブ・アクション）を推進するとともに、女性の様々な意思決定過程への参画拡

大に関する市民意識の高揚を図ることが必要です。 

さらに、女性自身のエンパワーメントや、指導的地位に就く女性の人材育成強化と、そ

れをまちづくり等で生かすためのネットワークの構築が必要です。 

 

課題１ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大 

（重点課題） 

 男女共同参画社会の実現に向け、方針の立案・決定過程への女性の参画拡大は重要課題

といえます。 

市では、審議会等委員への女性の参画拡大を図るため、公募委員の拡大や団体推薦の職

務指定の見直し等を行い、女性の登用を推進してきましたが、横ばい状態が続いており、

方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 基本目標Ⅱ  
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課題２ 女性の人材育成と男女共同参画意識の高揚 

ｅモニター意識調査では、政策の企画・方針決定過程に女性が進出していない理由とし

て、「組織の仕組みが男性優位にできている」、「家庭、職場、地域に男女の役割は違って当

然という意識が残っている」との回答が多くなっており（図表４－３参照）、女性の政策や

方針決定の場への進出を進めるためにも、社会における固定的な性別役割分担意識に対す

る意識の改革が必要です。 

市では、市民との協働の推進やリーダーの養成など、男女共同参画に関する活動支援を

行うとともに、「男女共同参画アドバイザー養成講座」を開催するなど、方針の立案及び決

定の場へ積極的に関わる女性の育成に取り組んできました。 

女性が社会のあらゆる分野において方針の立案・決定過程に参画するには、女性自身が

意識と能力を高め主体的に活躍できるようエンパワーメントする必要があります。さらに、

情報提供や学習機会の拡充を図り、女性の人材育成を行うとともに、市としても、女性職

員の人材育成に対し、積極的な取り組みが必要です。 

 

図表４－３ 政策の企画・方針決定過程に女性が進出していない理由 

 

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 
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(2) 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

32 
女性職員の役職への

登用 

市職員に対して客観的で公正な昇任選考に努め、

女性職員の積極的な登用を図ります。 
継 続 

33 

女性活躍推進法に基

づく本市特定事業主

行動計画の推進及び

公表 

市女性職員の活躍に関する状況把握・課題分析を

踏まえ、女性の活躍を推進するための取り組みを

規定した行動計画について取り組みを推進し、毎

年、その取り組みを公表します。 

新 規 

34 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画策定の推進 

女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画策

定を支援します。特に中小企業の取り組みを推進

するための情報提供等に努めます。 

新 規 

35 
各種団体、企業への情

報提供 

各種団体、企業に対し、実態調査や情報提供を通

じて、方針決定及び指導的地位への女性の参画拡

大について意識啓発を行います。 

継 続 

36 農家等への情報提供 

農家や農業団体、漁業団体などに対し男女共同参

画意識の普及や意思決定の場への女性参画促進に

向けた、情報提供を行います。 

継 続 

 

(3) 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

37 情報公開等の推進 

市民参画による開かれた市政を一層推進するた

め、パブリックコメント手続の活用などによる情

報公開を推進します。 

継 続 

38 
市政情報へのアクセ

ス拡大 

市政についての情報を市民がより入手しやすくす

るため、ホームページやフェイスブックの活用な

ど充実を図ります。 

継 続 

39 
行政評価システムの

充実 

市民に分かりやすい行政評価システムの導入によ

り、行政の意思決定過程を公表し透明性を図りま

す。 

継 続 
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課題２ 女性の人材育成と男女共同参画意識の高揚 

ｅモニター意識調査では、政策の企画・方針決定過程に女性が進出していない理由とし

て、「組織の仕組みが男性優位にできている」、「家庭、職場、地域に男女の役割は違って当

然という意識が残っている」との回答が多くなっており（図表４－３参照）、女性の政策や

方針決定の場への進出を進めるためにも、社会における固定的な性別役割分担意識に対す

る意識の改革が必要です。 

市では、市民との協働の推進やリーダーの養成など、男女共同参画に関する活動支援を

行うとともに、「男女共同参画アドバイザー養成講座」を開催するなど、方針の立案及び決

定の場へ積極的に関わる女性の育成に取り組んできました。 

女性が社会のあらゆる分野において方針の立案・決定過程に参画するには、女性自身が

意識と能力を高め主体的に活躍できるようエンパワーメントする必要があります。さらに、

情報提供や学習機会の拡充を図り、女性の人材育成を行うとともに、市としても、女性職

員の人材育成に対し、積極的な取り組みが必要です。 

 

図表４－３ 政策の企画・方針決定過程に女性が進出していない理由 

 

資料：金沢市ｅモニター意識調査（H28年 9月） 
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(2) 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

32 
女性職員の役職への

登用 

市職員に対して客観的で公正な昇任選考に努め、

女性職員の積極的な登用を図ります。 
継 続 

33 

女性活躍推進法に基

づく本市特定事業主

行動計画の推進及び

公表 

市女性職員の活躍に関する状況把握・課題分析を

踏まえ、女性の活躍を推進するための取り組みを

規定した行動計画について取り組みを推進し、毎

年、その取り組みを公表します。 

新 規 

34 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画策定の推進 

女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画策

定を支援します。特に中小企業の取り組みを推進

するための情報提供等に努めます。 

新 規 

35 
各種団体、企業への情

報提供 

各種団体、企業に対し、実態調査や情報提供を通

じて、方針決定及び指導的地位への女性の参画拡

大について意識啓発を行います。 

継 続 

36 農家等への情報提供 

農家や農業団体、漁業団体などに対し男女共同参

画意識の普及や意思決定の場への女性参画促進に

向けた、情報提供を行います。 

継 続 

 

(3) 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

37 情報公開等の推進 

市民参画による開かれた市政を一層推進するた

め、パブリックコメント手続の活用などによる情

報公開を推進します。 

継 続 

38 
市政情報へのアクセ

ス拡大 

市政についての情報を市民がより入手しやすくす

るため、ホームページやフェイスブックの活用な

ど充実を図ります。 

継 続 

39 
行政評価システムの

充実 

市民に分かりやすい行政評価システムの導入によ

り、行政の意思決定過程を公表し透明性を図りま

す。 

継 続 
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とが非常に重要であり、また求められているといえます。 

地域コミュニティは金沢の文化の原点でもあることから、女性の声を聞くことはもちろ

ん、まちづくりや地域活動に直接女性の声が反映されるよう、方針の立案・決定過程への

女性の参画を促進していく必要があります。 
 

【施策の方向】 

(1)  地域における指導的地位への女性の参画の拡大 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

45 

公民館・町会、婦人会、

ＰＴＡなど地域活動

の支援 

働く男女が参加しやすい運営方法を工夫するな

ど、男女双方が積極的に参加できるよう働きかけ

ます。 

継 続 

46 
町会等の指導的地位への

女性の参画の拡大 

女性の参画拡大を図るため、地域における女性リ

ーダーを育成します。 
継 続 

 

課題４ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と女性の参画の拡大 

東日本大震災や熊本地震など、自然災害が激甚化する中で、災害対応の現場においては、 

救助・救援、医療及び消火活動、復旧・復興など、女性の果たす役割は非常に大きいとい 

えます。 

東日本大震災等の過去の災害時に、女性向けの衛生用品が十分に準備されていなかった

り、避難所によっては、着替えや入浴、乳幼児を抱えた母親の授乳等の女性のプライバシ

ーに配慮していなかったり、「女性だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を

割り振られたという問題がありました。また、避難所において、女性に対する性的な暴力

があったという事例も報告されています。避難生活等においては、プライバシーの確保や

更衣室、授乳室、入浴設備等の整備を図るなど、男女の人権を尊重し、安全・安心を確保

していくことが求められます。 

災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって表れるため、平常時からの

男女共同参画の実現が防災、復興を円滑に進める基盤となります。予防、応急、復旧、復

興等の全ての局面において、女性が重要な役割を果たしていくことを認識し、防災・復興

に係る意思決定の場に女性が参画することが必要です。 

男女共同参画の視点に立った防災体制を確立するためには、防災・復興体制の整備にあ

たり、男女のニーズの違いに的確に対応できるよう、防災・復興対策の企画・運営から決

定に至る意思決定過程に女性の視点を反映させるとともに、災害時にリーダーシップを発

揮できる女性の人材を育成していくことが必要です。 
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【施策の方向】 

(1)  女性の参画意識の高揚 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

40 
女性自身の参画意識

の高揚 

あらゆる分野における方針の立案・決定過程への女

性の参画意識が高まるよう、意識啓発を行います。 
継 続 

41 市民対話の推進 

女性の市政への参画促進に向けて、さまざまな課

題について、市民と行政とで語り合える環境を整

備します。 

継 続 

 

(2)  方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

42 女性リーダーの育成 

方針立案決定過程に参画できる女性を育成するた

め、能力開発等の講座の実施や、男女共同参画や

市民活動に関する全国会議等の情報を発信し、リ

ーダーを育成します。 

拡 充 

43 
女性のエンパワーメ

ント支援 

女性が意識と能力を高め、自己決定できるように

なる力を持つための研修や講座を充実します。 
拡 充 

44 
女性の人材に関する

情報の収集・提供 

審議会等の方針・立案の決定過程への女性の参画

を拡大するため、国・県・関係機関と連携しなが

ら、女性の人材に関する情報を収集し提供できる

体制を充実します。 

継 続 

 

課題３ 地域活動における指導的地位への女性の参画の拡大 

少子高齢化・人口減少社会が進むなか、地域の課題を住民が中心となって考え、活動し、

解決していく地域力を高める取り組みが求められています。本市においては、これまでも

地域活動が行われていますが、その活動の中心の多くを女性が担っています。 

しかし、本市の町会長、公民館長、ＰＴＡ会長など、地域の指導的地位にある人につい

ては、依然として女性の割合が低い状況にあります。 

地域力を高め、持続可能な社会を築くためには、特定の性や年齢層で担われている分野へ男

女双方の参画を推進することにより、男女共同参画の視点を反映させることが必要です。 

また、要介護者や一人暮らし高齢者の諸課題は、介護する側・される側、どちらの立場

でも女性の数が多いことから、まちづくりや地域活動において女性の声を反映していくこ
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とが非常に重要であり、また求められているといえます。 

地域コミュニティは金沢の文化の原点でもあることから、女性の声を聞くことはもちろ

ん、まちづくりや地域活動に直接女性の声が反映されるよう、方針の立案・決定過程への

女性の参画を促進していく必要があります。 
 

【施策の方向】 

(1)  地域における指導的地位への女性の参画の拡大 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

45 

公民館・町会、婦人会、

ＰＴＡなど地域活動

の支援 

働く男女が参加しやすい運営方法を工夫するな

ど、男女双方が積極的に参加できるよう働きかけ

ます。 

継 続 

46 
町会等の指導的地位への

女性の参画の拡大 

女性の参画拡大を図るため、地域における女性リ

ーダーを育成します。 
継 続 

 

課題４ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と女性の参画の拡大 

東日本大震災や熊本地震など、自然災害が激甚化する中で、災害対応の現場においては、 

救助・救援、医療及び消火活動、復旧・復興など、女性の果たす役割は非常に大きいとい 

えます。 

東日本大震災等の過去の災害時に、女性向けの衛生用品が十分に準備されていなかった

り、避難所によっては、着替えや入浴、乳幼児を抱えた母親の授乳等の女性のプライバシ

ーに配慮していなかったり、「女性だから」ということで当然のように食事準備や清掃等を

割り振られたという問題がありました。また、避難所において、女性に対する性的な暴力

があったという事例も報告されています。避難生活等においては、プライバシーの確保や

更衣室、授乳室、入浴設備等の整備を図るなど、男女の人権を尊重し、安全・安心を確保

していくことが求められます。 

災害時には、平常時における社会の課題が一層顕著になって表れるため、平常時からの

男女共同参画の実現が防災、復興を円滑に進める基盤となります。予防、応急、復旧、復

興等の全ての局面において、女性が重要な役割を果たしていくことを認識し、防災・復興

に係る意思決定の場に女性が参画することが必要です。 

男女共同参画の視点に立った防災体制を確立するためには、防災・復興体制の整備にあ

たり、男女のニーズの違いに的確に対応できるよう、防災・復興対策の企画・運営から決

定に至る意思決定過程に女性の視点を反映させるとともに、災害時にリーダーシップを発
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【施策の方向】 

(1)  女性の参画意識の高揚 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

40 
女性自身の参画意識

の高揚 

あらゆる分野における方針の立案・決定過程への女

性の参画意識が高まるよう、意識啓発を行います。 
継 続 

41 市民対話の推進 

女性の市政への参画促進に向けて、さまざまな課

題について、市民と行政とで語り合える環境を整

備します。 

継 続 

 

(2)  方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

42 女性リーダーの育成 

方針立案決定過程に参画できる女性を育成するた

め、能力開発等の講座の実施や、男女共同参画や

市民活動に関する全国会議等の情報を発信し、リ

ーダーを育成します。 

拡 充 

43 
女性のエンパワーメ

ント支援 

女性が意識と能力を高め、自己決定できるように

なる力を持つための研修や講座を充実します。 
拡 充 

44 
女性の人材に関する

情報の収集・提供 

審議会等の方針・立案の決定過程への女性の参画

を拡大するため、国・県・関係機関と連携しなが

ら、女性の人材に関する情報を収集し提供できる

体制を充実します。 

継 続 

 

課題３ 地域活動における指導的地位への女性の参画の拡大 

少子高齢化・人口減少社会が進むなか、地域の課題を住民が中心となって考え、活動し、

解決していく地域力を高める取り組みが求められています。本市においては、これまでも

地域活動が行われていますが、その活動の中心の多くを女性が担っています。 

しかし、本市の町会長、公民館長、ＰＴＡ会長など、地域の指導的地位にある人につい

ては、依然として女性の割合が低い状況にあります。 

地域力を高め、持続可能な社会を築くためには、特定の性や年齢層で担われている分野へ男

女双方の参画を推進することにより、男女共同参画の視点を反映させることが必要です。 

また、要介護者や一人暮らし高齢者の諸課題は、介護する側・される側、どちらの立場

でも女性の数が多いことから、まちづくりや地域活動において女性の声を反映していくこ
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就業は生活の経済的な基盤であるだけでなく、働くことは個人の自己実現にもつながる

ものです。働きたい人が性別にかかわりなく、自らの個性や能力を十分に発揮できるまち

づくりは、本市におけるダイバーシティ〔注 7〕の推進につながり、まちの活性化という観

点からも重要な意義があります。 

国における男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の改正等就業分野における法的制度

の整備は着実に進んでいます。しかし、一般的な就労の現状は女性の雇用者に占める非正

規雇用の割合が過半数を占め、男女の賃金格差など、依然として男女間の格差があり、こ

れらの解決は重要な課題です。 

平成 27（2015）年 8月には、働く場面における女性の活躍を推進するため「女性活躍推

進法」が成立し、働きたい女性が仕事と子育て・介護等の二者択一を迫られることなく働

き続け、その能力を十分に発揮できる雇用環境の整備を促進することとしています。本市

においても、企業等における働く環境の整備に向けた積極的な取り組みを促進するととも

に、農林水産業等の自営業で働く女性の就業環境の整備や、女性起業家の支援を推進して

いくことが必要です。 

 

〔注 7〕ダイバーシティ 

「多様性」のこと。一般的には、性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個性が力を

発揮し、共存できる社会のことをいう。 

日本では、ダイバーシティの中で女性の活躍推進の取り組みが重要視され、経営戦略として

実践する企業が増えている。 
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【施策の方向】 

(1)  男女共同参画の視点に立った防災体制の確立、普及啓発と女性の参画の拡大 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

47 

男女共同参画の視点

を取り入れた防災体

制の推進 

災害時に生じる諸問題の解決に向けて、男女共同

参画の視点を取り入れた防災計画等、防災対策に

取り組みます。 

拡 充 

48 
地域防災活動におけ

る女性の活躍の促進 

地域防災力の向上を図るため、婦人（女性）防火

クラブの活性化とコミュニティ防災士や消防団に

おける女性の活躍を促進します。 

継 続 
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【施策の方向】 
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47 
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参画の視点を取り入れた防災計画等、防災対策に

取り組みます。 

拡 充 

48 
地域防災活動におけ

る女性の活躍の促進 
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 施  策 具体的な取り組み 方 向 

50 

企業等におけるポジ

ティブ・アクション導

入の啓発 

雇用の場における男女間の格差を解消するため、

女性の管理職登用等、ポジティブ・アクション（積

極的改善措置）の導入について事業主に働きかけ

ます。また、女性活躍推進法に基づく一般事業主

行動計画の策定や実行について働きかけます。 

拡 充 

51 

企業等における各種

ハラスメントの防止

啓発 

職業生活の継続を阻害する要因となるセクシャル

ハラスメント、マタニティハラスメント、パタニ

ティハラスメント及びパワーハラスメント防止、

啓発を推進します。 

拡 充 

 

  (2) 柔軟な働き方に対応した環境整備 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

52 
新たな就業形態の啓

発 

個人の置かれた状況に応じた柔軟な働き方につい

ての意識が醸成されるよう啓発事業を行います。 
継 続 

53 

新しい就業形態等に

関する企業等への働

きかけ 

新しい就業形態等を推進するため、それらを利用

しやすい職場風土づくりを企業等に働きかけま

す。 

継 続 

 

(3) 女性の就業継続、再就職に向けた支援 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

54 
女性キャリア形成へ

の支援 

女性が個性と能力を充分に発揮し、キャリア形成

するための学習機会や情報提供を行います。 
拡 充 

55 
職業能力開発のため

の研修等の充実 

女性が能力を充分に発揮して働き続けることがで

きるよう、事業主に対する研修や訓練の機会の充

実を働きかけます。 

継 続 

56 再就職のための支援 

再就職を希望する女性を支援するために、マザー

ズハローワーク等と連携した再就職情報の提供や

職業訓練講座の開催等を行います。また、事業者

における再雇用制度の導入等についても働きかけ

ます。  

拡 充 
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課題１ 職業生活における女性の活躍促進 

（重点課題） 

女性が自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十

分に発揮され、経済社会に参画する機会を確保することは、労働供給の量的拡大のためだ

けでなく、消費者ニーズが多様化する中で、多様な価値観や創意工夫をもたらし、家庭や

地域の価値を大切にしつつ社会全体の活力につながるものとして不可欠となっています。

その実現には雇用の場における男女間格差の解消が急務であり、女性の管理職登用や待遇

の改善等、ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の普及促進を関係機関と協力して

進めることが必要です。 

 平成 27（2015）年 8月「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」いわゆる女

性活躍推進法が策定され、女性の採用・登用・能力開発のための事業主行動計画の策定が、

国、地方公共団体、民間事業主に義務づけられました。（労働者 300 人以下の民間事業主に

ついては努力義務）。国においては、「女性活躍」が最重要課題として掲げられ、様々な取

り組みが進められているところです。 

e モニター意識調査では、女性が職業をもつことについて、「子どもができても、ずっと

職業を続ける方がよい」との回答が多くなっていることからも（図表２－22 参照）、女性

が職務経験や能力を活かして働き続けることができるよう、市と国の関係機関、事業者な

どと連携を図り、雇用機会の拡大や能力開発、再就職支援の充実を図るとともに、柔軟な

働き方に対応した環境整備を進めることが必要です。 

 

【施策の方向】 

(1) 男女の雇用機会の均等及び平等な登用・待遇の促進 

 施  策 具体的な取り組み 方 向

49 
男女雇用機会均等法

等の定着促進 

企業等に対して男女雇用機会均等法の普及・啓発

を図ります。また、パートタイム労働法、労働者

派遣法等の周知を徹底し、非正規労働者の労働条

件の向上を図ります。 

継 続
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 施  策 具体的な取り組み 方 向 
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資料：金沢市農業センター 

 

【施策の方向】 

(1) 女性の起業に対する支援 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

59 女性起業家への支援 

起業に必要な経営管理や法制度等の基礎知識、ビ

ジネスプランニングスキル、融資制度等の情報提

供やネットワークづくりを支援します。 

 拡 充  

(2) 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

60 
経営管理能力向上の

支援 

商工業等自営業において、経営管理に関する講座

や商品開発の研修会等への女性の参加を促進しま

す。 

継 続 

61 

経営パートナーとし

ての経済的地位の向

上促進 

女性が主体性を持ったパートナーとして経営に参

画し、就業条件や健康増進・生活環境の改善が図

られるよう、家族経営協定や認定農業者制度の普

及・啓発を図ります。 

継 続 

62 
家族従業者等への支

援 

自営業に従事する女性の労働条件整備についての

普及・啓発や、経営能力等が向上されるような研

修やセミナーの開催、調査研究を行います。 

拡 充 

63 
農業従事者の生活安

定の確保 

農業者の老後の生活安定や女性農業者の地位確立

のため、農業者年金制度の周知を図り加入を促進

します。 

継 続 
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(4) 労働相談窓口の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

57 労働相談窓口の充実 
雇用の場における差別の解消や就業条件の整備に

向けた相談体制の充実を図ります。 
継 続 

 

(5) 男女のそれぞれ少ない分野への参画 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

58 
高等教育機関と連携

した啓発 

男女のいずれかが少ない分野への参画の拡大を図

るため、市内の大学・短大等と連携した啓発事業

を行います。 

拡 充 

 

課題２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進 

働く女性が増え、多様な生き方、働き方として、起業も選択肢の一つに挙げられます。

起業を希望する女性に対し、経営に関する知識や、資金調達などの情報提供や研修、相談、

資金面での支援などを行い、起業しやすい環境を整えることが求められており、経済分野

におけるリーダーとしての女性の活躍機会を創造する観点から、女性起業家への支援など

を推進していく必要があります。 

また、自営の商工業や農林水産業等の分野においては、経営者や家族従業者として働く

女性は重要な役割を担っていますが、労働時間や休日等勤務条件が不明確になりがちであ

り、仕事、家事、育児、介護等は女性の大きな負担となっています。市では、これまでも

農業委員会等の政策・方針決定過程における女性の参画拡大に向けた意識啓発や、認定農

業者制度〔注 8〕、家族経営協定活用の促進等、女性の経済的地位の向上と就業条件・環境

の整備を進めてきましたが、さらに家庭内労働における就労条件等の改善が図られるよう

働きかける必要があります。 

〔注 8〕認定農業者制度 

市が策定した基本構想に示しているような経営感覚に優れた経営体を目指して、農業経営の

改善計画を計画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善計画を市が認定し、この計

画が着実に達成されるよう支援していく制度 
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  課題１ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

（重点課題） 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現するため、長時間労働などの従

来の働き方を見直し、市民一人ひとりが、仕事、子育てや介護、余暇などの家庭生活、地

域活動、ボランティア活動、自己啓発など、多様な選択のもとに、バランスのとれた生き

方ができる社会づくりが課題となっています。 

ワーク・ライフ・バランスの推進に向けては企業などにおける自主的な取り組みが不可

欠です。管理職を含めた企業トップの意識改革を進め、仕事と家庭の両立を応援する「イ

クボス」〔注 11〕を市内に増やすなど、長時間労働の削減等、働き方の見直しを推進して

いきます。 

男女が共に働きやすい職場環境づくりを推進するため、それぞれのライフスタイルに対

応した多様な働き方の普及やワーク・ライフ・バランスを実現させるための具体的な取り

組みを支援していくことが必要です。 

 

〔注 11〕イクボス 

部下の仕事と家庭の両立を応援し、自らもワーク・ライフ・バランスを実践する上司 

 

【施策の方向】 

(1) 仕事と仕事以外の生活の充実と調和の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

64 
多様な働き方の選択

の促進 

男女がそれぞれのライフイベントを視野に入れ、

多様な働き方を選択することができる社会づくり

のための啓発事業を行います。 

継 続 

65 
男性の育児・介護休業

等取得促進 

男性が積極的に育児・介護休業を取得するよう家

庭・職場等あらゆる角度から意識啓発を行います。 
継 続 

66 

企業等におけるワー

ク・ライフ・バランス

の推進 

労働者が仕事と育児、介護、地域活動等を両立で

きるよう、各種支援制度の周知と意識啓発を図り

ます。また、積極的に取り組む事業主に対する表

彰等を行います。 

拡 充 

67 
市職員に対する仕事と

育児・介護の両立推進 

市職員に対し、仕事と育児・介護の両立支援制度

を周知し、各制度の利用を促進します。 
拡 充 
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仕事は、生活の経済的基盤であり、自己実現につながるものですが、家事・育児などの

生活も暮らしに欠かすことができないものです。少子高齢化の進行や雇用状況などの社会

変化により市民の生き方が多様化する中で、男女の働き方や暮らし方を見直し、仕事と生

活の調和（ワーク・ライフ・バランス）〔注 9〕を実現することは、Ｍ字カーブ問題〔注 10〕

の解消や政策方針決定過程への女性の参画の拡大を進めるために大変重要であり、地域の

活性化にもつながります。 

従来からの「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」「次世代育成支援対策推進法」

に加えて「女性活躍推進法」に基づく取り組みに関しても積極的に推進し、男性の家事、

育児・介護等への参画や職場環境の整備について、企業等に対して働きかけるとともに、

子育てや介護に関する支援策の拡充を図ることが必要です。 

さらに、男女がそれぞれのライフサイクルに応じ多様なライフスタイルへ転換可能な社

会づくりに向け、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた社会的

気運の醸成を図ることが必要です。男性も女性も、働いている人もそうでない人も、仕事、

家事、育児・介護、そして地域活動の両立は社会全体の問題と捉え、事業者、市民、行政

が連携した取り組みを確実に進めることが重要です。 

  また、金沢市ならではの地域のつながりを基礎として、子育て世帯や高齢者世帯等に対

する見守りや支え合い、相談支援を進めるなど、地域特性を生かした男女共同参画の推進

体制の確立を図る必要があります。 

 

〔注 9〕仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

老若男女だれもが、「仕事」「家庭生活」「地域活動」「個人の自己啓発」など、様々な活動に

ついて、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

〔注 10〕Ｍ字カーブ問題 

日本の女性の労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後

半と 40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。Ｍ字を描く原因

は、出産･子育て期に離職する女性が多いことにあり、この解決が男女共同参画社会実現に向け

ての課題となっていることをいう。 

なお、国際的に見ると、台形型に近くなっている国が多い。 

ワーク・ライフ・バランスの推進 基本目標Ⅳ  
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体制の確立を図る必要があります。 

 

〔注 9〕仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス） 

老若男女だれもが、「仕事」「家庭生活」「地域活動」「個人の自己啓発」など、様々な活動に

ついて、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。 

〔注 10〕Ｍ字カーブ問題 

日本の女性の労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき、30歳代を谷とし、20歳代後

半と 40歳代後半が山になるアルファベットのＭのような形になることをいう。Ｍ字を描く原因

は、出産･子育て期に離職する女性が多いことにあり、この解決が男女共同参画社会実現に向け

ての課題となっていることをいう。 

なお、国際的に見ると、台形型に近くなっている国が多い。 

ワーク・ライフ・バランスの推進 基本目標Ⅳ  
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【施策の方向】 

(1) 働く女性の妊娠・出産に関する制度の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

68 
保育サービス等の充

実 

育児に係る精神的・経済的負担の軽減を図るため、

多様なライフスタイルに対応した保育・その他の

子育てサービスを充実します。 

継 続

69 
働く女性の妊娠・出産

に関する制度の周知 

働く女性が安心して妊娠・出産し働き続けること

ができるよう、様々な法や制度等に関して、あら

ゆる機会を通じて周知し利用を促します。 

継 続

 

(2) 子どもの健やかな成長を守るための支援策の拡充 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

70 
子どもの健全育成の

推進 

社会全体で子育てを支えていくため、金沢子ども

条例に基づき、総合的・計画的に子どもの育成に

関する施策を進め、子どもの健全育成を図ります。 

継 続

71 
母子保健の充実（子ど

も・育児関連） 

子どもの健やかな成長を守り、育児を支援するた

め、各種健康診査、相談、家庭訪問など、母子保

健サービスを充実します。 

継 続

72 
地域の子育て機能の

強化 

地域ぐるみで子育てを行うことができるよう、人

材育成や児童健全育成活動等、地域の子育て機能

強化を図ります。 

継 続

73 相談体制の充実 

子育てに関する総合的な支援を行うため、相談体

制の充実を図るとともに、ネットワークづくりを

進めます。 

拡 充

74 
子育て中の親の社会

参加支援 

子育て中の親の社会参加を促進するため、親子ふ

れあいのきっかけづくりや、市主催事業における

保育室設置等、様々な支援を行います。 

継 続
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課題２ 安心して出産・育児のできる環境の整備 

育児を積極的に行う男性が増加し、子育ては女性の役割といった性別による固定的な役

割分担意識は徐々に変わってきているものの、依然として女性が子育てや家庭教育の多く

を担っている現状にあります。e モニター意識調査では、女性が職業を続けていく上での

障害として約 8 割の人が「家事・育児の負担」と答えており、女性は仕事と家庭の両立が

困難と感じている状況にあります（図表２－23参照）。 

また、地域の交流が希薄化している近年においては、男性の子育てへの参画がない場合、

女性がひとりで子育て不安を抱え、孤立してしまうこともあります。男女がともに子育て

に取り組んでいくことが必要であり、そのための環境整備が求められます。 

市では「かなざわ子育て夢プラン」を策定し、子育ての喜びが実感できるまちづくりに

先進的に取り組んできたところですが、家庭、地域、職場、保育所・幼稚園、学校、行政

がそれぞれの役割を担い、社会全体による子育て支援を一層推進していく必要があります。 

さらに、男性が出産、育児に積極的に関わることができるよう、仕事と子育ての両立の

ための制度の普及、定着を促進する必要があります。 

引き続き、男性も女性も、安心して子育てができるよう、多様なニーズに対応できるサ

ービスの充実を図り、社会の子どもとしての育ちに関心を持てる地域づくりを行っていく

必要があります。 

図表４－５ 育児休業取得率の推移（石川県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各年７月 31日現在 

資料：石川県「賃金等労働条件実態調査」 
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（注）各年７月 31日現在 

資料：石川県「賃金等労働条件実態調査」 
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(2) 地域社会における男女共同参画の促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

79 
ボランティア・ＮＰＯ

への活動・参画の促進 

男女がともに個々のライフスタイルに応じて、積

極的に地域活動に参画できるよう情報を提供し、

その活動を支援します。 

継 続 

80 
生涯にわたる学習機

会の提供 

男女がともに、いきいきと暮らせるよう、ニーズ

に応じた学習やスポーツ・レクリエーション活動

の機会を提供します。 

継 続 

 

課題４  地域特性を生かした推進 

少子高齢化の進行やライフスタイルの変化などにより、単身世帯の増加や核家族化が進

み、家族の扶養機能が低下するとともに、人と人とのつながりが希薄化し、地域コミュニ

ティの弱体化が進みつつあります。 

子育て世帯や要介護者のいる世帯、ひとり親世帯等においては、相談する人が身近にお

らず、不安や課題を抱えている人も多くなっており、地域における身近な相談の場や居場

所づくり、見守り・支え合い体制の強化が求められています。 

本市においては、これまで自然環境や歴史、風土の中で培われてきた公私協働の土壌を

守り育て、これを生かしながら、市民の自主性とまちの独自性を発揮してきました。独特

の地域共同体としてのコミュニティといわれる町会をはじめ、地区公民館、校下婦人会な

ど地域コミュニティ活動が活発に行われています。 

子育てや介護に加え、ＤＶや虐待の未然防止、早期発見・早期対応など、地域や家庭が

抱える問題に対して、金沢市ならではの地域コミュニティを基盤とした地域の見守り・支

え合いや課題解決を進めるなど、地域の特性を生かした男女共同参画の推進体制の強化を

図る必要があります。 

また、金沢市女性センターを男女共同参画推進拠点として位置づけています。ｅモニタ

ー意識調査では、男女共同参画推進拠点に期待することとして、「男女共同参画に関する幅

広い情報の収集・提供」、「男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援」、「各種団体や

地域で活躍する女性リーダーの育成」が多くなっています（図表２－27 参照）。各団体や

グループに対する情報提供や交流を促進し、男女共同参画推進に向けた基盤を強化するた
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(3) 男性が出産・育児に関わる制度の利用促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

75 
出産・育児に関する制

度の情報提供 

男性が、出産・育児に関わることができるよう、

あらゆる機会を通じて情報提供し、制度の利用促

進を図ります。 

継 続

 

課題３  男女の仕事と家事、介護、地域活動等の両立支援 

家庭生活は、家族一人ひとりが、家事・育児・介護といった家庭の責任をともに担うこ

とが大切です。また、地域における固定的な性別役割分担を解消し、すべての人が地域住

民の一人として多様な意見を出し合い、協力する意識をもつように働きかけることが必要

です。 

現実では、まだまだ家事・育児・介護の担い手は女性が多く、家庭における男女共同参

画は十分に進んでいるとはいえない状況にあります。特に男性の働き方を見直し、家族と

の充実した時間や地域活動のための時間を確保することによって、男性が家事や介護など

に積極的に関わることが求められます。 

今後さらに少子高齢化の進行や人口減少が見込まれる中にあって、地域の文化の伝承や、

地域が抱える問題を住民自らが解決する地域活動がより重要となり、男女を問わず地域活

動への参画を推進する必要があります。 

【施策の方向】 

(1) 家庭生活における男女共同参画の促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

76 
育児・介護を行う労働

者の就労継続の支援 

働きながら育児や介護を行う人たちに対し、育

児・介護休業制度利用の促進や経済的支援など負

担を軽減するための支援等の情報提供を行いま

す。 

拡 充

77 
男性の生活的自立の

促進 

男性の家事等日常生活能力向上や生活的自立を養

成するための講座を開催します。 
継 続

78 
父親の子育て参加の

促進 

父親の子育てや家庭教育への参加を促すため、親

子、特に父親と子が一緒に参加できる機会を提供

します。 

継 続
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(3) 男性が出産・育児に関わる制度の利用促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

75 
出産・育児に関する制

度の情報提供 

男性が、出産・育児に関わることができるよう、

あらゆる機会を通じて情報提供し、制度の利用促

進を図ります。 

継 続

 

課題３  男女の仕事と家事、介護、地域活動等の両立支援 
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民の一人として多様な意見を出し合い、協力する意識をもつように働きかけることが必要

です。 

現実では、まだまだ家事・育児・介護の担い手は女性が多く、家庭における男女共同参

画は十分に進んでいるとはいえない状況にあります。特に男性の働き方を見直し、家族と

の充実した時間や地域活動のための時間を確保することによって、男性が家事や介護など

に積極的に関わることが求められます。 

今後さらに少子高齢化の進行や人口減少が見込まれる中にあって、地域の文化の伝承や、

地域が抱える問題を住民自らが解決する地域活動がより重要となり、男女を問わず地域活

動への参画を推進する必要があります。 

【施策の方向】 

(1) 家庭生活における男女共同参画の促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

76 
育児・介護を行う労働

者の就労継続の支援 

働きながら育児や介護を行う人たちに対し、育

児・介護休業制度利用の促進や経済的支援など負

担を軽減するための支援等の情報提供を行いま

す。 

拡 充

77 
男性の生活的自立の

促進 

男性の家事等日常生活能力向上や生活的自立を養

成するための講座を開催します。 
継 続

78 
父親の子育て参加の

促進 

父親の子育てや家庭教育への参加を促すため、親

子、特に父親と子が一緒に参加できる機会を提供

します。 

継 続
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ＤＶ、セクシャルハラスメント、性犯罪、性暴力、ストーカー行為等の女性に対する暴

力は、男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会の実現、男女共

同参画社会の形成を阻む大きな要因となっています。 

女性に対するあらゆる暴力は、重大な人権侵害であり個人の尊厳を傷つける行為である

ということを全ての市民が理解し、暴力を容認しない社会風土を醸成する取り組みを推進

することが重要です。 

本市では、平成22（2010）年３月に「金沢市ＤＶ防止基本計画」を策定し「配偶者等か

らの暴力のない安心して暮らせるまち」を目指しています。この基本理念の実現に向け、

ＤＶは男女間の経済的・社会的な不平等を背景として個人の尊厳を傷つける行為であり、

多くの人々にかかわる社会的問題であるという認識を広く市民に啓発することが必要です。 

さらに、男女が互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会づくり

が必要です。妊娠・出産・更年期など男性と異なる問題に直面する女性の健康について、

女性の人権の一つとされる「性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／

ライツ）」〔注12〕の視点に立ち、生涯を通じた女性の健康づくりを支援するための取り組

みを進めていく必要があります。 

また、家族形態の多様化や小規模化が進行しており、孤立や貧困等生活上の困難に陥ら

ないよう、社会全体で支えるセーフティネットを整備するとともに、高齢者や障害のある

人、外国人、性別に起因する困難な状況に置かれた人々等を含め、だれもが安心して暮ら

せる社会を目指します。 

〔注 12〕性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ） 

性と生殖の健康（リプロダクティブ・ヘルス）平成６（1994）年の国際人口／開発会議の「行

動計画」及び平成７（1995）年の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」において、「人

間の生殖システム、その機能と（活動）過程のすべての側面において、単に疾病、障害がない

というばかりでなく、身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態にあることを指す」とされ

ている。 

なお、妊娠中絶に関しては、「妊娠中絶に関わる施策の決定またはその変更は、国の法的手順

に従い、国または地方レベルでのみ行うことができる」ことが明記されているところであり、

我が国では、人工妊娠中絶については刑法及び母体保護法において規定されていることから、

それらに反し中絶の自由を認めるものではない。  
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基本目標Ⅴ 
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め、女性センターのあり方を検討するなど、男女共同参画推進拠点施設としての充実を図

る必要があります。 

 

【施策の方向】 

(1) 地域コミュニティを生かした男女共同参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

81 
「金沢市新協働推進

計画 2016」の推進 

「金沢市新協働推進計画 2016」を着実に推進し、

自立した市民との交流・連携を深め、協働による

男女共同参画のまちづくりをめざします。 

新 規 

 

(2) 男女共同参画推進拠点施設等の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

82 
男女共同参画推進の

拠点施設の充実 

男女共同参画拠点施設の充実を図り、男女共同参

画を推進する団体・グループに対する情報提供と

交流の促進や、男女共同参画に関するセミナーの

さらなる充実を図ります。 

拡 充  
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自立した市民との交流・連携を深め、協働による

男女共同参画のまちづくりをめざします。 
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(2) 男女共同参画推進拠点施設等の充実 
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82 
男女共同参画推進の

拠点施設の充実 

男女共同参画拠点施設の充実を図り、男女共同参
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(2) セクシャルハラスメント防止対策等の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

87 

雇用の場におけるセ

クシャルハラスメン

ト防止啓発 

企業等における、セクシャルハラスメント防止の

ための出前講座の開催や、相談窓口の情報提供を

行います。 

継 続

88 

地域や学校等におけ

るセクシャルハラス

メント防止啓発 

セクシャルハラスメントの未然防止のため、地域

や学校における意識啓発を推進します。 
継 続

 

課題２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援の推進 

配偶者からの暴力は、ときには犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、外部か

らその発見が困難な家庭内において行われることが多いため、潜在化しやすく、また、加

害者に罪の意識が薄いという傾向があることから、被害が深刻化しやすいという特徴があ

ります。 

本市では、平成 22（2010）年 3月に策定した「金沢市ＤＶ防止基本計画」に基づき、同

年 4月には配偶者暴力相談支援センター機能を有する「女性相談支援室」を設置するなど、

計画的・体系的にＤＶ防止対策及び被害者支援体制の充実を図ってきました。 

e モニター意識調査では、「金沢市女性相談支援室」のＤＶ相談機関としての認知度はま

だまだ進んでいません（図表２－25）。今後、市民に最も身近な行政機関として市民へのＤ

Ｖ防止意識啓発に併せ、あらゆる機会を通じて相談機関の周知を図ります。 

また、近年 10～20 歳代の若い世代で、交際相手からの暴力被害が増えており、若年層に

対する予防啓発事業に取り組むとともに、暴力を許さない教育・啓発を学校等と連携して

充実していく必要があります。さらに、ＤＶ被害者支援に向けて、関係機関や民間団体と

の連携を図るとともに、安全の確保や必要に応じた自立支援、心身の健康に関する支援な

どを総合的かつ柔軟に行う必要があります。 
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課題１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化 

（重点課題） 

本市ではこれまで、啓発用リーフレットの作成や、人権講演会の開催、男女共同参画出

前講座等を通じて、市民や事業所に対するセクシャルハラスメントやＤＶの防止に関する

意識啓発を実施してきました。しかし、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮ

Ｓ）など、インターネット上の新たなコミュニケーションツールの広がりに伴い、これを

利用した交際相手からの暴力、ＤＶ、性暴力、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、

多様化している状況にあります。また、被害対象となる女性も、子ども、若者、高齢者、

障害のある人、外国人等、異なる事情を有し、暴力の背景もまた多様化しています。 

このような課題を踏まえ、多様化する暴力被害に対応していくことが重要となっており、

暴力の形態や被害者の属性に応じた幅広い取り組みを推進する必要があります。 

さらに、女性に対する暴力を防ぐため、暴力は人権を侵害する犯罪行為であり、決して

許されないことであるという認識について、市民への意識啓発の充実を図ることが重要で

す。法制度の趣旨や内容等について幅広く市民に周知するなど、さらなる女性に対する暴

力根絶のための施策の充実が必要となっています。 

 

【施策の方向】 

(1) 女性に対するあらゆる暴力（ＤＶ・性暴力・ストーカー等）の予防と根絶のための意識啓発 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

83 

暴力を根絶するため

の地域・社会に対する

広報・啓発活動の推進 

ＤＶ・性暴力等の暴力を許さない地域社会づくり

に向けて、「女性に対する暴力をなくす運動」「い

しかわパープルリボンキャンペーン」等に併せて、

広報・啓発活動を行います。 

新 規

84 
女性の人権を守るた

めの意識の啓発 

女性に対するあらゆる暴力は「人権侵害」である

という人権意識の高揚を図るため、講演会や研修

会を開催します。 

継 続

85 危機管理意識の啓発 

女性に対する暴力についての現状や必要な知識を

学び、危機管理意識を高めるための講座等を開催

します。 

継 続

86 
安全で安心なまちづ

くりの推進 

国、県、警察等の関係機関のほか、町会等の地域

コミュニティと連携しながら防犯活動を進めま

す。 

継 続
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課題１ 女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化 

（重点課題） 
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【施策の方向】 

(1) 女性に対するあらゆる暴力（ＤＶ・性暴力・ストーカー等）の予防と根絶のための意識啓発 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

83 

暴力を根絶するため

の地域・社会に対する

広報・啓発活動の推進 
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しかわパープルリボンキャンペーン」等に併せて、

広報・啓発活動を行います。 

新 規

84 
女性の人権を守るた

めの意識の啓発 

女性に対するあらゆる暴力は「人権侵害」である

という人権意識の高揚を図るため、講演会や研修

会を開催します。 

継 続

85 危機管理意識の啓発 

女性に対する暴力についての現状や必要な知識を

学び、危機管理意識を高めるための講座等を開催
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86 
安全で安心なまちづ

くりの推進 
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す。 
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【施策の方向】 

(1) ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

89 
早期発見のための体

制の充実 

医療・福祉・教育等の関係機関に対する意識啓発

及び市役所庁内の連携を強化し、潜在化したＤＶ

被害者の早期発見・相談・支援を行います。 

継 続

90 
相談窓口の周知の徹

底 

市のホームページへの掲載や、啓発リーフレッ

ト・相談窓口カード等をあらゆる機関に配布し、

窓口の周知を徹底します。 

継 続

91 
配偶者暴力相談支援

センターの機能強化 

女性相談支援室（配偶者暴力相談支援センター機

能）の相談体制・相談時間・相談内容等の充実を

図ります。 

継 続

92 
相談員の資質向上の

ための研修の充実 

複雑多岐にわたる様々なＤＶ相談に対応するた

め、相談員を対象とした研修の充実を図ります。 
拡 充

 

(2) 被害者の安全確保と自立支援の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

93 
被害者の安全確保の

ための体制の充実 

緊急時におけるＤＶ被害者の安全を確保し、適時

一時保護につなげます。また、被害者の個人情報

の保護を徹底します。 

継 続

94 
被害者に対する適切

な情報提供 

被害者の状況やニーズに応じた適切な情報を提供

し、自立を支援します。 
継 続

95 
被害者の自立に向け

た支援の実施 

被害者が自立して新しい生活を始めるため、住居

の確保をはじめ、生活の安定、就業等に関する社

会的資源の情報提供を行います。 

継 続

96 
被害者の健康に関す

る支援の実施 

被害者の心身の健康を回復するため、福祉健康セ

ンターや医療機関と連携して支援します。 
継 続

97 
被害者の子どもに対

する支援の実施 

被害者が同伴する児童の心のケアや、発達、保育、

就学等に関して児童相談所等関係機関と連携して

支援します。 

継 続
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よ る 見 守
り・

発
見
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女性相談支援センター

（婦人相談所）
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課題３ 生涯を通じた女性の健康支援 

男女がともに互いの身体の特徴を理解し、思いやりを持って生きていくことは、男女共

同参画社会の形成にあたっての前提であり、心身とその健康についての正しい知識・情報

を得て、主体的に行動し、健康を享受できるようにしていく必要があります。 

市では「金沢健康プラン」に基づき、健康寿命の延伸や活力ある地域社会の実現を目指

した健康づくりを進めています。さらに、女性の健康づくりを推進するため、ホームペー

ジの作成や、女性の健康サポートブックの作成等の取り組みを行っています。 

女性の健康は、「性と生殖の健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）」の視点

から、妊娠・出産期や更年期における女性の健康支援、不妊に悩む女性への対応の充実を

図り、女性の生涯を通じた総合的な施策を推進していく必要があります。 

また、ＨＩＶ（エイズ）や子宮頸がんの原因となるＨＰＶ（ヒトパピローマウィルス）

の感染をはじめとする性感染症や、女性の健康をおびやかす問題について総合的に対応す

るとともに、正しい知識の普及を図ることが必要です。 

 

【施策の方向】 

(1) 女性の健康づくりの推進  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

105 
生涯を通じた健康支

援策の充実 

女性が自主的に自己の健康づくりを進めることが

できるよう、必要な健康支援策を進めます。 
継 続

106 
成人・高齢期における

健康支援策の充実 

健康教育、健康相談、健康診査など健康づくりを

支援します。 
継 続

107 
性差を考慮した医療

の推進 

女性特有の疾患に対する医療の提供や、保健師等

による相談や知識の普及啓発を行います。 
新 規

 

(2) 妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

108 
母子保健の充実（妊

娠・出産） 

妊娠、出産に関する母子保健サービスと各種健康

診査、相談、家庭訪問などを充実します。 
拡 充
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(3) ＤＶ防止・若年層への啓発活動の充実  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

98 
市民に対する啓発の

推進 

「暴力は決して許されるものではない」という意

識づくりを推進するため、ＤＶ防止に関する広報、

研修会やシンポジウム等を開催します。 

継 続

99 
地域・企業等と連携し

た啓発の推進 

地域や企業における見守りやＤＶ防止の気運を高

めるため、町会、地域団体、企業等を対象とした

講座等を実施します。 

継 続

100 
若年層等への教育・啓

発の推進 

若年層に対し、ＤＶについて考える機会の提供に

ついて積極的に働きかけます。また、教員や保護

者に対してＤＶの予防啓発に関する研修等を行い

ます。 

拡 充

101 
職員等に対する研修

の充実 

市職員、福祉関係者、公民館職員等に対して、Ｄ

Ｖへの理解を深める研修を実施し、二次被害を防

止します。 

継 続

 

(4) 関係機関等との連携強化と協力  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

102 
関係行政機関の連携

強化 

ＤＶの被害者の安全確保、自立支援を行うため、

司法、警察、医療、福祉等の関係機関との連携強

化を図ります。 

拡 充

103 
民間団体との連携強

化 

民間団体との連携を図り、ＤＶ防止や被害者の安

全確保、自立支援に向け、民間団体の育成とネッ

トワークづくりの支援を行います。 

継 続

104 庁内連携の強化 
ＤＶ被害者に必要な支援を的確に行えるよう、庁

内連絡会を通じて連携の強化を図ります。 
継 続
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た啓発の推進 
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100 
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ます。 

拡 充
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Ｖへの理解を深める研修を実施し、二次被害を防
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(4) 関係機関等との連携強化と協力  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向
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関係行政機関の連携

強化 

ＤＶの被害者の安全確保、自立支援を行うため、
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化を図ります。 

拡 充
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民間団体との連携強
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全確保、自立支援に向け、民間団体の育成とネッ

トワークづくりの支援を行います。 

継 続

104 庁内連携の強化 
ＤＶ被害者に必要な支援を的確に行えるよう、庁

内連絡会を通じて連携の強化を図ります。 
継 続
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課題４ 困難な状況に置かれている人々への支援 

非正規雇用や単身世帯、ひとり親世帯の増加や、グローバル化の進展等、社会や経済の

状況が急激に変化していくなかで、貧困や社会的孤立等の困難を抱える人が増加していま

す。特に女性は男性に比べ、非正規雇用の割合や、ひとり親として子どもを養育する割合

が高く、貧困等生活上の困難に陥ることが危ぶまれます。さらに、貧困等の世代間連鎖を

断ち切るためにも、生活困窮世帯の子どもへの教育支援等、個人の様々な生き方に沿った

切れ目のない支援が必要です。 

本市においても、「金沢市ひとり親家庭等自立促進計画 2017」を策定し、ひとり親家庭

等の生活全般の安定を図るとともに、切れ目ない支援や見守り、心理的なフォロー体制を

整備するなど、ひとり親家庭の親と子が安心してそれぞれに自分らしく暮らせるまちづく

りを推進することとしています。 

女性は男性よりも平均的に長寿であるため、高齢者が直面する問題は女性の方が大きな

影響を受けます。本市では、高齢者一人ひとりが尊厳を保ち、住み慣れた地域で安心して

暮らせるまちづくりをめざし「長寿安心プラン」を策定し、高齢者の健康づくりと介護予

防の推進、介護保険サービスの拡充、安心して暮らせる生活環境の整備、社会参加の推進

などに取り組んでいます。 

また、障害のある人が地域において平等に社会の一員として普通の生活を送ることがで

きるまちづくりを目指し、金沢市障害者計画「ノーマライゼーションプラン金沢 2015」を

策定し、ごくあたりまえの日常を大切にするという考えに基づく施策に取り組んでいます。 

さらに、性的指向や性同一性障害を理由に、困難な状況に置かれている人々について、

人権侵害等が生じないよう正しい知識の普及と理解を促進するとともに、高齢者や障害の

ある人、外国人であることに加えて、女性であることにより、更に複合的に困難な状況に

置かれていることがあるという状況にも留意し、男女共同参画の視点に基づく取り組みを

進めていく必要があります。 
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番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

109 
不妊・不育への支援の

充実 

不妊・不育に悩む夫婦に対して、心の悩みのアド

バイスや専門相談窓口の紹介、費用負担軽減等の

支援を行います。 

継 続

 

(3) 女性の健康をおびやかす問題についての対策の促進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

110 
感染症に対する正し

い知識の普及啓発 

ＨＩＶ（エイズ）や性感染症について、相談・検

査体制の充実と、正しい知識の普及啓発を図りま

す。 

継 続

111 
薬物乱用、喫煙、飲酒

対策の推進 

薬物乱用・喫煙（受動喫煙）・飲酒など健康に及

ぼす影響、特に胎児や生殖機能への影響について、

正しい知識の普及に努めます。 

拡 充

 

(4) 男女がともに女性の健康について学ぶ機会の提供 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

112 
学校における性教育

等の充実 

思春期の男女が性に対する正しい知識を入手でき

るよう、性教育の充実を図ります。 
継 続

113 
性と生殖の健康・権利

に関する意識の浸透 

情報誌や各種講座等、女性の健康づくりについて

幅広く考える機会を提供し「性と生殖の健康・権

利」についての意識啓発を行います。 

継 続

114 

性、妊娠・出産に関す

る適切な教育・啓発・

相談の推進 

性、妊娠・出産に対して、男女がともに正しい知

識を持ち、考え学ぶ機会を提供します。 
継 続
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【施策の方向】 

(1) ひとり親家庭等に対する支援の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

115 
生活安定のための経

済的支援 

ひとり親家庭の生活安定を図るため、生活や子ど

もの養育に関わる各種支援を行います。 
拡 充

116 生活の自立促進 

ひとり親家庭の経済的・社会的自立を促進するた

め、職業能力の開発や情報提供、事業主に対する

啓発等の支援を行います。 

継 続

117 相談体制の充実 
ひとり親家庭の抱える悩みや課題に対する相談体

制の充実を図ります。 
拡 充

 

(2) だれもが経済的に自立し、生活するための支援の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

118 
若年期におけるライ

フプランニング支援 

若者が経済的に自立していくことの必要性を認識

し、長期的な視野に立って人生を展望できるよう

支援します。 

継 続

119 
経済的困難を抱える

子育て家庭への支援 

貧困等の経済的理由により生活困難に直面する子

育て家庭に対し、各種支援を行います。 
拡 充

 

(3) 高齢者や障害のある人のための介護・福祉サービスの充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

120 
「長寿安心プラン」の

推進 

男女共同参画の視点で「長寿安心プラン」を着実

に推進し、介護・高齢者福祉サービスの充実を図

ります。 

継 続

121 
「金沢市障害者計画」

の推進 

男女共同参画の視点で「金沢市障害者計画」を着

実に推進し、障害福祉サービスの充実を図ります。 
継 続
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資料：「金沢市ひとり親家庭等自立支援に関する調査報告書」（平成28年3月） 
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 図表４－６ 単独ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「国勢調査」 

図表４－８  金沢市障害者手帳所持者数の推移                   単位：人 

区 分 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者保健 

福祉手帳    
計 

平成23年 16,015 2,354 2,168 20,537

平成24年 16,056 2,429 2,367 20,852

平成25年 16,184 2,522 2,505 21,211

平成26年 16,253 2,597 2,761 21,611

平成27年 16,187 2,679 2,954 21,820

平成28年 16,009 2,773 3,232 22,014

（注）各年４月１日現在  資料：金沢市障害福祉課 

 



第４章◆施策の展開 

基本目標Ⅴ 女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる社会の実現 

 

- 81 - 

【施策の方向】 

(1) ひとり親家庭等に対する支援の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

115 
生活安定のための経

済的支援 

ひとり親家庭の生活安定を図るため、生活や子ど

もの養育に関わる各種支援を行います。 
拡 充

116 生活の自立促進 

ひとり親家庭の経済的・社会的自立を促進するた

め、職業能力の開発や情報提供、事業主に対する

啓発等の支援を行います。 

継 続

117 相談体制の充実 
ひとり親家庭の抱える悩みや課題に対する相談体

制の充実を図ります。 
拡 充

 

(2) だれもが経済的に自立し、生活するための支援の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

118 
若年期におけるライ

フプランニング支援 

若者が経済的に自立していくことの必要性を認識

し、長期的な視野に立って人生を展望できるよう

支援します。 

継 続

119 
経済的困難を抱える

子育て家庭への支援 

貧困等の経済的理由により生活困難に直面する子

育て家庭に対し、各種支援を行います。 
拡 充

 

(3) 高齢者や障害のある人のための介護・福祉サービスの充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

120 
「長寿安心プラン」の

推進 

男女共同参画の視点で「長寿安心プラン」を着実

に推進し、介護・高齢者福祉サービスの充実を図

ります。 

継 続

121 
「金沢市障害者計画」

の推進 

男女共同参画の視点で「金沢市障害者計画」を着

実に推進し、障害福祉サービスの充実を図ります。 
継 続

 

 

 

 

 

81

第 4章◆施策の展開
基本目標Ⅴ　女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる社会の実現

158,556 

276,723 

55,885 

27,615 

 000,003 000,002 000,001 0

0

母子家庭

父子家庭

（円）

仕事による収入 仕事以外の収入

214,441

304,338

 図表４－７ １か月の収入の平均 

 

 

 

 

 

資料：「金沢市ひとり親家庭等自立支援に関する調査報告書」（平成28年3月） 

 

2167
1937

2170

2479 2520 2553

314
280

258 268 261 275

0

200

400

0

1,000

2,000

3,000

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

単独父子家庭

(世帯)

単独母子家庭

単独母子家庭

(世帯)

単独父子家庭

 図表４－６ 単独ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「国勢調査」 

図表４－８  金沢市障害者手帳所持者数の推移                   単位：人 

区 分 身体障害者手帳 療育手帳 
精神障害者保健 

福祉手帳    
計 

平成23年 16,015 2,354 2,168 20,537

平成24年 16,056 2,429 2,367 20,852

平成25年 16,184 2,522 2,505 21,211

平成26年 16,253 2,597 2,761 21,611

平成27年 16,187 2,679 2,954 21,820

平成28年 16,009 2,773 3,232 22,014

（注）各年４月１日現在  資料：金沢市障害福祉課 

 



第４章◆施策の展開 

基本目標Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

- 83 - 

 

 

男女共同参画に関する取り組みは、女性の地位向上に係る国際的な動向と密接に関連し

ながら進んでいます。 

男女共同参画の推進は、国内の状況を把握するだけでなく、国際的な女性問題への関心

をはじめ、わが国で問題とされる事がらの背景・要因等、広く国際的な視野から女性問題

を理解し、男女共同参画の必要性を捉えていくことが肝要です。 

国際社会を視野に入れ男女共同参画を推進するためには、女性の地位向上のための国際

規範や基準について理解を深め、世界の多様な文化や習慣、女性を取り巻く諸問題に関す

る国際的な違いについて知り、地域の問題や課題に気づく視点を養うことが重要です。 

日常生活の様々な面で国際化が進む中、国際的な女性問題等に関する情報提供や国際交

流を推進するとともに、男女共同参画の視点に立った国際交流・協力を進める必要があり

ます。 
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(4) 安心して暮らせるまちづくりと社会参画の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向
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促進 

高齢者がいきいきと過ごすことができるよう、地

域と連携を図りながら、就労やボランティア活動

など社会参加の場を広げます。 

継 続
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障害のある人が、自己の意志と能力に基づき、社

会参加できるよう様々な機会を提供します。 
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124 
社会基盤のバリアフ

リー化の推進 

だれもが、安全で快適な社会生活を送れるよう社

会基盤のバリアフリー化を進めます。 
継 続

125 

性的指向と性同一性

障害に関する理解の

促進 

性的指向と性同一性障害に対する偏見や差別の解

消を目指し、性的指向等に関する正しい知識と理

解を深めるための啓発活動に取り組みます。 

新 規
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図表４－９ 男女共同参画に関する国際的な指数 

(1) ＨＤＩ (2) ＧＩＩ (3) ＧＧＩ 

（人間開発指数･2014） 

20 位／188か国 

 （ジェンダー不平等指数･2014） 

26 位／155か国 

 （ジェンダー・ギャップ指数･2016） 

111 位／144 か国 

順

位 
国     名 HDI値 

 

順

位 
国     名 GII値 

 順

位 
国     名 GGI値 

1 ノルウェー 0.944  1 スロベニア 0.016  1 アイスランド 0.874 

2 オーストラリア 0.935  2 スイス 0.028  2 フィンランド 0.845 

3 スイス 0.930  3 ドイツ 0.041  3 ノルウェー 0.842 

4 デンマーク 0.923  4 デンマーク 0.048  4 スウェーデン 0.815 

5 オランダ 0.922  5 オーストリア 0.053  5 ルワンダ 0.800 

6 ドイツ 0.916  6 オーストラリア 0.056  6 アイルランド 0.797 

6 アイルランド 0.916  7 オランダ 0.062  7 フィリピン 0.786 

8 米国 0.915  8 ベルギー 0.063  8 スロベニア 0.786 

- - -  - - -  - - - 

20 日本 0.891  26 日本 0.133  111 日本 0.660 

     
「長寿で健康な生活」、「知識」及

び「人間らしい生活水準」という

人間開発の3つの側面を測るもの。 

（平均寿命、1人あたりGDP、就学

率 等） 

 国家の人間開発の達成が男女の不

平等によってどの程度妨げられて

いるかを明らかにするもの。 

（妊産婦死亡率、国会議員女性割

合、中等教育以上の教育を受けた

人の割合（男女別） 等） 

 経済、教育、保健、政治の各分野

毎に各使用データをウェイト付け

して総合値を算出。その分野毎総

合値を単純平均してジェンダー・

ギャップ指数を算出。0が完全不平

等、1が完全平等。 

（備考）国連開発計画(UNDP)「人間開発報告書」及び世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」

より 
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課題１ 国際的な概念や考え方の理解 

男女共同参画社会の形成の促進について、国においては、世界の動きと軌を一にして様々

な取り組みが進められており、地球社会の平等・開発・平和に貢献することとしています。 

男女共同参画に関する国際的な動向を把握し、市民一人ひとりが各国の女性を取り巻く

諸問題や文化・習慣の違いの理解を深めるため、情報収集に努め、市民や関係団体に向け

情報発信をしていくことが必要です。 

さらに、学校教育における外国語教育の充実、異文化理解の促進など、国際性豊かな人

材の育成を図ることが求められます。 

 

【施策の方向】 

(1) 国際的な視野からの啓発・教育と人材の育成 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

126 国際理解の促進 
在住外国人との共生・交流する地域づくりに向け、

互いの文化の理解を深める機会を提供します。 
継 続 

127 
国際的規範に関する

学習機会の提供 

男女共同参画推進の基本となる女子差別撤廃条約

等の国際的規範について、学習機会を提供します。 
継 続 

 

(2) 国際社会の情報の収集と活用の促進  

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向 

128 

男女共同参画に関す

る国際情報の収集と

提供 

男女共同参画に関する国際的な動きについて情報収

集するとともに、各種団体に対する研修の機会や市

民向けの講座等を通じた情報提供を図ります。 

継 続 

129 

海外資料や国連資料、

刊行物の市民への提

供 

図書館等において、海外資料、国連資料や刊行物

等を市民に提供します。 
継 続 
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課題２ 多文化が共生する社会づくり 

本市は平成７(1995)年に策定した「金沢世界都市構想」において、「市民一人ひとりがお

互いの立場や歴史、文化を理解しあえるよう国際性のかん養に努めるとともに、市民レベ

ルの幅広い交流の輪を広げていくことが大切」であるとして、国際交流の推進に努めてい

ます。 

本市に在住する外国人は平成 27（2015）年 12 月１日末現在 4,715 人であり、外国人住

民数は増加傾向にあります。 

この状況を踏まえ在住外国人が地域で安心・安全に生活できるよう教育、子育て等の支

援を図る必要があります。また、ともに暮らす市民として相互理解を深め、支え合うこと

のできる国際交流の推進が必要です。 

 

【施策の方向】 

(1) 国際交流の推進 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

130 
各種国際交流への支

援 

国際会議や青少年等の交流など、各種国際交流事

業に対する支援を行います。 
継 続

131 
国際都市交流事業の

推進 

異なる文化・生活習慣等に関する理解を深めるた

め、姉妹都市を中心とした国際交流を推進します。 
継 続

132 国際交流員の活用 
国際交流員と市民とのふれあいの場を提供し、世

界の各地域への理解を深めます。 
継 続

 

(2) 多言語化での情報提供や相談体制の充実 

番号 施  策 具体的な取り組み 方 向

133 
行政情報の多言語化

の推進 

留学生や外国人にとって住みやすいまちにするた

め、ニーズを把握し、都市サインや生活案内の多

言語化を進めます。 

継 続

134 相談体制の充実 
子育てや生活に関する相談窓口の多言語化を図

り、外国人が相談しやすい体制の充実を図ります。 
継 続
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１ 庁内推進体制の強化 

(1) 男女共同参画庁内連絡会議 

男女共同参画に関する市役所内の総合的な企画や、連絡調整等を行う庁内組織で

す。副市長を会長、市民局長を副会長とし、関係局長等を構成員としています。 

庁内連絡会の下に、幹事会が置かれ、男女共同参画に関する施策を総合的かつ効

果的に推進するため、調査協議を行っています。 

また、ワーキングチームを設置し、男女共同参画推進行動計画に関する具体的な

施策の企画及び調査研究に取り組んでいます。庁内関係部局と連携し、各種施策の

効果的推進及び進行管理に努めます。 

 

 (2) ＤＶ被害者支援庁内連絡会 

ＤＶによる被害者に対する各種制度の利用のあっせん、情報の提供その他必要な

援助を行うに当たり、関係する各課所等の連携を強化するための庁内組織を設置し、

必要な援助が適切かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図っています。 

 

(3) 本市役所における率先実行及び職員への啓発 

「女性活躍推進法」第 15 条第１項の基づく特定事業主行動計画「金沢市職員女

性活躍推進プラン」に積極的に取り組むことにより、市の方針決定などにかかわる

管理職への女性の登用などに取り組み、女性が活躍する職場を実現します。 

「次世代育成支援対策推進法」第 19 条第 1 項に基づく特定事業主行動計画「金

沢市職員次世代育成支援プラン」に積極的に取り組むことにより、男性の育児休業

取得促進をはじめとする仕事と家庭生活を両立できる職場環境を整えます。また、

これらの行動計画の実効性を高めるため、市職員に対する研修機会や情報提供の充

実に努めます。 

 

２ 男女共同参画審議会との連携 

(1) 男女共同参画審議会 

金沢市男女共同参画推進条例に基づき設置している男女共同参画審議会におい

て、男女共同参画に関する基本的な事項について調査審議するとともに、計画の進
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(4) 男女共同参画アドバイザーとの連携 

地域や企業等における男女共同参画を推進するため、男女共同参画アドバイザー

を養成するとともに、アドバイザー養成講座修了者による男女共同参画出前講座を

実施し、各分野における男女共同参画の普及啓発活動を展開します。 

 

４ 男女共同参画推進拠点の充実 

金沢市女性センターを男女共同参画推進の拠点施設として位置づけ、男女共同参

画に関する市民活動の支援や団体・グループ等の交流を促進します。 

また、女性のエンパワーメントを支援するための施策を充実させるとともに、男

女共同参画に関する情報の収集・提供、学習活動支援等を充実し、本市における男

女共同参画を推進します。 

 

５ 計画の進行管理 

(1) 進捗状況の進行管理 

計画の進捗状況について、数値目標等を活用しながら定期的に点検・評価し、進

行管理を行います。 

 

(2) 年次報告の公表 

金沢市男女共同参画推進条例に基づき、毎年、男女共同参画の推進状況及び施

策の実施状況について調査し、年次報告として公表します。 

 

(3) 各種調査の実施 

計画の進捗状況や市民意識の変化等を把握するため、必要な調査を定期的に行い

ます。 
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６ 数値目標・参考指標 

計画の進捗状況を客観的に把握するため、数値目標を設定します。 

*目標年度については、計画期間の平成 34（2022）年度としていますが、各関連プランで目

標値を定めているものについては、それに準ずるため（  ）に目標年度を記載しています。 

【数値目標】    

基本目標 項  目 
目標値 

(*目標年度) 
直近の数値 
(2015年度) 

所管課 

基本目標Ⅰ 
男女共同参画の推
進に向けた意識の
改革 

「金沢市男女共同参画
推進行動計画」の認知
度 

80％ 
27.7％ 

（2012年度） 
人権女性政策推進課 

「男女共同参画」の認
知度 

80％ 

26.4％ 
（2012年度） 

人権女性政策推進課 
55.3％ 

（2016年度） 
(eﾓﾆﾀｰ) 

男女共同参画出前講座
の実施回数 

30回／年 10回／年 人権女性政策推進課 

男女共同参画アドバイ
ザー登録者数 

50人 27人 人権女性政策推進課 

基本目標Ⅱ 
方針の立案及び決
定過程への女性の
参画の拡大 
 

市審議会等における女
性委員の割合 

法令・条例 
40％ 

25.52％ 
(2016.4.1) 

市民協働推進課 
それ以外 

30％ 
22.13％ 

(2016.4.1) 

市審議会等において女
性不在の審議会数 

   0 11 市民協働推進課 

公民館長の女性比率 10％ 
1.6％ 

(2016.4.1) 
生涯学習課 

小中学校ＰＴＡ会長の
女性比率 

10％ 
3.9％ 

(2016.4.1) 
生涯学習課 

農業委員における女性
比率 

30％ 
11.5％ 

(2016.4.1) 
農業委員会事務局 

町会長の女性比率 10％ 
2.7％ 

(2016.4.1) 
市民協働推進課 

コミュニティ防災士に
おける女性比率 

30% 
19.8％ 

(2016.4.1) 
危機管理課 

市の管理職に占める女
性割合 

10％以上 
(2020) 

7.4％ 
(2016.4.1) 

人事課 

市の役付け職員（主査
以上）に占める女性割
合 

30％以上 
(2020) 

25.2％ 
(2016.4.1) 

人事課 
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基本目標 項  目 
目標値 

(*目標年度)
直近の数値 
(2015年度) 

所管課 

基本目標Ⅲ 
就業分野において
男女が個性と能力
を発揮できる社会
の実現 

女性活躍促進モデル事
業者数及び女性活躍加
速化業界取組宣言事業
者数 

50社 4社 人権女性政策推進課

認定農業者数 
260経営体 
(2025) 

210経営体 農業水産振興課

基本目標Ⅳ 

ワーク・ライフ・バ
ランスの推進 

「ワーク・ライフ・バ
ランス」の認知度 

70％ 

19.5％ 
（2012年度） 

人権女性政策推進課51.1％ 
（2016年度） 

(eﾓﾆﾀｰ) 

市男性職員の育児休業
取得率 

5％ 
（2019） 

1.2％ 人事課 

市男性職員の育児休暇
取得率 

70％ 
（2019） 

 48.8％ 人事課 

市職員の年次有給休暇
の平均取得日数 

12日以上 
（2019） 

 8.4日/年 人事課 

ファミリーサポートセ
ンター活動件数 

6,500件 
（2019） 

5,509件 こども政策推進課

放課後児童クラブ受入
人数 

4,410人
（2019） 

4,489人 こども政策推進課

はたらく人にやさしい
事業所表彰数 

５社／年 ６社／年 労働政策課 

男女共同参画推進拠点
施設の利用者数 

1.700人/年 1,448人/年 人権女性政策推進課

基本目標Ⅴ 
女性の人権と身体
が守られ、だれもが
安心して暮らせる
社会の実現 

女性相談支援室の認知度 80％ 

14.6％ 
（2012年度） 

人権女性政策推進課
26.0％ 

（2016年度） 
(eﾓﾆﾀｰ) 

母子・父子自立支援プ
ログラムの策定数 

 
現状維持 

 
37件 福祉総務課 
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【参考指標】  

基本目標 項   目 
直近の数値 
（2015年度） 

所管課 

基本目標Ⅰ 

男女共同参画の推
進に向けた意識の
改革 

男女共同参画に関する講演会参加者数 56名 人権女性政策推進課 

基本目標Ⅱ 
方針の立案及び決
定過程への女性の
参画の拡大 

市立小学校における女性管理職の割合 
30.6％ 

(2016.4.1) 
学校職員課 

市立中学校における女性管理職の割合 
14.3％ 

(2016.4.1) 

基本目標Ⅲ 
就業分野において
男女が個性と能力
を発揮できる社会
の実現 

女性の能力開発に関する講座の開催
回数・受講者数 

185人／年 女性センター 

基本目標Ⅳ 
ワーク・ライフ・バ
ランスの推進 

市男性職員の介護休暇取得件数 ３件 人事課 

市女性職員の介護休暇取得件数 ３件 人事課 

こども広場利用者数 218,578人 こども政策推進課 

安心出産育児支援ネットワーク連携
支援件数 

429件／年 福祉健康センター 

赤ちゃん訪問の件数 3,880件／年 福祉健康センター 

ハッピーファミリー教室受講者数 
（旧日曜子育て教室） 

536組／年 福祉健康センター 

基本目標Ⅴ 
女性の人権と身体
が守られ、だれもが
安心して暮らせる
社会の実現 

ＤＶ防止啓発事業参加者数 88名／回 女性相談支援室 

性教育に関する専門医等派遣数 23校／年 学校指導課 

女 性 対 象 検
診の受診率 

骨粗しょう症 25.6％ 

 健康政策課 乳がん 12.4％ 

子宮がん 10.2％ 
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１ 具体的な取り組み 

 

 

課題１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画の理解の促進と制度・慣行の見直し  

1 

講演会・講座等の

開催による意識

啓発 

継続 

男女共同参画に関する講演会の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザーの養成講座の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

2 

情報誌等の作成

及びホームペー

ジによる情報提

供 

継続 

男女共同参画情報誌「るうぷ」の作成配布 人権女性政策推進課

男女共同参画啓発リーフレットの作成 人権女性政策推進課

男女共同参画に関するホームページの充実 人権女性政策推進課

男女共同参画週間（６/23～29）に関する啓発活

動 
人権女性政策推進課

3 
市における慣行の

見直し 
継続 性別役割分担的慣行の見直しについての啓発 人事課 

4 
男女の人権を守る

啓発活動の推進 
継続 

性別、性的指向、国籍などの違いに関する理解の

啓発 
人権女性政策推進課

5 

男女共同参画に

関 す る 情 報 収

集・提供 

継続 

国立女性教育会館(ＮＷＥＣ)と連携した情報収

集・提供 
人権女性政策推進課

ＤＶ・ハラスメント防止、ワークライフバランス

啓発関連図書、ＤＶＤ等の充実 
人権女性政策推進課

図書館資料の充実 図書館共通 

関連図書、資料などの情報を収集及び提供 女性センター 

施策の方向 ２ メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進  

6 
ガイドラインの

作成 
継続 

男女共同参画の視点に配慮したガイドライン（改

訂版）作成 
人権女性政策推進課

7 
行政刊行物の見

直し 
継続 

ガイドライン（改訂版）に基づき部局内研修の実施 人権女性政策推進課

女性センターのホームページの充実 女性センター 

ホームページの充実 広報広聴課 

8 
メディア・リテラ

シーの向上  
継続 

男女共同参画出前講座におけるメディア・リテラ

シー講座の開催 
人権女性政策推進課

女性人権を侵害するような表現（有害・違法）排

除に関する意識啓発 
人権女性政策推進課

人権問題講演会、パネル展、他啓発活動を実施 人権女性政策推進課

人権問題講演会の開催 生涯学習課 

9 
情報モラル教育

の推進 
継続 

企業研修等における情報モラル啓発講座やセミ

ナーの開催 
人権女性政策推進課

小中学校における情報モラル教育の実施 学校指導課 

保護者を対象とした家庭教育セミナーの開催 生涯学習課 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

                                        資  料 

 

- 97 - 

 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ３ 男女共同参画に関する調査・研究の充実  

10 

定期的な意識調

査やアンケートの

実施 

継続 

男女共同参画市民意識調査の実施  人権女性政策推進課

企業等における男女共同参画の実態把握と意識

啓発を図るアンケート調査の実施 
人権女性政策推進課

11 
各種意識調査に

おける配慮 
継続 各課研修担当に対する部局専門研修実施 人権女性政策推進課

12 

金沢市の男女共

同参画に関する

調査・研究の実施 

新規 

男女共同参画推進のため大学と連携した調査・研

究の実施 
人権女性政策推進課

金沢市女性活躍推進ワーキングチームの設置 人権女性政策推進課

 

課題２ 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 企業・団体における男女共同参画の推進 

13 

企業における経

営者及び管理職

等の意識啓発 

拡充 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

14 

労働者に対し長時間

労働などの働き方の

見直しについての意

識改革 

拡充 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

15 
企業・団体等への

啓発推進 
新規 

働き方の見直しに関するリーフレット・冊子等の作成・配布 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座等における関連記事を掲載 人権女性政策推進課

 

課題３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 学校における男女平等教育の推進 

16 

初等中等教育に

おける男女平等

教育の推進 

継続 
小中学校における学校教育活動(教科や道徳、学

級活動、学校行事など)を通した指導の実施 
学校指導課 

17 
教職員研修の充

実 
継続 教職員等への研修の実施 

研修相談センター

(教育プラザ) 

18 
男女共同参画の視点

での進路指導 
継続 小中学校におけるキャリア教育の実施 学校指導課 

19 
保育所、幼稚園で

の取り組み 
継続 保育士等への研修の実施 

研修相談センター

(教育プラザ) 

20 
開かれた学校運

営の推進 
継続 

小中学校でのスクールフォーラム 21 の開催 学校指導課 

学校評議員制度の実施 学校職員課 

学校評議会の開催 市立工業高校 
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１ 具体的な取り組み 

 

 

課題１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画の理解の促進と制度・慣行の見直し  

1 

講演会・講座等の

開催による意識

啓発 

継続 

男女共同参画に関する講演会の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザーの養成講座の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

2 

情報誌等の作成

及びホームペー

ジによる情報提

供 

継続 

男女共同参画情報誌「るうぷ」の作成配布 人権女性政策推進課

男女共同参画啓発リーフレットの作成 人権女性政策推進課

男女共同参画に関するホームページの充実 人権女性政策推進課

男女共同参画週間（６/23～29）に関する啓発活

動 
人権女性政策推進課

3 
市における慣行の

見直し 
継続 性別役割分担的慣行の見直しについての啓発 人事課 

4 
男女の人権を守る

啓発活動の推進 
継続 

性別、性的指向、国籍などの違いに関する理解の

啓発 
人権女性政策推進課

5 

男女共同参画に

関 す る 情 報 収

集・提供 

継続 

国立女性教育会館(ＮＷＥＣ)と連携した情報収

集・提供 
人権女性政策推進課

ＤＶ・ハラスメント防止、ワークライフバランス

啓発関連図書、ＤＶＤ等の充実 
人権女性政策推進課

図書館資料の充実 図書館共通 

関連図書、資料などの情報を収集及び提供 女性センター 

施策の方向 ２ メディアにおける人権意識啓発と男女共同参画の推進  

6 
ガイドラインの

作成 
継続 

男女共同参画の視点に配慮したガイドライン（改

訂版）作成 
人権女性政策推進課

7 
行政刊行物の見

直し 
継続 

ガイドライン（改訂版）に基づき部局内研修の実施 人権女性政策推進課

女性センターのホームページの充実 女性センター 

ホームページの充実 広報広聴課 

8 
メディア・リテラ

シーの向上  
継続 

男女共同参画出前講座におけるメディア・リテラ

シー講座の開催 
人権女性政策推進課

女性人権を侵害するような表現（有害・違法）排

除に関する意識啓発 
人権女性政策推進課

人権問題講演会、パネル展、他啓発活動を実施 人権女性政策推進課

人権問題講演会の開催 生涯学習課 

9 
情報モラル教育

の推進 
継続 

企業研修等における情報モラル啓発講座やセミ

ナーの開催 
人権女性政策推進課

小中学校における情報モラル教育の実施 学校指導課 

保護者を対象とした家庭教育セミナーの開催 生涯学習課 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ３ 男女共同参画に関する調査・研究の充実  

10 

定期的な意識調

査やアンケートの

実施 

継続 

男女共同参画市民意識調査の実施  人権女性政策推進課

企業等における男女共同参画の実態把握と意識

啓発を図るアンケート調査の実施 
人権女性政策推進課

11 
各種意識調査に

おける配慮 
継続 各課研修担当に対する部局専門研修実施 人権女性政策推進課

12 

金沢市の男女共

同参画に関する

調査・研究の実施 

新規 

男女共同参画推進のため大学と連携した調査・研

究の実施 
人権女性政策推進課

金沢市女性活躍推進ワーキングチームの設置 人権女性政策推進課

 

課題２ 男女共同参画の視点に立った働き方の見直し（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 企業・団体における男女共同参画の推進 

13 

企業における経

営者及び管理職

等の意識啓発 

拡充 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

14 

労働者に対し長時間

労働などの働き方の

見直しについての意

識改革 

拡充 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

15 
企業・団体等への

啓発推進 
新規 

働き方の見直しに関するリーフレット・冊子等の作成・配布 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座等における関連記事を掲載 人権女性政策推進課

 

課題３ 男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 学校における男女平等教育の推進 

16 

初等中等教育に

おける男女平等

教育の推進 

継続 
小中学校における学校教育活動(教科や道徳、学

級活動、学校行事など)を通した指導の実施 
学校指導課 

17 
教職員研修の充

実 
継続 教職員等への研修の実施 

研修相談センター

(教育プラザ) 

18 
男女共同参画の視点

での進路指導 
継続 小中学校におけるキャリア教育の実施 学校指導課 

19 
保育所、幼稚園で

の取り組み 
継続 保育士等への研修の実施 

研修相談センター

(教育プラザ) 

20 
開かれた学校運

営の推進 
継続 

小中学校でのスクールフォーラム 21 の開催 学校指導課 

学校評議員制度の実施 学校職員課 

学校評議会の開催 市立工業高校 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 家庭における男女共同参画教育の推進  

21 

 

継続 

母子健康手帳交付時に冊子等を配布、ハッピーフ

ァミリー教室、ふぁみりーはくくみくらぶの開催 
福祉健康センター 

家庭における男

女共同参画への

理解促進 

助産師、管理栄養士、薬剤師が夫婦共同の子育て

について講義・実技指導する教室の開催 
市立病院 

子育て応援に関する講座の開催 女性センター 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

幼児・小学生を持つ保護者を対象に、こどもの読書

環境を整えるための親の役割を支援する講座を開催 
玉川こども図書館 

子育て支援講座の開催 玉川こども図書館 

保護者を対象とした家庭教育セミナーの開催 生涯学習課 

22 
無償労働に関す

る情報提供 
継続 

男女共同参画出前講座の実施   人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

23 

男性や若い世代に対

する男女共同参画へ

の理解促進 

継続 

男女共同参画開発リーフレットの作成 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

男性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

施策の方向 ３ 地域における男女共同参画学習の推進  

24 
地域における学

習機会の提供 
継続 

公民館における女性学級の開催 生涯学習課 

保護者団体による家庭教育学級の開設 生涯学習課 

小中学校、地域団体等が開催する研修会等に講師を派遣す

る出前講座（「みんなで家庭教育！」）の開催 
生涯学習課 

人権ネットワーク学習等の研修会の開催 生涯学習課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

25 

男女共同参画社会づ

くりのための人材育

成 

継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題４ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成と支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成   

26 
市民団体を支える人

材の育成 
拡充 

女性センター市民企画事業の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画に関する全国会議の派遣等の情報提供 人権女性政策推進課

施策の方向 ２ 男女共同参画を推進する市民団体等の支援  

27 

「日本女性会議 2018 

in 金沢」の開催の支

援 

新規 
「日本女性会議 2018in 金沢」実行委員会に対す

る開催支援 
人権女性政策推進課

28 
男女共同参画グル

ープの活動支援 
拡充 

男女共同参画グループとの協働事業（企画事業、

情報誌作成委託） 
人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザー連絡会との委託事業 人権女性政策推進課

女性センター市民企画事業の実施 人権女性政策推進課
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

29 
ネットワークづく

りの支援 
拡充 

グループ・団体活動の把握・登録 女性センター 

グループ・団体等の連携支援及び情報の提供 女性センター 

生涯学習団体のネットワーク形成の支援（団体情

報のデータベース化、交流会の開催） 
生涯学習課 

 

 

 

課題１ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 審議会等への女性の参画促進   

30 
審議会等への女性

の参画促進 
継続 

市の審議会等における女性委員参画拡大への働

きかけ 
市民協働推進課 

女性委員不在審議会への女性委員選任への働き

かけ 
市民協働推進課 

31 
各種団体等への多様

な人材の推薦依頼 
継続 各種団体への多様な人材の推薦依頼 市民協働推進課 

施策の方向 ２ 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大   

32 
女性職員の役職へ

の登用 
継続 人材育成基本方針に基づく女性職員の積極的登用 

人事課 

学校職員課 

33 

女性活躍推進法に基

づく本市特定事業主

行動計画の推進及び

公表 

新規 金沢市職員女性活躍推進プランの推進 人事課 

34 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画策定の推進 

新規 

国と連携し、リーフレット等での情報提供 人権女性政策推進課 

かなざわ女性活躍推進会議を設置し、施策や事業

の検討及び情報提供 
人権女性政策推進課 

35 
各種団体、企業へ

の情報提供 
継続 

各種団体、企業へ、実態調査や情報提供を通じた、

方針決定及び指導的地位への女性の参画拡大の

ための意識啓発 

人権女性政策推進課 

36 
農家等への情報提

供 
継続 

広報誌「農業かなざわ」の発行等、農家への情報

提供 
農業委員会事務局 

施策の方向 ３ 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保   

37 情報公開等の推進 継続 情報公開の推進 広報広聴課 

38 
市政情報へのアク

セス拡大 
継続 ホームページ、フェイスブックの活用促進 広報広聴課 

39 
行政評価システム

の充実 
継続 行政評価システムの充実 行政経営課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 家庭における男女共同参画教育の推進  

21 

 

継続 

母子健康手帳交付時に冊子等を配布、ハッピーフ

ァミリー教室、ふぁみりーはくくみくらぶの開催 
福祉健康センター 

家庭における男

女共同参画への

理解促進 

助産師、管理栄養士、薬剤師が夫婦共同の子育て

について講義・実技指導する教室の開催 
市立病院 

子育て応援に関する講座の開催 女性センター 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

幼児・小学生を持つ保護者を対象に、こどもの読書

環境を整えるための親の役割を支援する講座を開催 
玉川こども図書館 

子育て支援講座の開催 玉川こども図書館 

保護者を対象とした家庭教育セミナーの開催 生涯学習課 

22 
無償労働に関す

る情報提供 
継続 

男女共同参画出前講座の実施   人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」に関連記事を掲載 人権女性政策推進課

23 

男性や若い世代に対

する男女共同参画へ

の理解促進 

継続 

男女共同参画開発リーフレットの作成 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

男性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

施策の方向 ３ 地域における男女共同参画学習の推進  

24 
地域における学

習機会の提供 
継続 

公民館における女性学級の開催 生涯学習課 

保護者団体による家庭教育学級の開設 生涯学習課 

小中学校、地域団体等が開催する研修会等に講師を派遣す

る出前講座（「みんなで家庭教育！」）の開催 
生涯学習課 

人権ネットワーク学習等の研修会の開催 生涯学習課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

25 

男女共同参画社会づ

くりのための人材育

成 

継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題４ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成と支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画を推進する市民団体等の育成   

26 
市民団体を支える人

材の育成 
拡充 

女性センター市民企画事業の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画に関する全国会議の派遣等の情報提供 人権女性政策推進課

施策の方向 ２ 男女共同参画を推進する市民団体等の支援  

27 

「日本女性会議 2018 

in 金沢」の開催の支

援 

新規 
「日本女性会議 2018in 金沢」実行委員会に対す

る開催支援 
人権女性政策推進課

28 
男女共同参画グル

ープの活動支援 
拡充 

男女共同参画グループとの協働事業（企画事業、

情報誌作成委託） 
人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザー連絡会との委託事業 人権女性政策推進課

女性センター市民企画事業の実施 人権女性政策推進課
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

29 
ネットワークづく

りの支援 
拡充 

グループ・団体活動の把握・登録 女性センター 

グループ・団体等の連携支援及び情報の提供 女性センター 

生涯学習団体のネットワーク形成の支援（団体情

報のデータベース化、交流会の開催） 
生涯学習課 

 

 

 

課題１ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 審議会等への女性の参画促進   

30 
審議会等への女性

の参画促進 
継続 

市の審議会等における女性委員参画拡大への働

きかけ 
市民協働推進課 

女性委員不在審議会への女性委員選任への働き

かけ 
市民協働推進課 

31 
各種団体等への多様

な人材の推薦依頼 
継続 各種団体への多様な人材の推薦依頼 市民協働推進課 

施策の方向 ２ 方針決定及び指導的地位への女性の参画の拡大   

32 
女性職員の役職へ

の登用 
継続 人材育成基本方針に基づく女性職員の積極的登用 

人事課 

学校職員課 

33 

女性活躍推進法に基

づく本市特定事業主

行動計画の推進及び

公表 

新規 金沢市職員女性活躍推進プランの推進 人事課 

34 

女性活躍推進法に基

づく一般事業主行動

計画策定の推進 

新規 

国と連携し、リーフレット等での情報提供 人権女性政策推進課 

かなざわ女性活躍推進会議を設置し、施策や事業

の検討及び情報提供 
人権女性政策推進課 

35 
各種団体、企業へ

の情報提供 
継続 

各種団体、企業へ、実態調査や情報提供を通じた、

方針決定及び指導的地位への女性の参画拡大の

ための意識啓発 

人権女性政策推進課 

36 
農家等への情報提

供 
継続 

広報誌「農業かなざわ」の発行等、農家への情報

提供 
農業委員会事務局 

施策の方向 ３ 政策・方針の立案及び決定過程の透明性の確保   

37 情報公開等の推進 継続 情報公開の推進 広報広聴課 

38 
市政情報へのアク

セス拡大 
継続 ホームページ、フェイスブックの活用促進 広報広聴課 

39 
行政評価システム

の充実 
継続 行政評価システムの充実 行政経営課 
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課題２ 女性の人材育成と男女共同参画意識の高揚 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の参画意識の高揚  

40 
女性自身の参画意

識の高揚 
継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

41 市民対話の推進 継続 

「ともに考えようまちづくりミーティング」の開催 広報広聴課 

「ランチミーティング」の開催 広報広聴課 

女性の市政参画促進に向けた「市長と語る会」への

参加 
生涯学習課 

施策の方向 ２ 方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成   

42 
女性リーダーの育

成 
拡充 

男女共同参画に関する全国会議の派遣等の情報提供 人権女性政策推進課

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

自治大学校、市町村アカデミー等への派遣研修の

実施 
人事課 

43 
女性のエンパワー

メント支援 
拡充 

女性の能力開発に関する講座の開催 女性センター 

女性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

女性活躍推進に関する講座の開催 女性センター 

44 

女性の人材に関す

る情報の収集・提

供 

継続 

男女共同参画アドバイザー養成講座受講修了者

リストの作成 
人権女性政策推進課

生涯学習人材バンクの整備 生涯学習課 

 

課題３ 地域活動における指導的地位への女性の参画の拡大 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 地域における指導的地位への女性の参画の拡大   

45 

公民館・町会、婦

人会、ＰＴＡなど

地域活動の支援 

継続 
公民館、婦人会、ＰＴＡ等における男女共同参画

を推進するための地域の自主的な活動を支援 
生涯学習課 

46 

町会等の指導的地

位への女性の参画

の拡大 

継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題４ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と女性の参画の拡大 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立、普及啓発と女性の参画の拡大  

47 

男女共同参画の視

点を取り入れた防

災体制の推進 

拡充 金沢市防災会議における女性委員の選任 危機管理課 

 

                                        資  料 

 

- 101 - 

 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

48 

地域防災活動にお

ける女性の活躍の

促進 

継続 

女性消防団員の活動支援 消防総務課 

子ども婦人防火委員会の運営 予防課 

婦人（女性）防火クラブ育成 予防課 

女性コミュニティ防災士の養成 危機管理課 

 

 

 

課題１  職業生活における女性の活躍促進（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女の雇用機会の均等及び平等な登用・待遇の促進  

49 
男女雇用機会均等

法等の定着促進 
継続 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

50 

企業等におけるポ

ジティブ・アクシ

ョン導入の啓発 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

かなざわ女性活躍推進会議を設置し、施策や事

業の検討及び情報提供 
人権女性政策推進課

女性活躍かなざわスタイル発信事業の実施 人権女性政策推進課

51 

企業等における各

種ハラスメントの

防止啓発 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

施策の方向 ２ 柔軟な働き方に対応した環境整備 

52 
新たな就業形態の

啓発 
継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

ワークシェアリングや在宅勤務等多様な就業形

態についての情報収集、提供 
人権女性政策推進課

53 

新しい就業形態等

に関する企業等へ

の働きかけ 

継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

国・県等と連携し、リーフレット等での情報提

供 
人権女性政策推進課

施策の方向 ３ 女性の就業継続、再就職に向けた支援  

54 
女性キャリア形成

への支援 
拡充 

経営者向け人材活用セミナーの開催 労働政策課 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

女性活躍トップランナー企業支援事業の実施 労働政策課 

55 
職業能力開発のた

めの研修等の充実 
継続 

経営者向け人材活用セミナーの開催 労働政策課 

働きたい女性と企業をつなぐマッチング支援事

業の実施 
労働政策課 

56 
再就職のための支

援 
拡充 

働きたい女性と企業をつなぐマッチング支援事

業の実施 
労働政策課 

女性の能力開発に関する講座の開催 女性センター 

女性活躍トップランナー企業支援事業の実施 労働政策課 

 

基本目標Ⅲ 就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 
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課題２ 女性の人材育成と男女共同参画意識の高揚 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の参画意識の高揚  

40 
女性自身の参画意

識の高揚 
継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

41 市民対話の推進 継続 

「ともに考えようまちづくりミーティング」の開催 広報広聴課 

「ランチミーティング」の開催 広報広聴課 

女性の市政参画促進に向けた「市長と語る会」への

参加 
生涯学習課 

施策の方向 ２ 方針の立案及び決定過程に参画できる女性の人材育成   

42 
女性リーダーの育

成 
拡充 

男女共同参画に関する全国会議の派遣等の情報提供 人権女性政策推進課

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

自治大学校、市町村アカデミー等への派遣研修の

実施 
人事課 

43 
女性のエンパワー

メント支援 
拡充 

女性の能力開発に関する講座の開催 女性センター 

女性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

女性活躍推進に関する講座の開催 女性センター 

44 

女性の人材に関す

る情報の収集・提

供 

継続 

男女共同参画アドバイザー養成講座受講修了者

リストの作成 
人権女性政策推進課

生涯学習人材バンクの整備 生涯学習課 

 

課題３ 地域活動における指導的地位への女性の参画の拡大 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 地域における指導的地位への女性の参画の拡大   

45 

公民館・町会、婦

人会、ＰＴＡなど

地域活動の支援 

継続 
公民館、婦人会、ＰＴＡ等における男女共同参画

を推進するための地域の自主的な活動を支援 
生涯学習課 

46 

町会等の指導的地

位への女性の参画

の拡大 

継続 男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題４ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と女性の参画の拡大 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立、普及啓発と女性の参画の拡大  

47 

男女共同参画の視

点を取り入れた防

災体制の推進 

拡充 金沢市防災会議における女性委員の選任 危機管理課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

48 

地域防災活動にお

ける女性の活躍の

促進 

継続 

女性消防団員の活動支援 消防総務課 

子ども婦人防火委員会の運営 予防課 

婦人（女性）防火クラブ育成 予防課 

女性コミュニティ防災士の養成 危機管理課 

 

 

 

課題１  職業生活における女性の活躍促進（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 男女の雇用機会の均等及び平等な登用・待遇の促進  

49 
男女雇用機会均等

法等の定着促進 
継続 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

50 

企業等におけるポ

ジティブ・アクシ

ョン導入の啓発 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

かなざわ女性活躍推進会議を設置し、施策や事

業の検討及び情報提供 
人権女性政策推進課

女性活躍かなざわスタイル発信事業の実施 人権女性政策推進課

51 

企業等における各

種ハラスメントの

防止啓発 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

施策の方向 ２ 柔軟な働き方に対応した環境整備 

52 
新たな就業形態の

啓発 
継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

ワークシェアリングや在宅勤務等多様な就業形

態についての情報収集、提供 
人権女性政策推進課

53 

新しい就業形態等

に関する企業等へ

の働きかけ 

継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

国・県等と連携し、リーフレット等での情報提

供 
人権女性政策推進課

施策の方向 ３ 女性の就業継続、再就職に向けた支援  

54 
女性キャリア形成

への支援 
拡充 

経営者向け人材活用セミナーの開催 労働政策課 

女性活躍加速化プロジェクト事業の実施 人権女性政策推進課

女性活躍トップランナー企業支援事業の実施 労働政策課 

55 
職業能力開発のた

めの研修等の充実 
継続 

経営者向け人材活用セミナーの開催 労働政策課 

働きたい女性と企業をつなぐマッチング支援事

業の実施 
労働政策課 

56 
再就職のための支

援 
拡充 

働きたい女性と企業をつなぐマッチング支援事

業の実施 
労働政策課 

女性の能力開発に関する講座の開催 女性センター 

女性活躍トップランナー企業支援事業の実施 労働政策課 

 

基本目標Ⅲ 就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ４ 労働相談窓口の充実  

57 
労働相談窓口の充

実 
継続 

労働相談窓口の開設（毎週火・木・金曜日 社

会保険労務士委託） 
労働政策課 

国・県・市の関係機関との連携した相談体制の

実施 
人権女性政策推進課

施策の方向 ５ 男女のそれぞれ少ない分野への参画  

58 
高等教育機関と連

携した啓発 
拡充 

市内各大学等との連携した事業の実施 人権女性政策推進課

金沢大学キャリアデザインラボラトリーとの連携 人権女性政策推進課

男女共同参画推進のための大学と連携した調

査・研究の実施 
人権女性政策推進課

 

課題２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の起業に対する支援   

59 
女性起業家への支

援 
拡充 

起業家の自立に向けた総合的な支援を展開 ものづくり産業支援課 

優秀なビジネスプランの事業化を支援 ものづくり産業支援課 

かなざわ女性起業塾の開催 商業振興課 

男女共同参画グループ企画事業の実施 女性センター 

商業活性化アドバイザー派遣事業の実施 商業振興課 

コミュニティビジネス起業塾の開催 商業振興課 

起業支援相談窓口の開設 商業振興課 

中小企業金融安定化推進事業の実施 商業振興課 

中小企業創業者支援資金制度の実施 商業振興課 

若手起業家を支援する起業チャレンジ若者支援

事業の実施 
商業振興課 

起業支援 PR プロジェクト（交流イベント等）の

実施 
商業振興課 

施策の方向 ２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進   

60 
経営管理能力向上

の支援 
継続 

農業団体等で実施されている農家の家族経営協

定（家族経営での妻の地位向上を目的）の研修等

への女性の積極的な参加の呼びかけ 

農業委員会事務局 

61 

経営パートナーと

しての経済的地位

の向上促進 

継続 家族経営協定や認定農業者制度の普及・啓発 
農業水産振興課 

農業センター 

62 
家族従業者等への

支援 
拡充 

金沢女性農業者育成事業の実施 農業センター 

金沢農業振興協議会女性部の活動支援 農業水産振興課 

63 
農業従事者の生活

安定の確保 
継続 農業者年金の周知普及 農業委員会事務局 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ４ 労働相談窓口の充実  

57 
労働相談窓口の充

実 
継続 

労働相談窓口の開設（毎週火・木・金曜日 社

会保険労務士委託） 
労働政策課 

国・県・市の関係機関との連携した相談体制の

実施 
人権女性政策推進課

施策の方向 ５ 男女のそれぞれ少ない分野への参画  

58 
高等教育機関と連

携した啓発 
拡充 

市内各大学等との連携した事業の実施 人権女性政策推進課

金沢大学キャリアデザインラボラトリーとの連携 人権女性政策推進課

男女共同参画推進のための大学と連携した調

査・研究の実施 
人権女性政策推進課

 

課題２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の起業に対する支援   

59 
女性起業家への支

援 
拡充 

起業家の自立に向けた総合的な支援を展開 ものづくり産業支援課 

優秀なビジネスプランの事業化を支援 ものづくり産業支援課 

かなざわ女性起業塾の開催 商業振興課 

男女共同参画グループ企画事業の実施 女性センター 

商業活性化アドバイザー派遣事業の実施 商業振興課 

コミュニティビジネス起業塾の開催 商業振興課 

起業支援相談窓口の開設 商業振興課 

中小企業金融安定化推進事業の実施 商業振興課 

中小企業創業者支援資金制度の実施 商業振興課 

若手起業家を支援する起業チャレンジ若者支援

事業の実施 
商業振興課 

起業支援 PR プロジェクト（交流イベント等）の

実施 
商業振興課 

施策の方向 ２ 自営の商工業や農林水産業における女性の活躍促進   

60 
経営管理能力向上

の支援 
継続 

農業団体等で実施されている農家の家族経営協

定（家族経営での妻の地位向上を目的）の研修等

への女性の積極的な参加の呼びかけ 

農業委員会事務局 

61 

経営パートナーと

しての経済的地位

の向上促進 

継続 家族経営協定や認定農業者制度の普及・啓発 
農業水産振興課 

農業センター 

62 
家族従業者等への

支援 
拡充 

金沢女性農業者育成事業の実施 農業センター 

金沢農業振興協議会女性部の活動支援 農業水産振興課 

63 
農業従事者の生活

安定の確保 
継続 農業者年金の周知普及 農業委員会事務局 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 子どもの健やかな成長を守るための支援策の拡充   

70 
子どもの健全育成

の推進 
継続 

子どもを育む行動計画の周知・啓発 教育総務課 

子育て応援に関する講座の開催 女性センター 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

小中学校における教育活動の実施 学校指導課 

「かなざわ子育て夢プラン 2015」の推進 こども政策推進課 

少年補導事業の実施 
地域教育センター

(教育プラザ) 

71 

母子保健の充実 

（子ども・育児関

連） 

継続 

里帰り等定期予防接種費助成 健康政策課 

乳幼児健康診査 健康政策課 

子育て支援医療費助成 健康政策課 

幼児期予防接種費助成 健康政策課 

３ヶ月、１歳６ヶ月、３歳児健康診査の実施 福祉健康センター 

専門相談、各種教室、乳児家庭全戸訪問、子育て

ほっとライン等の電話相談の実施 
福祉健康センター 

ベビースペース「hug」による育児支援 健康政策課 

母子健康手帳アプリの実施 健康政策課 

72 
地域の子育て機能

の強化 

継続 

 

放課後児童クラブの運営 こども政策推進課 

児童館における健全育成活動の充実 こども政策推進課 

かるがも親子教室事業 こども政策推進課 

地域組織活動育成クラブ運営助成 こども政策推進課 

子育て夢ステーション事業 こども政策推進課 

私立幼稚園子育て支援施設整備費補助 こども政策推進課 

地域子育て支援センター事業 こども政策推進課 

こども広場事業 

こども政策推進課・

地域教育センター・

福祉健康センター・

近江町交流プラザ 

子育てサロン事業（学校版・地域版・ＮＰＯ版） こども政策推進課 

地域子育てサロンの支援 福祉健康センター 

イク（育）友をつくるペンギン親子教室開催 近江町交流プラザ 

親子のふれあい遊びや子育てサロン等の行事の

実施 
近江町交流プラザ 

子育て地域人材養成講座（家庭教育サポーター研

修会）の開催 
生涯学習課 

各地区・校区の子ども会活動に対する支援（元気

いっぱい子どもコミュニティ推進事業の実施） 
生涯学習課 

金沢市家庭教育推進フォーラムの開催 生涯学習課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

73 相談体制の充実 拡充 

貧困の状況にある子どもやひとり親家庭に関す

る相談 
児童家庭相談室 

児童虐待、少年非行、育児・発達等の相談の実施 
こども総合相談センター

（教育プラザ) 

教育にかかわる相談の実施 
研修相談センター 

（教育プラザ） 

74 
子育て中の親の社

会参加支援 
継続 

イベント併設ミニ保育室の開設 こども政策推進課 

かなざわ子育てすまいるクーポン支給事業 こども政策推進課 

子育て支援官民連携事業 こども政策推進課 

公共レンタベビーカー「ベビのり」事業 歩ける環境推進課 

施策の方向 ３ 男性が出産・育児に関わる制度の利用促進   

75 
出産・育児に関す

る制度の情報提供 
継続 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題３  男女の仕事と家事、介護、地域活動等の両立支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 家庭生活における男女共同参画の促進   

76 

育児・介護を行う

労働者の就労継続

の支援 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

働き方改革研究事業補助の実施 労働政策課 

77 
男性の生活的自立

の促進 
継続 男性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

78 
父親の子育て参加

の促進 
継続 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

かなざわ父親ねっと活動支援事業の実施 生涯学習課 

娚杉少年の森 親子キャンプの開催 生涯学習課 

キゴ山親子里山体験塾の開催 生涯学習課 

キゴ山における親子自然体験塾の開催 生涯学習課 

市民農園の開設 農業水産振興課 

父と子のふれあい教室の開催 福祉健康センター 

ハッピーファミリー教室の開催 福祉健康センター 

施策の方向 ２ 地域社会における男女共同参画の促進   

79 

ボランティア・Ｎ

ＰＯへの活動・参

画の促進 

継続 

緑の花の活動員事業 緑と花の課 

市民グループ等提案型企画事業 人権女性政策推進課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 子どもの健やかな成長を守るための支援策の拡充   

70 
子どもの健全育成

の推進 
継続 

子どもを育む行動計画の周知・啓発 教育総務課 

子育て応援に関する講座の開催 女性センター 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

小中学校における教育活動の実施 学校指導課 

「かなざわ子育て夢プラン 2015」の推進 こども政策推進課 

少年補導事業の実施 
地域教育センター

(教育プラザ) 

71 

母子保健の充実 

（子ども・育児関

連） 

継続 

里帰り等定期予防接種費助成 健康政策課 

乳幼児健康診査 健康政策課 

子育て支援医療費助成 健康政策課 

幼児期予防接種費助成 健康政策課 

３ヶ月、１歳６ヶ月、３歳児健康診査の実施 福祉健康センター 

専門相談、各種教室、乳児家庭全戸訪問、子育て

ほっとライン等の電話相談の実施 
福祉健康センター 

ベビースペース「hug」による育児支援 健康政策課 

母子健康手帳アプリの実施 健康政策課 

72 
地域の子育て機能

の強化 

継続 

 

放課後児童クラブの運営 こども政策推進課 

児童館における健全育成活動の充実 こども政策推進課 

かるがも親子教室事業 こども政策推進課 

地域組織活動育成クラブ運営助成 こども政策推進課 

子育て夢ステーション事業 こども政策推進課 

私立幼稚園子育て支援施設整備費補助 こども政策推進課 

地域子育て支援センター事業 こども政策推進課 

こども広場事業 

こども政策推進課・

地域教育センター・

福祉健康センター・

近江町交流プラザ 

子育てサロン事業（学校版・地域版・ＮＰＯ版） こども政策推進課 

地域子育てサロンの支援 福祉健康センター 

イク（育）友をつくるペンギン親子教室開催 近江町交流プラザ 

親子のふれあい遊びや子育てサロン等の行事の

実施 
近江町交流プラザ 

子育て地域人材養成講座（家庭教育サポーター研

修会）の開催 
生涯学習課 

各地区・校区の子ども会活動に対する支援（元気

いっぱい子どもコミュニティ推進事業の実施） 
生涯学習課 

金沢市家庭教育推進フォーラムの開催 生涯学習課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

73 相談体制の充実 拡充 

貧困の状況にある子どもやひとり親家庭に関す

る相談 
児童家庭相談室 

児童虐待、少年非行、育児・発達等の相談の実施 
こども総合相談センター

（教育プラザ) 

教育にかかわる相談の実施 
研修相談センター 

（教育プラザ） 

74 
子育て中の親の社

会参加支援 
継続 

イベント併設ミニ保育室の開設 こども政策推進課 

かなざわ子育てすまいるクーポン支給事業 こども政策推進課 

子育て支援官民連携事業 こども政策推進課 

公共レンタベビーカー「ベビのり」事業 歩ける環境推進課 

施策の方向 ３ 男性が出産・育児に関わる制度の利用促進   

75 
出産・育児に関す

る制度の情報提供 
継続 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

 

課題３  男女の仕事と家事、介護、地域活動等の両立支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 家庭生活における男女共同参画の促進   

76 

育児・介護を行う

労働者の就労継続

の支援 

拡充 

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

働き方改革研究事業補助の実施 労働政策課 

77 
男性の生活的自立

の促進 
継続 男性のライフプランニングに関する講座の開催 女性センター 

78 
父親の子育て参加

の促進 
継続 

親子のふれあいに関する講座の開催 女性センター 

かなざわ父親ねっと活動支援事業の実施 生涯学習課 

娚杉少年の森 親子キャンプの開催 生涯学習課 

キゴ山親子里山体験塾の開催 生涯学習課 

キゴ山における親子自然体験塾の開催 生涯学習課 

市民農園の開設 農業水産振興課 

父と子のふれあい教室の開催 福祉健康センター 

ハッピーファミリー教室の開催 福祉健康センター 

施策の方向 ２ 地域社会における男女共同参画の促進   

79 

ボランティア・Ｎ

ＰＯへの活動・参

画の促進 

継続 

緑の花の活動員事業 緑と花の課 

市民グループ等提案型企画事業 人権女性政策推進課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

 80 
生涯にわたる学習

機会の提供 
継続 

金沢マラソンの開催 金沢マラソン推進課 

金沢かがやき発信講座の開催 広報広聴課 

各種スポーツ大会、金沢ウオークの開催 スポーツ振興課 

地域スポーツの振興及び総合型地域スポーツク

ラブの設立支援、団体スポーツボランティア育

成 

スポーツ振興課 

トップアスリートふれあい交流 スポーツ振興課 

市民大学講座の開催 生涯学習課 

生涯学習情報誌「みまっ誌」による情報提供 生涯学習課 

高齢者を対象にした高砂大学・大学院の開設 
生涯学習課 

（中央公民館） 

地区公民館（60 館）による多様な生涯学習活動

の展開（指定管理者制度に基づく地域主体の公

民館運営） 

生涯学習課 

市民学習コーディネート事業の開催 近江町交流プラザ 

「五感で学ぶ金沢の和食・伝統的食文化」普及

継承講座の開催 
近江町交流プラザ 

 

課題４  地域特性を生かした推進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 地域コミュニティを生かした男女共同参画の推進   

81 

「金沢市新協働推

進計画 2016」の推

進 

新規 

市民活動サポートセンターの開設準備 市民協働推進課 

協働に関する情報を掲載した広報誌の回覧によ

る普及啓発 
市民協働推進課 

協働のまちづくりチャレンジ事業の実施 市民協働推進課 

施策の方向 ２ 男女共同参画推進拠点施設等の充実   

82 
男女共同参画推進

の拠点施設の充実 
拡充 

女性のエンパワーメント支援講座の実施 女性センター 

男女共同参画グループ促進事業の実施 女性センター 

女性センター市民企画事業の実施 人権女性政策推進課 
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課題１  女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性に対するあらゆる暴力（DV・性暴力・ストーカー等）の予防と根絶のための意識啓発  

83 

暴力を根絶するた

めの地域・社会に

対する広報・啓発

活動の推進 

新規 

ＤＶ防止講演会・シンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

パープルリボンツリーの設置等での啓発活動を

実施 
人権女性政策推進課

84 
女性の人権を守る

ための意識の啓発 
継続 

ＤＶ防止講演会・シンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配付（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

人権問題講演会や研修会等の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

85 
危機管理意識の啓

発 
継続 男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

86 
安全で安心なまち

づくりの推進 
継続 

安心なまちづくりのため、夜間における犯罪や交

通事故発生の恐れのある市道に街路灯を設置 
危機管理課 

施策の方向 ２ セクシャルハラスメント防止対策等の推進   

87 

雇用の場における

セクシャルハラス

メント防止啓発 

継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

職員研修の実施及び相談室の開設 人事課 

88 
地域や学校等におけ
るセクシャルハラス
メント防止啓発 

継続 
男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

研修の実施や啓発リーフレットの配布 人権女性政策推進課

 

課題２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援の推進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実    

89 
早期発見のための 

体制の充実 
継続 

関係者に対する啓発の実施 女性相談支援室 

緊急一時保護事業（母子生活支援施設） 福祉総務課 

金沢市地域包括支援センター、民生委員等との連

携による高齢者虐待等の早期発見・相談・支援の

実施 

長寿福祉課 

障害者虐待防止のための相談、指導及び助言の実施 障害福祉課 

 

 

 

基本目標Ⅴ 女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる
社会の実現 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

 80 
生涯にわたる学習

機会の提供 
継続 

金沢マラソンの開催 金沢マラソン推進課 

金沢かがやき発信講座の開催 広報広聴課 

各種スポーツ大会、金沢ウオークの開催 スポーツ振興課 

地域スポーツの振興及び総合型地域スポーツク

ラブの設立支援、団体スポーツボランティア育

成 

スポーツ振興課 

トップアスリートふれあい交流 スポーツ振興課 

市民大学講座の開催 生涯学習課 

生涯学習情報誌「みまっ誌」による情報提供 生涯学習課 

高齢者を対象にした高砂大学・大学院の開設 
生涯学習課 

（中央公民館） 

地区公民館（60 館）による多様な生涯学習活動

の展開（指定管理者制度に基づく地域主体の公

民館運営） 

生涯学習課 

市民学習コーディネート事業の開催 近江町交流プラザ 

「五感で学ぶ金沢の和食・伝統的食文化」普及

継承講座の開催 
近江町交流プラザ 

 

課題４  地域特性を生かした推進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 地域コミュニティを生かした男女共同参画の推進   

81 

「金沢市新協働推

進計画 2016」の推

進 

新規 

市民活動サポートセンターの開設準備 市民協働推進課 

協働に関する情報を掲載した広報誌の回覧によ

る普及啓発 
市民協働推進課 

協働のまちづくりチャレンジ事業の実施 市民協働推進課 

施策の方向 ２ 男女共同参画推進拠点施設等の充実   

82 
男女共同参画推進

の拠点施設の充実 
拡充 

女性のエンパワーメント支援講座の実施 女性センター 

男女共同参画グループ促進事業の実施 女性センター 

女性センター市民企画事業の実施 人権女性政策推進課 
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課題１  女性に対するあらゆる暴力の根絶取組の強化（重点課題） 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性に対するあらゆる暴力（DV・性暴力・ストーカー等）の予防と根絶のための意識啓発  

83 

暴力を根絶するた

めの地域・社会に

対する広報・啓発

活動の推進 

新規 

ＤＶ防止講演会・シンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

パープルリボンツリーの設置等での啓発活動を

実施 
人権女性政策推進課

84 
女性の人権を守る

ための意識の啓発 
継続 

ＤＶ防止講演会・シンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配付（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

人権問題講演会や研修会等の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

85 
危機管理意識の啓

発 
継続 男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

86 
安全で安心なまち

づくりの推進 
継続 

安心なまちづくりのため、夜間における犯罪や交

通事故発生の恐れのある市道に街路灯を設置 
危機管理課 

施策の方向 ２ セクシャルハラスメント防止対策等の推進   

87 

雇用の場における

セクシャルハラス

メント防止啓発 

継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

国・県と連携し普及・啓発等を実施 労働政策課 

職員研修の実施及び相談室の開設 人事課 

88 
地域や学校等におけ
るセクシャルハラス
メント防止啓発 

継続 
男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課

研修の実施や啓発リーフレットの配布 人権女性政策推進課

 

課題２ 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援の推進 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実    

89 
早期発見のための 

体制の充実 
継続 

関係者に対する啓発の実施 女性相談支援室 

緊急一時保護事業（母子生活支援施設） 福祉総務課 

金沢市地域包括支援センター、民生委員等との連

携による高齢者虐待等の早期発見・相談・支援の

実施 

長寿福祉課 

障害者虐待防止のための相談、指導及び助言の実施 障害福祉課 

 

 

 

基本目標Ⅴ 女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる
社会の実現 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

90 
相談窓口の周知の

徹底 
継続 

市のＨＰ、啓発リーフレット・カード配布等によ

る相談支援窓口の周知 
女性相談支援室 

「すこやか長寿」や「金沢市地域包括支援センター」

紹介チラシ等による高齢者虐待相談窓口の紹介 
長寿福祉課 

障害者虐待に関して、市のＨＰ、啓発パンフレッ

ト等による通報、届出、相談窓口の周知 
障害福祉課 

91 

配偶者暴力相談支

援センターの機能

強化 

継続 官民連携強化、関係各課・関係機関との連携 女性相談支援室 

92 
相談員の資質向上の

ための研修の充実 
拡充 

女性相談員の各種研修への参加 女性相談支援室 

ケース検討会、スーパーバイズの実施 女性相談支援室 

施策の方向 ２ 被害者の安全確保と自立支援の充実   

93 

被害者の安全確保

のための体制の充

実 

継続 

緊急時における被害者の安全確保と被害者に関

する情報の保護 
女性相談支援室 

ＤＶ庁内連絡会（関係各課との連携） 女性相談支援室 

高齢者虐待防止緊急措置の実施やお年寄り生活

支援ハウスを利用した一時避難場所の提供 
長寿福祉課 

ＤＶ被害者にかかる個人情報の保護 市民課・関係各課 

虐待を受けた障害者の保護、当該障害者等に関す

る個人情報の保護 
障害福祉課 

ＤＶ被害者の緊急安全確保支援 女性相談支援室 

94 
被害者に対する適

切な情報提供 
継続 支援制度に関する情報の収集・提供 女性相談支援室 

95 
被害者の自立に向

けた支援の実施 
継続 

住まいの確保に関する支援 市営住宅課 

母子生活支援施設への入所 福祉総務課 

ＤＶ被害者の児童手当等請求に関する支援 
福祉総務課 

女性相談支援室 

生活保護や住宅確保給付金の活用による住居確保

の支援 
生活支援課 

96 
被害者の健康に関

する支援の実施 
継続 

適切な医療を受けるための支援 
女性相談支援室・ 

福祉健康センター 

心の健康を回復するための相談、訪問支援 
女性相談支援室・ 

福祉健康センター 

97 
被害者の子どもに

対する支援の実施 
継続 

被害者母子の心のケア 女性相談支援室 

児童相談所における相談・支援 
こども総合相談センター 

（教育プラザ） 

施策の方向 ３ ＤＶ防止・若年層への啓発活動の充実    

98 
市民に対する啓発

の推進 
継続 

ＤＶ防止に関する広報の充実 人権女性政策推進課

研修会やシンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

99 
地域・企業等と連

携した啓発の推進 
継続 

町会･地域団体･企業等を対象としたＤＶ防止に

関する出前講座の実施 
人権女性政策推進課
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

100 
若年層等への教育 

・啓発の推進 
拡充 

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配付（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

学校における人間関係の築き方を含めたＤＶ予

防啓発に関する出前講座の実施 
人権女性政策推進課

ＤＶに関する教材図書・ビデオ等の貸し出し 
地域教育センター 

（教育プラザ） 

若年層へのデート DV 防止啓発事業の実施 人権女性政策推進課

101 
職員等に対する研

修の充実 
継続 市職員や地域の関係者を対象とした研修の実施 人権女性政策推進課

 

 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ４ 関係機関等との連携強化と協力  

102 
関係行政機関の連

携強化 
拡充 

庁外ネットワーク会議の運営 女性相談支援室 

障害者虐待防止連絡会の開催 障害福祉課 

高齢者虐待防止連絡会の開催 長寿福祉課 

103 
民間団体との連携

強化 
継続 市民協働によるＤＶ被害者支援事業の実施 女性相談支援室 

104 庁内連携の強化 継続 庁内連携(庁内連絡会)によるＤＶ被害者支援の実施 女性相談支援室 

 

課題３ 生涯を通じた女性の健康支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の健康づくりの推進  

105 
生涯を通じた健康

支援策の充実 
継続 

健康面に配慮している外食店等の普及及び依頼

栄養教室の開催 
地域保健課 

「金沢市健康教育推進プラン」の実践 学校指導課 

106 

成人・高齢期にお

ける健康支援策の

充実 

継続 

国民健康保険の被保険者を対象とする特定健康

診査・保健指導の実施 

医療保険課 

健康政策課 

生活習慣病重症化予防事業の実施 福祉健康センター 

専門家（精神科医・心理士）によるこころの健康

相談や保健師による相談の実施 
福祉健康センター 

ゲートキーパー手帳の配布 福祉健康センター 

むし歯、歯周病、口腔機能向上の相談と出前講座の開催 健康政策課 

望ましい食習慣の普及のための食生活改善推進

員の養成 
地域保健課 

すこやか検診・人間ドックの実施 市立病院 

女性のこころとからだの健康に関する講座の開催 女性センター 

女性の健康づくりに関するがん検診の開催 健康政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

90 
相談窓口の周知の

徹底 
継続 

市のＨＰ、啓発リーフレット・カード配布等によ

る相談支援窓口の周知 
女性相談支援室 

「すこやか長寿」や「金沢市地域包括支援センター」

紹介チラシ等による高齢者虐待相談窓口の紹介 
長寿福祉課 

障害者虐待に関して、市のＨＰ、啓発パンフレッ

ト等による通報、届出、相談窓口の周知 
障害福祉課 

91 

配偶者暴力相談支

援センターの機能

強化 

継続 官民連携強化、関係各課・関係機関との連携 女性相談支援室 

92 
相談員の資質向上の

ための研修の充実 
拡充 

女性相談員の各種研修への参加 女性相談支援室 

ケース検討会、スーパーバイズの実施 女性相談支援室 

施策の方向 ２ 被害者の安全確保と自立支援の充実   

93 

被害者の安全確保

のための体制の充

実 

継続 

緊急時における被害者の安全確保と被害者に関

する情報の保護 
女性相談支援室 

ＤＶ庁内連絡会（関係各課との連携） 女性相談支援室 

高齢者虐待防止緊急措置の実施やお年寄り生活

支援ハウスを利用した一時避難場所の提供 
長寿福祉課 

ＤＶ被害者にかかる個人情報の保護 市民課・関係各課 

虐待を受けた障害者の保護、当該障害者等に関す

る個人情報の保護 
障害福祉課 

ＤＶ被害者の緊急安全確保支援 女性相談支援室 

94 
被害者に対する適

切な情報提供 
継続 支援制度に関する情報の収集・提供 女性相談支援室 

95 
被害者の自立に向

けた支援の実施 
継続 

住まいの確保に関する支援 市営住宅課 

母子生活支援施設への入所 福祉総務課 

ＤＶ被害者の児童手当等請求に関する支援 
福祉総務課 

女性相談支援室 

生活保護や住宅確保給付金の活用による住居確保

の支援 
生活支援課 

96 
被害者の健康に関

する支援の実施 
継続 

適切な医療を受けるための支援 
女性相談支援室・ 

福祉健康センター 

心の健康を回復するための相談、訪問支援 
女性相談支援室・ 

福祉健康センター 

97 
被害者の子どもに

対する支援の実施 
継続 

被害者母子の心のケア 女性相談支援室 

児童相談所における相談・支援 
こども総合相談センター 

（教育プラザ） 

施策の方向 ３ ＤＶ防止・若年層への啓発活動の充実    

98 
市民に対する啓発

の推進 
継続 

ＤＶ防止に関する広報の充実 人権女性政策推進課

研修会やシンポジウム等の開催 人権女性政策推進課

99 
地域・企業等と連

携した啓発の推進 
継続 

町会･地域団体･企業等を対象としたＤＶ防止に

関する出前講座の実施 
人権女性政策推進課
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

100 
若年層等への教育 

・啓発の推進 
拡充 

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配付（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

学校における人間関係の築き方を含めたＤＶ予

防啓発に関する出前講座の実施 
人権女性政策推進課

ＤＶに関する教材図書・ビデオ等の貸し出し 
地域教育センター 

（教育プラザ） 

若年層へのデート DV 防止啓発事業の実施 人権女性政策推進課

101 
職員等に対する研

修の充実 
継続 市職員や地域の関係者を対象とした研修の実施 人権女性政策推進課

 

 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ４ 関係機関等との連携強化と協力  

102 
関係行政機関の連

携強化 
拡充 

庁外ネットワーク会議の運営 女性相談支援室 

障害者虐待防止連絡会の開催 障害福祉課 

高齢者虐待防止連絡会の開催 長寿福祉課 

103 
民間団体との連携

強化 
継続 市民協働によるＤＶ被害者支援事業の実施 女性相談支援室 

104 庁内連携の強化 継続 庁内連携(庁内連絡会)によるＤＶ被害者支援の実施 女性相談支援室 

 

課題３ 生涯を通じた女性の健康支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 女性の健康づくりの推進  

105 
生涯を通じた健康

支援策の充実 
継続 

健康面に配慮している外食店等の普及及び依頼

栄養教室の開催 
地域保健課 

「金沢市健康教育推進プラン」の実践 学校指導課 

106 

成人・高齢期にお

ける健康支援策の

充実 

継続 

国民健康保険の被保険者を対象とする特定健康

診査・保健指導の実施 

医療保険課 

健康政策課 

生活習慣病重症化予防事業の実施 福祉健康センター 

専門家（精神科医・心理士）によるこころの健康

相談や保健師による相談の実施 
福祉健康センター 

ゲートキーパー手帳の配布 福祉健康センター 

むし歯、歯周病、口腔機能向上の相談と出前講座の開催 健康政策課 

望ましい食習慣の普及のための食生活改善推進

員の養成 
地域保健課 

すこやか検診・人間ドックの実施 市立病院 

女性のこころとからだの健康に関する講座の開催 女性センター 

女性の健康づくりに関するがん検診の開催 健康政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

107 
性差を考慮した医

療の推進 
新規 更年期外来の充実 市立病院 

施策の方向 ２ 妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供   

108 
母子保健の充実 

（妊娠・出産） 
拡充 

妊婦健康相談の実施、ハッピーファミリー教室の

開催 

福祉健康センター 

市立病院 

妊婦のための禁煙外来治療費助成制度 健康政策課 

109 
不妊・不育への支

援の充実 
継続 不妊、不育症治療助成申請の受付 

健康政策課・ 

福祉健康センター 

施策の方向 ３ 女性の健康をおびやかす問題についての対策の促進   

110 
感染症に対する正し

い知識の普及啓発 
継続 

エイズ予防キャンペーンの開催及びエイズ、性感

染症相談窓口の開設 
地域保健課 

111 
薬物乱用、喫煙、

飲酒対策の推進 
拡充 

小中学校での体育科や保健体育科の学習、薬物乱

用防止教室や受動喫煙防止講座の実施 
学校指導課 

薬物乱用防止教室の開催 市立工業高校 

妊婦のための禁煙外来治療費助成制度 健康政策課 

施策の方向 ４ 男女がともに女性の健康について学ぶ機会の提供   

112 
学校における性教

育等の充実 
継続 

学校における性教育等の実施 学校指導課 

「生と性の学習会」の開催 市立工業高校 

性教育に関する教材図書・ビデオ等の貸し出し 
地域教育センター 

（教育プラザ） 

113 

性と生殖の健康・ 

権利に関する意識

の浸透 

継続 

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

デートＤＶ防止啓発出前講座の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」への関連記事掲載 人権女性政策推進課

114 

性、妊娠・出産に関

する適切な教育・啓

発・相談の推進 

継続 
母子健康手帳交付時に冊子等を配布、ハッピーフ

ァミリー教室、ふぁみりーはくくみくらぶの開催 
福祉健康センター 

 

課題４ 困難な状況に置かれている人々への支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ ひとり親家庭等に対する支援の充実  

115 
生活安定のための

経済的支援 
拡充 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 福祉総務課 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 福祉総務課 

ホームフレンド事業・学習支援ボランティア事業 福祉総務課 

地域派遣型学習支援事業（モデル事業）の実施 福祉総務課 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支

援事業 
福祉総務課 

ひとり親家庭に対する医療費助成 健康政策課 

金沢市安定雇用促進奨励金 労働政策課 

金沢市ひとり親家庭雇用奨励金 労働政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

116 生活の自立促進 継続 

職業資格取得の助成（自立支援教育訓練給付金、

高等技能訓練促進費） 
福祉総務課 

母子・父子自立支援プログラム策定事業 福祉総務課 

母子家庭等の自立促進事業 福祉総務課 

生活支援講習会事業 福祉総務課 

117 相談体制の充実 拡充 

母子・父子自立支援員による相談 児童家庭相談室 

ひとり親家庭情報交換等事業 福祉総務課 

ひとり親家庭集中相談窓口の実施 福祉総務課 

施策の方向 ２ だれもが経済的に自立し、生活するための支援の充実   

118 

若年期におけるラ

イフプランニング

支援 

継続 

若者活躍サポート事業の実施 労働政策課 

小中学校におけるキャリア教育の実施 学校指導課 

119 

経済的困難を抱え

る子育て家庭への

支援 

拡充 

療養援護で医療費、教育援護で修学旅行費の一部

を援助 
生活支援課 

生活保護世帯への幼児期任意予防接種費の全額

助成 
健康政策課 

就学援助  教育総務課 

金沢市育英会奨学金の支給 福祉総務課 

児童家庭支援庁内連携推進事業の実施 児童家庭相談室 

児童家庭相談室の設置 児童家庭相談室 

施策の方向 ３ 高齢者や障害のある人のための介護・福祉サービスの充実   

120 
「長寿安心プラ

ン」の推進 
継続 

介護相談員派遣事業 介護保険課 

ケアワーカーカフェの開催 介護保険課 

金沢市地域包括支援センターを中心とした地域

での支援・情報提供体制の充実 
長寿福祉課 

認知症サポーター養成講座開催 長寿福祉課 

住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう地域

に密着した施設を整備 
介護保険課 

介護予防教室等の実施 健康政策課 

121 
「金沢市障害者計

画」の推進 
継続 「金沢市障害者計画」の実施 障害福祉課 

施策の方向 ４ 安心して暮らせるまちづくりと社会参画の推進   

122 
高齢者の社会参加

の促進 
継続 

金沢市介護保険運営協議会等（高齢者の施策立

案・決定・実施過程）への参加 
介護保険課 

いきいき福祉バス助成事業 福祉総務課 

地域サロンの開催 長寿福祉課 

パソコンサロンの設置 長寿福祉課 

シルバー人材センターにおける簡易就労の斡旋 労働政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

107 
性差を考慮した医

療の推進 
新規 更年期外来の充実 市立病院 

施策の方向 ２ 妊娠から出産までの一貫した母子保健サービスの提供   

108 
母子保健の充実 

（妊娠・出産） 
拡充 

妊婦健康相談の実施、ハッピーファミリー教室の

開催 

福祉健康センター 

市立病院 

妊婦のための禁煙外来治療費助成制度 健康政策課 

109 
不妊・不育への支

援の充実 
継続 不妊、不育症治療助成申請の受付 

健康政策課・ 

福祉健康センター 

施策の方向 ３ 女性の健康をおびやかす問題についての対策の促進   

110 
感染症に対する正し

い知識の普及啓発 
継続 

エイズ予防キャンペーンの開催及びエイズ、性感

染症相談窓口の開設 
地域保健課 

111 
薬物乱用、喫煙、

飲酒対策の推進 
拡充 

小中学校での体育科や保健体育科の学習、薬物乱

用防止教室や受動喫煙防止講座の実施 
学校指導課 

薬物乱用防止教室の開催 市立工業高校 

妊婦のための禁煙外来治療費助成制度 健康政策課 

施策の方向 ４ 男女がともに女性の健康について学ぶ機会の提供   

112 
学校における性教

育等の充実 
継続 

学校における性教育等の実施 学校指導課 

「生と性の学習会」の開催 市立工業高校 

性教育に関する教材図書・ビデオ等の貸し出し 
地域教育センター 

（教育プラザ） 

113 

性と生殖の健康・ 

権利に関する意識

の浸透 

継続 

デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布（市内中

学２年生） 
人権女性政策推進課

デートＤＶ防止啓発出前講座の開催 人権女性政策推進課

男女共同参画情報誌「るうぷ」への関連記事掲載 人権女性政策推進課

114 

性、妊娠・出産に関

する適切な教育・啓

発・相談の推進 

継続 
母子健康手帳交付時に冊子等を配布、ハッピーフ

ァミリー教室、ふぁみりーはくくみくらぶの開催 
福祉健康センター 

 

課題４ 困難な状況に置かれている人々への支援 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ ひとり親家庭等に対する支援の充実  

115 
生活安定のための

経済的支援 
拡充 

母子父子寡婦福祉資金貸付金 福祉総務課 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 福祉総務課 

ホームフレンド事業・学習支援ボランティア事業 福祉総務課 

地域派遣型学習支援事業（モデル事業）の実施 福祉総務課 

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支

援事業 
福祉総務課 

ひとり親家庭に対する医療費助成 健康政策課 

金沢市安定雇用促進奨励金 労働政策課 

金沢市ひとり親家庭雇用奨励金 労働政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

116 生活の自立促進 継続 

職業資格取得の助成（自立支援教育訓練給付金、

高等技能訓練促進費） 
福祉総務課 

母子・父子自立支援プログラム策定事業 福祉総務課 

母子家庭等の自立促進事業 福祉総務課 

生活支援講習会事業 福祉総務課 

117 相談体制の充実 拡充 

母子・父子自立支援員による相談 児童家庭相談室 

ひとり親家庭情報交換等事業 福祉総務課 

ひとり親家庭集中相談窓口の実施 福祉総務課 

施策の方向 ２ だれもが経済的に自立し、生活するための支援の充実   

118 

若年期におけるラ

イフプランニング

支援 

継続 

若者活躍サポート事業の実施 労働政策課 

小中学校におけるキャリア教育の実施 学校指導課 

119 

経済的困難を抱え

る子育て家庭への

支援 

拡充 

療養援護で医療費、教育援護で修学旅行費の一部

を援助 
生活支援課 

生活保護世帯への幼児期任意予防接種費の全額

助成 
健康政策課 

就学援助  教育総務課 

金沢市育英会奨学金の支給 福祉総務課 

児童家庭支援庁内連携推進事業の実施 児童家庭相談室 

児童家庭相談室の設置 児童家庭相談室 

施策の方向 ３ 高齢者や障害のある人のための介護・福祉サービスの充実   

120 
「長寿安心プラ

ン」の推進 
継続 

介護相談員派遣事業 介護保険課 

ケアワーカーカフェの開催 介護保険課 

金沢市地域包括支援センターを中心とした地域

での支援・情報提供体制の充実 
長寿福祉課 

認知症サポーター養成講座開催 長寿福祉課 

住み慣れた地域で暮らし続けていけるよう地域

に密着した施設を整備 
介護保険課 

介護予防教室等の実施 健康政策課 

121 
「金沢市障害者計

画」の推進 
継続 「金沢市障害者計画」の実施 障害福祉課 

施策の方向 ４ 安心して暮らせるまちづくりと社会参画の推進   

122 
高齢者の社会参加

の促進 
継続 

金沢市介護保険運営協議会等（高齢者の施策立

案・決定・実施過程）への参加 
介護保険課 

いきいき福祉バス助成事業 福祉総務課 

地域サロンの開催 長寿福祉課 

パソコンサロンの設置 長寿福祉課 

シルバー人材センターにおける簡易就労の斡旋 労働政策課 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

123 
障害のある人の社

会参加の推進 
継続 

障害者ふれあいコンサート開催事業 障害福祉課 

障害のある人の作品展開催事業 障害福祉課 

ほほえみスポーツフェスタ開催事業 障害福祉課 

身体障害者スポーツ教室開催事業 障害福祉課 

メルシーキャブサービス事業 障害福祉課 

チャレンジ就労支援事業 障害福祉課 

福祉タクシー利用助成事業 障害福祉課 

福祉バス運行委託事業 障害福祉課 

障害者自動車運転免許取得助成事業 障害福祉課 

精神保健ボランティア等への合同学習会・交流会の開催 福祉健康センター 

124 
社会基盤のバリア

フリー化の推進 
継続 

金沢福祉用具情報プラザの運営 福祉総務課 

高齢者障害者生活自立住宅改造支援補助金の交付 介護保険課 

緑住宅住戸改善事業（バリアフリー化工事） 市営住宅課 

まちなか住宅建築奨励金による住宅のバリアフリー化促進 住宅政策課 

まちなかマンション購入奨励金による住宅のバリアフ

リー化促進 
住宅政策課 

地区児童館のバリアフリー整備 こども政策推進課 

市有施設等のバリアフリー化の推進（公園） 緑と花の課 

障害者バリアフリー推進事業 障害福祉課 

ノンステップバス等の導入促進 交通政策課 

「金沢ふらっとバス」の運行 歩ける環境推進課 

125 

性的指向と性同一

性障害に関する理

解の促進 

新規 

性的指向と性同一性障害に関する理解の促進の

ための講座の開催 
人権女性政策推進課

リーフレット、啓発冊子等の配布 人権女性政策推進課

 

 

 

 

課題１  国際的な概念や考え方の理解 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 国際的な視野からの啓発・教育と人材の育成   

126 国際理解の促進 継続 
国際交流まつりの開催、公民館等との協働事業

の開催 
国際交流課 

127 
国際的規範に関す

る学習機会の提供 
継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課 

男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課 

 

 

基本目標Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 国際社会の情報の収集と活用の促進   

128 

男女共同参画に関

する国際情報の収

集と提供 

継続 
男女共同参画に関する国際的な動きについての

情報提供 
人権女性政策推進課 

129 

海外資料や国連資

料、刊行物の市民

への提供 

継続 

国連寄託図書館の寄託図書の提供、パネル展の

開催 
泉野図書館 

姉妹都市図書館との交流事業 金沢海みらい図書館 

 

課題２ 多文化が共生する社会づくり 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 国際交流の推進  

130 
各種国際交流への

支援 
継続 

各種国際会議の開催及び開催補助 国際交流課 

国外に青少年を派遣し、現地の青少年との交流促

進を図る「石川少年の翼」（県主催事業）の支援 
生涯学習課 

131 
国際都市交流事業

の推進 
継続 

７姉妹都市、１友好都市との親善交流協力を中心

とした姉妹都市交流事業の実施 
国際交流課 

姉妹校交流（相互訪問等）の実施 市立工業高等学校 

132 国際交流員の活用 継続 
国際交流員による講座の開催、学校・公民館等への

国際交流員の派遣、国際交流事業の補助等の実施 
国際交流課 

施策の方向 ２ 多言語化での情報提供や相談体制の充実   

133 
行政情報の多言語

化の推進 
継続 

庁内各部局からの文書等の翻訳、指定避難場所多

言語マップ作成、生活ガイドの作成 
国際交流課 

134 相談体制の充実 継続 

庁内における多言語電話サービス活用と国際交

流員等によるコミュニケーション補助 
国際交流課 

５カ国語に対応した母子健康手帳の交付 福祉健康センター  
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

123 
障害のある人の社

会参加の推進 
継続 

障害者ふれあいコンサート開催事業 障害福祉課 

障害のある人の作品展開催事業 障害福祉課 

ほほえみスポーツフェスタ開催事業 障害福祉課 

身体障害者スポーツ教室開催事業 障害福祉課 

メルシーキャブサービス事業 障害福祉課 

チャレンジ就労支援事業 障害福祉課 

福祉タクシー利用助成事業 障害福祉課 

福祉バス運行委託事業 障害福祉課 

障害者自動車運転免許取得助成事業 障害福祉課 

精神保健ボランティア等への合同学習会・交流会の開催 福祉健康センター 

124 
社会基盤のバリア

フリー化の推進 
継続 

金沢福祉用具情報プラザの運営 福祉総務課 

高齢者障害者生活自立住宅改造支援補助金の交付 介護保険課 

緑住宅住戸改善事業（バリアフリー化工事） 市営住宅課 

まちなか住宅建築奨励金による住宅のバリアフリー化促進 住宅政策課 

まちなかマンション購入奨励金による住宅のバリアフ

リー化促進 
住宅政策課 

地区児童館のバリアフリー整備 こども政策推進課 

市有施設等のバリアフリー化の推進（公園） 緑と花の課 

障害者バリアフリー推進事業 障害福祉課 

ノンステップバス等の導入促進 交通政策課 

「金沢ふらっとバス」の運行 歩ける環境推進課 

125 

性的指向と性同一

性障害に関する理

解の促進 

新規 

性的指向と性同一性障害に関する理解の促進の

ための講座の開催 
人権女性政策推進課

リーフレット、啓発冊子等の配布 人権女性政策推進課

 

 

 

 

課題１  国際的な概念や考え方の理解 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 国際的な視野からの啓発・教育と人材の育成   

126 国際理解の促進 継続 
国際交流まつりの開催、公民館等との協働事業

の開催 
国際交流課 

127 
国際的規範に関す

る学習機会の提供 
継続 

男女共同参画出前講座の実施 人権女性政策推進課 

男女共同参画アドバイザー養成講座の実施 人権女性政策推進課 

 

 

基本目標Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 
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施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 ２ 国際社会の情報の収集と活用の促進   

128 

男女共同参画に関

する国際情報の収

集と提供 

継続 
男女共同参画に関する国際的な動きについての

情報提供 
人権女性政策推進課 

129 

海外資料や国連資

料、刊行物の市民

への提供 

継続 

国連寄託図書館の寄託図書の提供、パネル展の

開催 
泉野図書館 

姉妹都市図書館との交流事業 金沢海みらい図書館 

 

課題２ 多文化が共生する社会づくり 

施策
番号 施策 方向 事業名 担当課 

施策の方向 １ 国際交流の推進  

130 
各種国際交流への

支援 
継続 

各種国際会議の開催及び開催補助 国際交流課 

国外に青少年を派遣し、現地の青少年との交流促

進を図る「石川少年の翼」（県主催事業）の支援 
生涯学習課 

131 
国際都市交流事業

の推進 
継続 

７姉妹都市、１友好都市との親善交流協力を中心

とした姉妹都市交流事業の実施 
国際交流課 

姉妹校交流（相互訪問等）の実施 市立工業高等学校 

132 国際交流員の活用 継続 
国際交流員による講座の開催、学校・公民館等への

国際交流員の派遣、国際交流事業の補助等の実施 
国際交流課 

施策の方向 ２ 多言語化での情報提供や相談体制の充実   

133 
行政情報の多言語

化の推進 
継続 

庁内各部局からの文書等の翻訳、指定避難場所多

言語マップ作成、生活ガイドの作成 
国際交流課 

134 相談体制の充実 継続 

庁内における多言語電話サービス活用と国際交

流員等によるコミュニケーション補助 
国際交流課 

５カ国語に対応した母子健康手帳の交付 福祉健康センター  
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２ 関係法令等 

 

○女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約（抄） 

1979年12月18日 国際連合総会採択  

1981年９月３日 発効 

 

 この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並

びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認して

いることに留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないも

のであるとの原則を確認していること、並びにすべて

の人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳

及び権利について平等であること並びにすべての人は

性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に

掲げるすべての権利及び自由を享有することができる

ことを宣明していることに留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、

社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有につい

て男女に平等の権利を確保する義務を負っていること

に留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した

男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利

の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず

女子に対する差別が依然として広範に存在しているこ

とを憂慮し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の

尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と

平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化

的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及

び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女

子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に

開発することを一層困難にするものであることを想起

し、 

 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、

雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするもの

を享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が

男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差

別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占

領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全

な享有に不可欠であることを強調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、

すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わな

い。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小

を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核

軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平

等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地

支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利

及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領

土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進

し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献するこ

とを確認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、

あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大

限に参加することを必要としていることを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認

められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的

重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に

留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠

となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体

が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役

割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に

必要であることを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられて

いる諸原則を実施すること及びこのために女子に対す

るあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置を

とることを決意して、 

次のとおり協定した。 

                                        資  料 
 

- 115 - 

 

第１部 

第１条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に

基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、

社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野におい

ても、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）

が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識

し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効

果又は目的を有するものをいう。 

第２条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難

し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当

な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、

及びこのため次のことを約束する。 

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な

法令に組み入れられていない場合にはこれを定

め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法

律その他の適当な手段により確保すること。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立

法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）

をとること。 

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎

として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所そ

の他の公の機関を通じて差別となるいかなる行

為からも女子を効果的に保護することを確保す

ること。 

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行

も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務

に従って行動することを確保すること。 

(e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとること。 

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習

及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとること。 

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規

定を廃止すること。 

 

第３条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、

経済的及び文化的分野において、女子に対して男子と

の平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び

享有することを保障することを目的として、女子の完

全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当

な措置（立法を含む。）をとる。 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目

的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約

に定義する差別と解してはならない。ただし、その

結果としていかなる意味においても不平等な又は別

個の基準を維持し続けることとなってはならず、こ

れらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成さ

れた時に廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措

置（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、

差別と解してはならない。 

第５条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を

とる。 

(a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又

は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣

習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男

女の社会的及び文化的な行動様式を修正するこ

と。 

(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性

についての適正な理解並びに子の養育及び教育

における男女の共同責任についての認識を含め

ることを確保すること。あらゆる場合において、

子の利益は最初に考慮するものとする。 

第６条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売

春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置

（立法を含む。）をとる。 
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２ 関係法令等 

 

○女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約（抄） 

1979年12月18日 国際連合総会採択  

1981年９月３日 発効 

 

 この条約の締約国は、 

 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並

びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認して

いることに留意し、 

 世界人権宣言が、差別は容認することができないも

のであるとの原則を確認していること、並びにすべて

の人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳

及び権利について平等であること並びにすべての人は

性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に

掲げるすべての権利及び自由を享有することができる

ことを宣明していることに留意し、 

 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、

社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有につい

て男女に平等の権利を確保する義務を負っていること

に留意し、 

 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した

男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 

 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利

の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず

女子に対する差別が依然として広範に存在しているこ

とを憂慮し、 

 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の

尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と

平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化

的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及

び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女

子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に

開発することを一層困難にするものであることを想起

し、 

 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、

雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするもの

を享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 

 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が

男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 

 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差

別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占

領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全

な享有に不可欠であることを強調し、 

 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、

すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わな

い。）の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小

を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核

軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平

等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地

支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利

及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領

土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進

し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献するこ

とを確認し、 

 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、

あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大

限に参加することを必要としていることを確信し、 

 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認

められていなかった女子の大きな貢献、母性の社会的

重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に

留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠

となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体

が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 

 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役

割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に

必要であることを認識し、 

 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられて

いる諸原則を実施すること及びこのために女子に対す

るあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置を

とることを決意して、 

次のとおり協定した。 
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第１部 

第１条 

 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に

基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、

社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野におい

ても、女子（婚姻をしているかいないかを問わない。）

が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識

し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効

果又は目的を有するものをいう。 

第２条 

 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難

し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当

な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、

及びこのため次のことを約束する。 

(a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な

法令に組み入れられていない場合にはこれを定

め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法

律その他の適当な手段により確保すること。 

(b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立

法その他の措置（適当な場合には制裁を含む。）

をとること。 

(c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎

として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所そ

の他の公の機関を通じて差別となるいかなる行

為からも女子を効果的に保護することを確保す

ること。 

(d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行

も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務

に従って行動することを確保すること。 

(e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとること。 

(f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習

及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての

適当な措置（立法を含む。）をとること。 

(g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規

定を廃止すること。 

 

第３条 

 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、

経済的及び文化的分野において、女子に対して男子と

の平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び

享有することを保障することを目的として、女子の完

全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当

な措置（立法を含む。）をとる。 

第４条 

１ 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目

的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約

に定義する差別と解してはならない。ただし、その

結果としていかなる意味においても不平等な又は別

個の基準を維持し続けることとなってはならず、こ

れらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成さ

れた時に廃止されなければならない。 

２ 締約国が母性を保護することを目的とする特別措

置（この条約に規定する措置を含む。）をとることは、

差別と解してはならない。 

第５条 

 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置を

とる。 

(a) 両性いずれかの劣等性若しくは優越性の観念又

は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣

習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男

女の社会的及び文化的な行動様式を修正するこ

と。 

(b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性

についての適正な理解並びに子の養育及び教育

における男女の共同責任についての認識を含め

ることを確保すること。あらゆる場合において、

子の利益は最初に考慮するものとする。 

第６条 

 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売

春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置

（立法を含む。）をとる。 
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第２部 

第７条 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子

に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を

とるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件

で次の権利を確保する。 

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権

利並びにすべての公選による機関に選挙される

資格を有する権利 

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並び

に政府のすべての段階において公職に就き及び

すべての公務を遂行する権利 

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府

機関及び非政府団体に参加する権利 

第８条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関

の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の

条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべて

の適当な措置をとる。 

第９条 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女

子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、

特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更

が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又

は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確

保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と

平等の権利を与える。 

第３部 

第10条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子

と平等の権利を確保することを目的として、特に、男

女の平等を基礎として次のことを確保することを目的

として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとる。 

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設におけ

る職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のた

めの同一の条件。このような平等は、就学前教育、

普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育

並びにあらゆる種類の職業訓練において確保さ

れなければならない。 

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格

を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及

び設備を享受する機会 

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における

男女の役割についての定型化された概念の撤廃

を、この目的の達成を助長する男女共学その他の

種類の教育を奨励することにより、また、特に、

教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに

指導方法を調整することにより行うこと。 

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画

を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差

をできる限り早期に減少させることを目的とし

た継続教育計画を利用する同一の機会 

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に

退学した女子のための計画を策定すること。 

(g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機

会 

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育

的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）

を享受する機会 

第11条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、雇用の

分野における女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の

権利 

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利 

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並

びに労働に係るすべての給付及び条件について

の権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職
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業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含

む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の

質の評価に関する取扱いの平等についての権利 

(e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢

その他の労働不能の場合における社会保障）につ

いての権利及び有給休暇についての権利 

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の

保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対す

る差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働

の権利を確保するため、次のことを目的とする適当

な措置をとる。 

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻を

しているかいないかに基づく差別的解雇を制裁

を課して禁止すること。 

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、

従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪

失を伴わない母性休暇を導入すること。 

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動へ

の参加とを両立させることを可能とするために

必要な補助的な社会的サービスの提供を、特に保

育施設網の設置及び充実を促進することにより

奨励すること。 

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されてい

る種類の作業においては、当該女子に対して特別

の保護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学

上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するもの

とし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適

用を拡大する。 

第12条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス

（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機会

を確保することを目的として、保健の分野における

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な

措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、

妊娠、分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必

要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期

間中の適当な栄養を確保する。 

第13条 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特

に次の権利を確保することを目的として、他の経済的

及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 家族給付についての権利 

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用に

ついての権利 

(c) レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面に

おける文化的活動に参加する権利 

第14条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び

家族の経済的生存のために果たしている重要な役割

（貨幣化されていない経済の部門における労働を含

む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対する

この条約の適用を確保するためのすべての適当な措

置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が

農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる

利益を受けることを確保することを目的として、農

村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対

して次の権利を確保する。 

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施

に参加する権利 

(b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カ

ウンセリング及びサービスを含む。）を享受する

権利 

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

(d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育

（実用的な識字に関するものを含む。）並びに、

特に、すべての地域サービス及び普及サービスか

らの利益を享受する権利 
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第２部 

第７条 

 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子

に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置を

とるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件

で次の権利を確保する。 

(a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権

利並びにすべての公選による機関に選挙される

資格を有する権利 

(b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並び

に政府のすべての段階において公職に就き及び

すべての公務を遂行する権利 

(c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府

機関及び非政府団体に参加する権利 

第８条 

 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関

の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の

条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべて

の適当な措置をとる。 

第９条 

１ 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女

子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、

特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更

が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又

は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確

保する。 

２ 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と

平等の権利を与える。 

第３部 

第10条 

 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子

と平等の権利を確保することを目的として、特に、男

女の平等を基礎として次のことを確保することを目的

として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての

適当な措置をとる。 

(a) 農村及び都市のあらゆる種類の教育施設におけ

る職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のた

めの同一の条件。このような平等は、就学前教育、

普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育

並びにあらゆる種類の職業訓練において確保さ

れなければならない。 

(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格

を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及

び設備を享受する機会 

(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における

男女の役割についての定型化された概念の撤廃

を、この目的の達成を助長する男女共学その他の

種類の教育を奨励することにより、また、特に、

教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに

指導方法を調整することにより行うこと。 

(d) 奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会 

(e) 継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画

を含む。）特に、男女間に存在する教育上の格差

をできる限り早期に減少させることを目的とし

た継続教育計画を利用する同一の機会 

(f) 女子の中途退学率を減少させること及び早期に

退学した女子のための計画を策定すること。 

(g) スポーツ及び体育に積極的に参加する同一の機

会 

(h) 家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育

的情報（家族計画に関する情報及び助言を含む。）

を享受する機会 

第11条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、

特に次の権利を確保することを目的として、雇用の

分野における女子に対する差別を撤廃するためのす

べての適当な措置をとる。 

(a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の

権利 

(b) 同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の

適用を含む。）についての権利 

(c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障並

びに労働に係るすべての給付及び条件について

の権利並びに職業訓練及び再訓練（見習、上級職
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業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利 

(d) 同一価値の労働についての同一報酬（手当を含

む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の

質の評価に関する取扱いの平等についての権利 

(e) 社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢

その他の労働不能の場合における社会保障）につ

いての権利及び有給休暇についての権利 

(f) 作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の

保護を含む。）についての権利 

２ 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対す

る差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働

の権利を確保するため、次のことを目的とする適当

な措置をとる。 

(a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻を

しているかいないかに基づく差別的解雇を制裁

を課して禁止すること。 

(b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、

従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪

失を伴わない母性休暇を導入すること。 

(c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動へ

の参加とを両立させることを可能とするために

必要な補助的な社会的サービスの提供を、特に保

育施設網の設置及び充実を促進することにより

奨励すること。 

(d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されてい

る種類の作業においては、当該女子に対して特別

の保護を与えること。 

３ この条に規定する事項に関する保護法令は、科学

上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するもの

とし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適

用を拡大する。 

第12条 

１ 締約国は、男女の平等を基礎として保健サービス

（家族計画に関連するものを含む。）を享受する機会

を確保することを目的として、保健の分野における

女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な

措置をとる。 

２ １の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、

妊娠、分べん及び産後の期間中の適当なサービス（必

要な場合には無料にする。）並びに妊娠及び授乳の期

間中の適当な栄養を確保する。 

第13条 

 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特

に次の権利を確保することを目的として、他の経済的

及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤

廃するためのすべての適当な措置をとる。 

(a) 家族給付についての権利 

(b) 銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用に

ついての権利 

(c) レクリエーション、スポーツ及びあらゆる側面に

おける文化的活動に参加する権利 

第14条 

１ 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び

家族の経済的生存のために果たしている重要な役割

（貨幣化されていない経済の部門における労働を含

む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子に対する

この条約の適用を確保するためのすべての適当な措

置をとる。 

２ 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が

農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる

利益を受けることを確保することを目的として、農

村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての適

当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対

して次の権利を確保する。 

(a) すべての段階における開発計画の作成及び実施

に参加する権利 

(b) 適当な保健サービス（家族計画に関する情報、カ

ウンセリング及びサービスを含む。）を享受する

権利 

(c) 社会保障制度から直接に利益を享受する権利 

(d) 技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正

規であるかないかを問わない。）の訓練及び教育

（実用的な識字に関するものを含む。）並びに、

特に、すべての地域サービス及び普及サービスか

らの利益を享受する権利 
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(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を

通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組

織する権利 

(f) あらゆる地域活動に参加する権利 

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術

を利用する権利並びに土地及び農地の改革並び

に入植計画において平等な待遇を享受する権利 

(h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水

の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受す

る権利 

第４部 

第15条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等

を認める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一

の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行

使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約

を締結し及び財産を管理することにつき女子に対し

て男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所にお

ける手続のすべての段階において女子を男子と平等

に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的

効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文

書（種類のいかんを問わない。）を無効とすることに

同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択

の自由に関する法律において男女に同一の権利を与

える。 

第16条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項

について女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を

基礎として次のことを確保する。 

(a) 婚姻をする同一の権利 

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意

のみにより婚姻をする同一の権利 

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責

任 

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同一の権利及び

責任。あらゆる場合において、子の利益は至上で

ある。 

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもっ

て決定する同一の権利並びにこれらの権利の行

使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同

一の権利 

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに

類する制度が存在する場合にはその制度に係る

同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子

の利益は至上である。 

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択

する権利を含む。） 

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有

し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分す

ることに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないもの

とし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所へ

の婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措

置（立法を含む。）がとられなければならない。 

第５部 

第17条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するため

に、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。〔中略〕委員は、

締約国の国民の中から締約国により選出するものと

し、個人の資格で職務を遂行する。〔後略〕 

その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡

平に行われること並びに異なる文明形態及び主要

な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

〔２～９略〕 

 

第18条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のために

とった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこ

れらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、

                                        資  料 
 

- 119 - 

 

委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出

することを約束する。 

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時

から１年以内 

(b) その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要

請するとき。 

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に

影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 

〔第19、20条略〕 

第21条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じ

て毎年国際連合総会に報告するものとし、また、締

約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び

一般的な性格を有する勧告を行うことができる。〔後

略〕 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用と

して、婦人の地位委員会に送付する。 

〔第22条、第６部略〕 

 

 

○ 北京宣言及び行動綱領目次 

１ 北京宣言（総理府仮訳） 

平成７年10月５日 

 

１ 我々、第４回世界女性会議に参加した政府は、 

２ 国際連合創設50周年に当たる1995年９月、ここ北

京に集い、 

３ 全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平

等、開発及び平和の目標を推進することを決意し、 

４ あらゆる場所のすべての女性の声を受けとめ、か

つ女性たち及びその役割と環境の多様性に留意し、

道を切り開いた女性を讃え、世界の若者の期待に啓

発され、 

５ 女性の地位は過去十年間にいくつかの重要な点で

進歩したが、その進歩は不均衡で、女性と男性の間

の不平等は依然として存在し、主要な障害が残って

おり、すべての人々の安寧に深刻な結果をもたらし

ていることを認識し、 

６ また、この状況は、国内及び国際双方の領域に起

因し、世界の人々の大多数、特に女性と子どもの生

活に影響を与えている貧困の増大によって悪化して

いることを認識し、 

７ 無条件で、これらの制約及び障害に取り組み、世

界中の女性の地位の向上とエンパワーメント（力を

つけること）を更に進めることに献身し、また、こ

れには、現在及び次の世紀へ向かって我々が前進す

るため、決意、希望、協力及び連帯の精神による緊

急の行動を必要とすることに合意する。 

 我々は、以下のことについての我々の誓約（コミッ

トメント）を再確認する。 

８ 国際連合憲章に謳われている女性及び男性の平等

な権利及び本来的な人間の尊厳並びにその他の目的

及び原則、世界人権宣言その他の国際人権文書、殊

に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」及び「児童の権利に関する条約」並びに「女

性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及び「開発の

権利に関する宣言」。 

９ あらゆる人権及び基本的自由の不可侵、不可欠か

つ不可分な部分として、女性及び女児の人権の完全

な実施を保障すること。 

10 平等、開発及び平和の達成を目的とするこれまで

の国際連合の会議及びサミット ― 1985年のナイ

ロビにおける女性に関するもの、1990年のニュー・

ヨークにおける児童に関するもの、1993年のウィー

ンにおける人権に関するもの、1994年のカイロにお

ける人口と開発に関するもの、及び1995年のコペン

ハーゲンにおける社会開発に関するもの ― でな

された合意と進展に基礎を置くこと。 

11 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の

完全かつ効果的な実施を達成すること。 

12 思想、良心、宗教及び信念の自由に対する権利を

含む女性のエンパワーメント及び地位向上、したが

って、女性及び男性の個人的又は他の人々との共同
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(e) 経済分野における平等な機会を雇用又は自営を

通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組

織する権利 

(f) あらゆる地域活動に参加する権利 

(g) 農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術

を利用する権利並びに土地及び農地の改革並び

に入植計画において平等な待遇を享受する権利 

(h) 適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水

の供給、運輸並びに通信に関する条件）を享受す

る権利 

第４部 

第15条 

１ 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等

を認める。 

２ 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一

の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行

使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約

を締結し及び財産を管理することにつき女子に対し

て男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所にお

ける手続のすべての段階において女子を男子と平等

に取り扱う。 

３ 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的

効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文

書（種類のいかんを問わない。）を無効とすることに

同意する。 

４ 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択

の自由に関する法律において男女に同一の権利を与

える。 

第16条 

１ 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項

について女子に対する差別を撤廃するためのすべて

の適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を

基礎として次のことを確保する。 

(a) 婚姻をする同一の権利 

(b) 自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意

のみにより婚姻をする同一の権利 

(c) 婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責

任 

(d) 子に関する事項についての親（婚姻をしているか

いないかを問わない。）としての同一の権利及び

責任。あらゆる場合において、子の利益は至上で

ある。 

(e) 子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもっ

て決定する同一の権利並びにこれらの権利の行

使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同

一の権利 

(f) 子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに

類する制度が存在する場合にはその制度に係る

同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子

の利益は至上である。 

(g) 夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択

する権利を含む。） 

(h) 無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有

し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分す

ることに関する配偶者双方の同一の権利 

２ 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないもの

とし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所へ

の婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措

置（立法を含む。）がとられなければならない。 

第５部 

第17条 

１ この条約の実施に関する進捗状況を検討するため

に、女子に対する差別の撤廃に関する委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。〔中略〕委員は、

締約国の国民の中から締約国により選出するものと

し、個人の資格で職務を遂行する。〔後略〕 

その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡

平に行われること並びに異なる文明形態及び主要

な法体系が代表されることを考慮に入れる。 

〔２～９略〕 

 

第18条 

１ 締約国は、次の場合に、この条約の実施のために

とった立法上、司法上、行政上その他の措置及びこ

れらの措置によりもたらされた進歩に関する報告を、
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委員会による検討のため、国際連合事務総長に提出

することを約束する。 

(a) 当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時

から１年以内 

(b) その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要

請するとき。 

２ 報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に

影響を及ぼす要因及び障害を記載することができる。 

〔第19、20条略〕 

第21条 

１ 委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じ

て毎年国際連合総会に報告するものとし、また、締

約国から得た報告及び情報の検討に基づく提案及び

一般的な性格を有する勧告を行うことができる。〔後

略〕 

２ 国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用と

して、婦人の地位委員会に送付する。 

〔第22条、第６部略〕 

 

 

○ 北京宣言及び行動綱領目次 

１ 北京宣言（総理府仮訳） 

平成７年10月５日 

 

１ 我々、第４回世界女性会議に参加した政府は、 

２ 国際連合創設50周年に当たる1995年９月、ここ北

京に集い、 

３ 全人類のためにあらゆる場所のすべての女性の平

等、開発及び平和の目標を推進することを決意し、 

４ あらゆる場所のすべての女性の声を受けとめ、か

つ女性たち及びその役割と環境の多様性に留意し、

道を切り開いた女性を讃え、世界の若者の期待に啓

発され、 

５ 女性の地位は過去十年間にいくつかの重要な点で

進歩したが、その進歩は不均衡で、女性と男性の間

の不平等は依然として存在し、主要な障害が残って

おり、すべての人々の安寧に深刻な結果をもたらし

ていることを認識し、 

６ また、この状況は、国内及び国際双方の領域に起

因し、世界の人々の大多数、特に女性と子どもの生

活に影響を与えている貧困の増大によって悪化して

いることを認識し、 

７ 無条件で、これらの制約及び障害に取り組み、世

界中の女性の地位の向上とエンパワーメント（力を

つけること）を更に進めることに献身し、また、こ

れには、現在及び次の世紀へ向かって我々が前進す

るため、決意、希望、協力及び連帯の精神による緊

急の行動を必要とすることに合意する。 

 我々は、以下のことについての我々の誓約（コミッ

トメント）を再確認する。 

８ 国際連合憲章に謳われている女性及び男性の平等

な権利及び本来的な人間の尊厳並びにその他の目的

及び原則、世界人権宣言その他の国際人権文書、殊

に「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関す

る条約」及び「児童の権利に関する条約」並びに「女

性に対する暴力の撤廃に関する宣言」及び「開発の

権利に関する宣言」。 

９ あらゆる人権及び基本的自由の不可侵、不可欠か

つ不可分な部分として、女性及び女児の人権の完全

な実施を保障すること。 

10 平等、開発及び平和の達成を目的とするこれまで

の国際連合の会議及びサミット ― 1985年のナイ

ロビにおける女性に関するもの、1990年のニュー・

ヨークにおける児童に関するもの、1993年のウィー

ンにおける人権に関するもの、1994年のカイロにお

ける人口と開発に関するもの、及び1995年のコペン

ハーゲンにおける社会開発に関するもの ― でな

された合意と進展に基礎を置くこと。 

11 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の

完全かつ効果的な実施を達成すること。 

12 思想、良心、宗教及び信念の自由に対する権利を

含む女性のエンパワーメント及び地位向上、したが

って、女性及び男性の個人的又は他の人々との共同
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体における、道徳的、倫理的、精神的及び知的なニ

ーズに寄与し、それによって、彼らに、その完全な

潜在能力を社会において発揮し、自らの願望に従っ

て人生を定める可能性を保障すること。 

 我々は、以下のことを確信する。 

13 女性のエンパワーメント及び意思決定の過程への

参加と権力へのアクセス（参入）を含む、 社会の

あらゆる分野への平等を基礎にした完全な参加は、

平等、開発及び平和の達成に対する基本である。 

14 女性の権利は人権である。 

15 男性と女性による平等な権利、機会及び資源への

アクセス、家族的責任の公平な分担及び彼らの間の

調和のとれたパートナーシップ（提携）が、彼ら及

びその家族の安寧並びに民主主義の強化にとってき

わめて重要である。 

16 持続する経済発展、社会開発、環境保護及び社会

正義に基づく貧困の根絶は、経済社会開発への女性

の関与及び平等な機会並びに人間中心の持続可能な

開発の行為者及び受益者双方としての女性及び男性

の完全かつ平等な参加を必要とする。 

17 すべての女性の健康のあらゆる側面、殊に自らの

出産数を管理する権利を明確に認め再確認すること

は、女性のエンパワーメントの基本である。 

18 地方、国、地域及び世界の平和は達成可能であり、

あらゆるレベルにおける指導性、紛争解決及び永続

的な平和の促進のための主要な勢力である女性の地

位向上と、固く結びついている。 

19 あらゆるレベルにおいて、女性のエンパワーメン

ト及び地位向上を促進するであろう効果的、効率的、

かつ相互に補強しあうジェンダー（社会的、文化的

性差）に敏感な開発政策及びプログラムを含む政策

及び計画を、女性の完全な参加を得て、立案、実施、

監視することが必須である。 

20 市民社会のあらゆる行為者、殊に女性のグループ

及びネットワークその他の非政府機関（ＮＧＯ）並

びに地域に基礎を置く団体が、それらの自治を十分

に尊重した上で、政府との協力に参加し寄与するこ

とは、行動綱領の効果的な実施及びフォローアップ

にとって重要である。 

21 行動綱領の実施には、政府及び国際社会のコミッ

トメント（関与）が必要である。世界会議で行われ

たものを含め、行動のための国内的及び国際的なコ

ミットメント（誓約）を行うことにより、政府及び

国際社会は女性のエンパワーメント及び地位向上の

ための優先的な行動を取る必要性を認める。 

 我々は、以下のことを決意する。 

22 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の

目標を今世紀末までに達成するための努力及び行動

を強化する。 

23 女性及び女児がすべての人権及び基本的自由を完

全に享受することを保障し、これらの権利及び自由

の侵害に対し効果的な行動を取る。 

24 女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃

するために必要なあらゆる措置をとり、男女平等と

女性の地位向上及びエンパワーメントに対するあら

ゆる障害を除去する。 

25 男性に対し、平等に向けてのあらゆる行動に完全

に参加するよう奨励する。 

26 雇用を含め女性の経済的自立を促進し、経済構造

の変革による貧困の構造的な原因に取り組み、開発

の重要な行為者として、農村地域における者を含め

あらゆる女性の生産資源、機会及び公共サービスへ

の平等なアクセスを保障する。 

27 女児及び女性のために基礎教育、生涯教育、識字

及び訓練、並びに基礎的保健医療（プライマリー・

ヘルスケア）の提供を通じて、持続する経済成長を

含め、人間中心の持続可能な開発を促進する。 

28 女性の地位向上のための平和を確保する積極的な

手段を講じ、平和運動において女性が果 たしてき

た主要な役割を認識しつつ、厳正かつ効果的な国際

的管理の下に、全面的かつ完全な軍備縮小に向けて

積極的に働き、あらゆる側面から核軍縮及び核兵器

の拡散防止に寄与する普遍的かつ多国間で効果的に

実証し得る包括的核実験禁止条約の締結に関する交

渉を遅滞無く支援する。 

29 女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止
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し、撤廃する。 

30 女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセス

及び平等な取扱いを保障し、教育を始め女性のリプ

ロダクティブ・ヘルスを促進する。 

31 女性及び少女のあらゆる人権を促進し、保護する。 

32 人種、年齢、言語、民族、文化、宗教、障害のよ

うな要因の故に、あるいは先住民であるために、エ

ンパワーメント及び地位向上に対する多様な障害に

直面しているすべての女性及び少女のあらゆる人権

及び基本的自由の平等な享受を保障するための努力

を強化する。 

33 殊に女性及び少女を保護するため、人道法を含む

国際法の尊重を保障する。 

34 あらゆる年齢の少女及び女性の潜在能力を最大限

に開発し、すべての人々のためより良い世界を構築

するため彼らが完全かつ平等に参加することを保障

し、開発の過程における彼らの役割を促進する。 

 我々は、以下のことを決意する。 

35 女性及び少女の地位向上及びエンパワーメントを

促進する手段として、なかでも国際協力を通じて、

土地、信用保証、科学技術、職業訓練、情報、通信

及び市場を含む経済的資源への平等なアクセスの恩

恵を享受する能力を高めることを含め、女性の経済

的資源への平等なアクセスを確保する。 

36 政府、国際機関及びあらゆるレベルの団体の強力

なコミットメント（関与）を必要とするであろう行

動綱領の成功を確保する。我々は、経済開発、社会

開発及び環境保護は、相互に依存し、持続可能な開

発の相互に強め合う構成要素であり、それは、あら

ゆる人々のためにより良い生活の質を達成するため

の我々の努力の枠組みであることを深く確信する。

環境資源を持続的に活用するために、貧しい人々、

殊に貧困の中に暮らす女性の能力を高めることを認

める公平な社会開発は、持続可能な開発に対する必

要な基盤である。我々は、また、持続可能な開発に

関連する基盤の広い、持続する経済成長は、社会開

発と社会正義を維持するために必要であることを認

識する。行動綱領の成功には、また、国内及び国際

レベルでの資源並びに女性の地位向上のための多国

間、二国間及び民間の財源を含む入手可能なあらゆ

る資金提供の仕組みからの開発途上国に対する新規

かつ追加的資源の十分な動員、国内、小地域、地域

及び国際機関の能力を強化するための財政的資源、

平等な権利、平等な責任及び平等な機会への、また、

あらゆる国内、地域及び国際機関及び政策決定過程

における女性及び男性の平等な参加へのコミットメ

ント（関与）、世界の女性に対する責任のために、あ

らゆるレベルにおける仕組みの創設又は強化を必要

とするであろう。 

37 また、移行期経済の諸国における行動綱領の成功

を確保し、そのために引き続き国際協力及び援助を

必要とするであろう。 

38 我々は、ここに、以下の行動綱領を採択し、政府

としてこれを実施することに責任を負うとともに、

我々のあらゆる政策及び計画にジェンダーの視点が

反映されるよう保障する。我々は、国際連合システ

ム、地域及び国際金融機関、その他関連の地域及び

国際機関並びにあらゆる女性及び男性のみならず非

政府機関に対し、また、市民社会のあらゆる部門に

対し、それらの自主性を十分尊重した上で、政府と

協力して行動綱領の実施に対し、十分に責任を負い、

この行動綱領の実施に寄与することを強く要請する。 

２ 第４回世界女性会議行動綱領（総理府仮訳) 

第１章 使命の声明 

第２章 世界的枠組み 

第３章 重大問題領域 

・ 女性への持続し増大する貧困の重荷 

・ 教育及び訓練における不平等及び不十分並びに

それらへの不平等なアクセス 

・ 保健及び関連サービスにおける不平等及び不十

分並びにそれらへの不平等なアクセス 

・ 女性に対する暴力 

・ 武力又はその他の紛争が女性，特に外国の占領

下に暮らす女性に及ぼす影響 

・ 経済構造及び政策，あらゆる形態の生産活動及
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体における、道徳的、倫理的、精神的及び知的なニ

ーズに寄与し、それによって、彼らに、その完全な

潜在能力を社会において発揮し、自らの願望に従っ

て人生を定める可能性を保障すること。 

 我々は、以下のことを確信する。 

13 女性のエンパワーメント及び意思決定の過程への

参加と権力へのアクセス（参入）を含む、 社会の

あらゆる分野への平等を基礎にした完全な参加は、

平等、開発及び平和の達成に対する基本である。 

14 女性の権利は人権である。 

15 男性と女性による平等な権利、機会及び資源への

アクセス、家族的責任の公平な分担及び彼らの間の

調和のとれたパートナーシップ（提携）が、彼ら及

びその家族の安寧並びに民主主義の強化にとってき

わめて重要である。 

16 持続する経済発展、社会開発、環境保護及び社会

正義に基づく貧困の根絶は、経済社会開発への女性

の関与及び平等な機会並びに人間中心の持続可能な

開発の行為者及び受益者双方としての女性及び男性

の完全かつ平等な参加を必要とする。 

17 すべての女性の健康のあらゆる側面、殊に自らの

出産数を管理する権利を明確に認め再確認すること

は、女性のエンパワーメントの基本である。 

18 地方、国、地域及び世界の平和は達成可能であり、

あらゆるレベルにおける指導性、紛争解決及び永続

的な平和の促進のための主要な勢力である女性の地

位向上と、固く結びついている。 

19 あらゆるレベルにおいて、女性のエンパワーメン

ト及び地位向上を促進するであろう効果的、効率的、

かつ相互に補強しあうジェンダー（社会的、文化的

性差）に敏感な開発政策及びプログラムを含む政策

及び計画を、女性の完全な参加を得て、立案、実施、

監視することが必須である。 

20 市民社会のあらゆる行為者、殊に女性のグループ

及びネットワークその他の非政府機関（ＮＧＯ）並

びに地域に基礎を置く団体が、それらの自治を十分

に尊重した上で、政府との協力に参加し寄与するこ

とは、行動綱領の効果的な実施及びフォローアップ

にとって重要である。 

21 行動綱領の実施には、政府及び国際社会のコミッ

トメント（関与）が必要である。世界会議で行われ

たものを含め、行動のための国内的及び国際的なコ

ミットメント（誓約）を行うことにより、政府及び

国際社会は女性のエンパワーメント及び地位向上の

ための優先的な行動を取る必要性を認める。 

 我々は、以下のことを決意する。 

22 「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」の

目標を今世紀末までに達成するための努力及び行動

を強化する。 

23 女性及び女児がすべての人権及び基本的自由を完

全に享受することを保障し、これらの権利及び自由

の侵害に対し効果的な行動を取る。 

24 女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃

するために必要なあらゆる措置をとり、男女平等と

女性の地位向上及びエンパワーメントに対するあら

ゆる障害を除去する。 

25 男性に対し、平等に向けてのあらゆる行動に完全

に参加するよう奨励する。 

26 雇用を含め女性の経済的自立を促進し、経済構造

の変革による貧困の構造的な原因に取り組み、開発

の重要な行為者として、農村地域における者を含め

あらゆる女性の生産資源、機会及び公共サービスへ

の平等なアクセスを保障する。 

27 女児及び女性のために基礎教育、生涯教育、識字

及び訓練、並びに基礎的保健医療（プライマリー・

ヘルスケア）の提供を通じて、持続する経済成長を

含め、人間中心の持続可能な開発を促進する。 

28 女性の地位向上のための平和を確保する積極的な

手段を講じ、平和運動において女性が果 たしてき

た主要な役割を認識しつつ、厳正かつ効果的な国際

的管理の下に、全面的かつ完全な軍備縮小に向けて

積極的に働き、あらゆる側面から核軍縮及び核兵器

の拡散防止に寄与する普遍的かつ多国間で効果的に

実証し得る包括的核実験禁止条約の締結に関する交

渉を遅滞無く支援する。 

29 女性及び少女に対するあらゆる形態の暴力を阻止
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し、撤廃する。 

30 女性及び男性の教育及び保健への平等なアクセス

及び平等な取扱いを保障し、教育を始め女性のリプ

ロダクティブ・ヘルスを促進する。 

31 女性及び少女のあらゆる人権を促進し、保護する。 

32 人種、年齢、言語、民族、文化、宗教、障害のよ

うな要因の故に、あるいは先住民であるために、エ

ンパワーメント及び地位向上に対する多様な障害に

直面しているすべての女性及び少女のあらゆる人権

及び基本的自由の平等な享受を保障するための努力

を強化する。 

33 殊に女性及び少女を保護するため、人道法を含む

国際法の尊重を保障する。 

34 あらゆる年齢の少女及び女性の潜在能力を最大限

に開発し、すべての人々のためより良い世界を構築

するため彼らが完全かつ平等に参加することを保障

し、開発の過程における彼らの役割を促進する。 

 我々は、以下のことを決意する。 

35 女性及び少女の地位向上及びエンパワーメントを

促進する手段として、なかでも国際協力を通じて、

土地、信用保証、科学技術、職業訓練、情報、通信

及び市場を含む経済的資源への平等なアクセスの恩

恵を享受する能力を高めることを含め、女性の経済

的資源への平等なアクセスを確保する。 

36 政府、国際機関及びあらゆるレベルの団体の強力

なコミットメント（関与）を必要とするであろう行

動綱領の成功を確保する。我々は、経済開発、社会

開発及び環境保護は、相互に依存し、持続可能な開

発の相互に強め合う構成要素であり、それは、あら

ゆる人々のためにより良い生活の質を達成するため

の我々の努力の枠組みであることを深く確信する。

環境資源を持続的に活用するために、貧しい人々、

殊に貧困の中に暮らす女性の能力を高めることを認

める公平な社会開発は、持続可能な開発に対する必

要な基盤である。我々は、また、持続可能な開発に

関連する基盤の広い、持続する経済成長は、社会開

発と社会正義を維持するために必要であることを認

識する。行動綱領の成功には、また、国内及び国際

レベルでの資源並びに女性の地位向上のための多国

間、二国間及び民間の財源を含む入手可能なあらゆ

る資金提供の仕組みからの開発途上国に対する新規

かつ追加的資源の十分な動員、国内、小地域、地域

及び国際機関の能力を強化するための財政的資源、

平等な権利、平等な責任及び平等な機会への、また、

あらゆる国内、地域及び国際機関及び政策決定過程

における女性及び男性の平等な参加へのコミットメ

ント（関与）、世界の女性に対する責任のために、あ

らゆるレベルにおける仕組みの創設又は強化を必要

とするであろう。 

37 また、移行期経済の諸国における行動綱領の成功

を確保し、そのために引き続き国際協力及び援助を

必要とするであろう。 

38 我々は、ここに、以下の行動綱領を採択し、政府

としてこれを実施することに責任を負うとともに、

我々のあらゆる政策及び計画にジェンダーの視点が

反映されるよう保障する。我々は、国際連合システ

ム、地域及び国際金融機関、その他関連の地域及び

国際機関並びにあらゆる女性及び男性のみならず非

政府機関に対し、また、市民社会のあらゆる部門に

対し、それらの自主性を十分尊重した上で、政府と

協力して行動綱領の実施に対し、十分に責任を負い、

この行動綱領の実施に寄与することを強く要請する。 

２ 第４回世界女性会議行動綱領（総理府仮訳) 

第１章 使命の声明 

第２章 世界的枠組み 

第３章 重大問題領域 

・ 女性への持続し増大する貧困の重荷 

・ 教育及び訓練における不平等及び不十分並びに

それらへの不平等なアクセス 

・ 保健及び関連サービスにおける不平等及び不十

分並びにそれらへの不平等なアクセス 

・ 女性に対する暴力 

・ 武力又はその他の紛争が女性，特に外国の占領

下に暮らす女性に及ぼす影響 

・ 経済構造及び政策，あらゆる形態の生産活動及
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び資源へのアクセスにおける不平等 

・ あらゆるレベルの権力と意思決定の分担におけ

る男女間の不平等 

・ あらゆるレベルにおける女性の地位向上を促進

するための不十分な仕組み 

・ 女性の人権の尊重の欠如及びそれらの不十分な

促進と保護 

・ あらゆる通信システム，特にメディアにおける

女性の固定観念化及び女性のアクセス及び参加

の不平等 

・ 天然資源の管理及び環境の保護における男女の

不平等 

・ 女児の権利に対する持続的な差別及び侵害。 

第４章 戦略目標及び行動 

・ 女性と貧困 

・ 女性の教育と訓練 

・ 女性と健康 

・ 女性に対する暴力 

・ 女性と武力闘争 

・ 女性と経済 

・ 権力及び意思決定における女性 

・ 女性の地位向上のための制度的な仕組み 

・ 女性の人権 

・ 女性とメディア 

・ 女性と環境 

・ 女児 

第５章 制度的整備 

・ 国内レベル 

・ 小地域／地域レベル 

・ 国際レベル 

第６章 財政的整備 

・ 国内レベル 

・ 地域レベル 

・ 国際レベル 

 

 

○男女共同参画社会基本法 

（平成11年６月23日法律第78号) 

最終改正：平成11年12月22日法律第160号 

前文 

第１章 総則（第１条―第12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第13条―第20条） 

第３章 男女共同参画会議（第21条―第28条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも
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に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

（2） 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該

機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当

該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に

行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ
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び資源へのアクセスにおける不平等 

・ あらゆるレベルの権力と意思決定の分担におけ

る男女間の不平等 

・ あらゆるレベルにおける女性の地位向上を促進

するための不十分な仕組み 

・ 女性の人権の尊重の欠如及びそれらの不十分な

促進と保護 

・ あらゆる通信システム，特にメディアにおける

女性の固定観念化及び女性のアクセス及び参加

の不平等 

・ 天然資源の管理及び環境の保護における男女の

不平等 

・ 女児の権利に対する持続的な差別及び侵害。 

第４章 戦略目標及び行動 

・ 女性と貧困 

・ 女性の教育と訓練 

・ 女性と健康 

・ 女性に対する暴力 

・ 女性と武力闘争 

・ 女性と経済 

・ 権力及び意思決定における女性 

・ 女性の地位向上のための制度的な仕組み 

・ 女性の人権 

・ 女性とメディア 

・ 女性と環境 

・ 女児 

第５章 制度的整備 

・ 国内レベル 

・ 小地域／地域レベル 

・ 国際レベル 

第６章 財政的整備 

・ 国内レベル 

・ 地域レベル 

・ 国際レベル 

 

 

○男女共同参画社会基本法 

（平成11年６月23日法律第78号) 

最終改正：平成11年12月22日法律第160号 

前文 

第１章 総則（第１条―第12条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第13条―第20条） 

第３章 男女共同参画会議（第21条―第28条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実

に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされて

いる。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等

我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分か

ち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分

に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実

現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置

付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこと

が重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理

念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、

地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関

する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社

会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参

画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするととも
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に、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、男女共同参画

社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の

対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

（2） 積極的改善措置 前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該

機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差

別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力

を発揮する機会が確保されることその他の男女の人

権が尊重されることを旨として、行われなければな

らない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会

における制度又は慣行が、性別による固定的な役割

分担等を反映して、男女の社会における活動の選択

に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女

共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれが

あることにかんがみ、社会における制度又は慣行が

男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響

をできる限り中立なものとするように配慮されなけ

ればならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の

対等な構成員として、国若しくは地方公共団体にお

ける政策又は民間の団体における方針の立案及び決

定に共同して参画する機会が確保されることを旨と

して、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する

男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について

家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当

該活動以外の活動を行うことができるようにするこ

とを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会に

おける取組と密接な関係を有していることにかんが

み、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に

行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同

参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有す

る。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女

共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性

に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務） 

第10条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社

会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなけ
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ればならない。 

（法制上の措置等） 

第11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ

ればならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした

文書を作成し、これを国会に提出しなければならな

い。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

（1） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

（1） 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画

計画」という。）を定めるように努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成

に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。 
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（苦情の処理等） 

第17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の

処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因

によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

（国際的協調のための措置） 

第19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国

際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（1） 男女共同参画基本計画に関し、第13条第３

項に規定する事項を処理すること。 

（2） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

（3） 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（4） 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼ

す影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。 

（組織） 

第23条 会議は、議長及び議員24人以内をもって組織

する。 

（議長） 

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する

者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の10分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の10分の

４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期
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ればならない。 

（法制上の措置等） 

第11条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第12条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の

形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなけ

ればならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社

会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした

文書を作成し、これを国会に提出しなければならな

い。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第13条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画

（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めな

ければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

（1） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴い

て、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決

定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を

公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更に

ついて準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第14条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案し

て、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定

めなければならない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

（1） 都道府県の区域において総合的かつ長期的

に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱 

（2） 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男

女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画

計画」という。）を定めるように努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計

画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第15条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の

形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及

び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成

に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第16条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。 
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（苦情の処理等） 

第17条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の

処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱

いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因

によって人権が侵害された場合における被害者の救

済を図るために必要な措置を講じなければならない。 

（調査研究） 

第18条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同

参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その

他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

策定に必要な調査研究を推進するように努めるもの

とする。 

（国際的協調のための措置） 

第19条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調

の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国

際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措

置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第20条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男

女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支

援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ず

るように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第21条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第22条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（1） 男女共同参画基本計画に関し、第13条第３

項に規定する事項を処理すること。 

（2） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

（3） 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

（4） 政府が実施する男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼ

す影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を

述べること。 

（組織） 

第23条 会議は、議長及び議員24人以内をもって組織

する。 

（議長） 

第24条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内

閣総理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を

有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する

者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の

総数の10分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方

の議員の数は、同号に規定する議員の総数の10分の

４未満であってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第26条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とす

る。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期
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間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることがで

きる。 

（資料提出の要求等） 

第27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第

７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議

会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条

の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第21

条第１項の規定により置かれた審議会となり、同一

性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第 

１項の規定により任命された男女共同参画審議会の委

員である者は、この法律の施行の日に、第23条第１

項の規定により、審議会の委員として任命されたも

のとみなす。この場合において、その任命されたも

のとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にか

かわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委

員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第

１項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第３項の規定により指名され

た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日

に、第24条第１項の規定により審議会の会長として

定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会

長の職務を代理する委員として指名されたものとみ

なす。 

附 則 （平成11年７月16日法律第102号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（施行の日＝平成13年１月６日） 

(1) 略 

(2) 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、

第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の

日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他職

員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、

当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞ

れ法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。 
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○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律 

（平成13年４月13日法律第31号） 

最終改正：平成25年7月3日法律第72号 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第

２条の２・第２条の３） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―

第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２） 

第４章 保護命令（第10条―第28条） 

第５章 雑則（第23条―第28条） 

第５章の２ 補則（第28条の２） 

第６章 罰則（第29条・第30条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、

経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を

加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の

妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要である。

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めて

いる国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律

を制定する。 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第28条の２におい

て「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚

したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第１条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項にお

いて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的

な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項にお

いて「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 
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間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることがで

きる。 

（資料提出の要求等） 

第27条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要

があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意

見の開陳、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要

があると認めるときは、前項に規定する者以外の者

に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

（政令への委任） 

第28条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び

議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第

７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議

会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条

の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第21

条第１項の規定により置かれた審議会となり、同一

性をもって存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第 

１項の規定により任命された男女共同参画審議会の委

員である者は、この法律の施行の日に、第23条第１

項の規定により、審議会の委員として任命されたも

のとみなす。この場合において、その任命されたも

のとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にか

かわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委

員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第

１項の規定により定められた男女共同参画審議会の

会長である者又は同条第３項の規定により指名され

た委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日

に、第24条第１項の規定により審議会の会長として

定められ、又は同条第３項の規定により審議会の会

長の職務を代理する委員として指名されたものとみ

なす。 

附 則 （平成11年７月16日法律第102号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平

成11年法律第88号）の施行の日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

（施行の日＝平成13年１月６日） 

(1) 略 

(2) 附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、

第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の

日 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第28条 この法律の施行の日の前日において次に掲げ

る従前の審議会その他の機関の会長、委員その他職

員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、

当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞ

れ法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第30条 第２条から前条までに規定するもののほか、

この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に

法律で定める。 
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○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律 

（平成13年４月13日法律第31号） 

最終改正：平成25年7月3日法律第72号 

前文 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第

２条の２・第２条の３） 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等（第３条―

第５条） 

第３章 被害者の保護（第６条―第９条の２） 

第４章 保護命令（第10条―第28条） 

第５章 雑則（第23条―第28条） 

第５章の２ 補則（第28条の２） 

第６章 罰則（第29条・第30条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の

下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為を

も含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者

の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、

配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、

経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を

加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の

妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の

実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被

害者を保護するための施策を講ずることが必要である。

このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めて

いる国際社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者から

の暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律

を制定する。 

第１章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第28条の２におい

て「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配

偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その

者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者から引き続き受け

る身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの

暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をし

ていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を

含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚

したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第１条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を

防止するとともに、被害者の自立を支援することを

含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５項にお

いて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的

な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項にお

いて「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条

第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の市町村

基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 
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３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画 

（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第６号、第５条及び第８条の３において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

(4) 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

                                        資  料 
 

- 129 - 

 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定

その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の

規定により通報することを妨げるものと解釈しては

ならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての

説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和29年法

律第162号）、警察官職務執行法（昭和23年法律第13

６号）その他の法令の定めるところにより、暴力の

制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第15条第３項において同じ。）又

は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者か

ら、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するた

めの援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相

当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けて

いる者に対し、国家公安委員会規則で定めるところ

により、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止す

るために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定

める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務

所」という。）は、生活保護法（昭和25年法律第144

号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、母子及び

寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）その他の法令の

定めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を
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３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画 

（以下この条において「都道府県基本計画」という。）

を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針

に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該

市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という。）

を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県

基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相

談所その他の適切な施設において、当該各施設が配

偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよ

うにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと

しての機能を果たすようにするよう努めるものとす

る。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務

を行うものとする。 

(1) 被害者に関する各般の問題について、相談に

応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う

機関を紹介すること。 

(2) 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

(3) 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に

あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第６号、第５条及び第８条の３において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。 

(4) 被害者が自立して生活することを促進するた

め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

(5) 第４章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 

(6) 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委

託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行う

に当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 
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（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の

保護を行うことができる。 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報す

ることができる。この場合において、その者の意思

を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定

その他の守秘義務に関する法律の規定は、前２項の

規定により通報することを妨げるものと解釈しては

ならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての

説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第３条第３項の規定により配偶者暴

力相談支援センターが行う業務の内容について説明

及び助言を行うとともに、必要な保護を受けること

を勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和29年法

律第162号）、警察官職務執行法（昭和23年法律第13

６号）その他の法令の定めるところにより、暴力の

制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力によ

る被害の発生を防止するために必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につい

ては、方面本部長。第15条第３項において同じ。）又

は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者か

ら、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するた

めの援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相

当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けて

いる者に対し、国家公安委員会規則で定めるところ

により、当該被害を自ら防止するための措置の教示

その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止す

るために必要な援助を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定

める福祉に関する事務所（次条において「福祉事務

所」という。）は、生活保護法（昭和25年法律第144

号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、母子及び

寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）その他の法令の

定めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関その他

の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、

その適切な保護が行われるよう、相互に連携を図り

ながら協力するよう努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係る

職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を
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受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第10条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章に

おいて同じ。）を受けた者に限る。以下この章におい

て同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受け

た者である場合にあっては配偶者からの更なる身体

に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力。第12条第１項第２号に

おいて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受

ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号におい

て同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項

第３号及び第４号並びに第18条第１項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第２号に掲げる事項については、申立ての時

において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共に

する場合に限る。 

(1) 命令の効力が生じた日から起算して６月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならない

こと。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令

の効力が生じた日から起算して６月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの

行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から

午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。 

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

(8) その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

12条第１項第３号において単に「子」という。）と同

居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ

戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の
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事情があることから被害者がその同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、第１項

第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と

共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）、就学する学校その他の場所におい

て当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が15歳以上であるときは、その同意

がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害

者の親族その他被害者と社会生活において密接な関

係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と

同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第

12条第１項第４号において「親族等」という。）の住

居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行って

いることその他の事情があることから被害者がその

親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるときは、

第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者

と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が15歳未満の者又は成年被後見人である場

合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合

に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第11条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る

事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき

又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄す

る地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在地 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第12条 第10条第１項から第４項までの規定による命

令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲

げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

(3) 第10条第３項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

(4) 第10条第４項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無
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受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう

努めるものとする。 

第４章 保護命令 

（保護命令） 

第10条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対し害

を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章に

おいて同じ。）を受けた者に限る。以下この章におい

て同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受け

た者である場合にあっては配偶者からの更なる身体

に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受け

た後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から引き

続き受ける身体に対する暴力。第12条第１項第２号に

おいて同じ。）により、配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受

ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻

が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった

者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号におい

て同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を

受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申

立てにより、その生命又は身体に危害が加えられるこ

とを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合に

あっては、当該配偶者であった者。以下この条、同項

第３号及び第４号並びに第18条第１項において同じ。）

に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。

ただし、第２号に掲げる事項については、申立ての時

において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共に

する場合に限る。 

(1) 命令の効力が生じた日から起算して６月間、

被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同じ。）

その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常

所在する場所の付近をはいかいしてはならない

こと。 

(2) 命令の効力が生じた日から起算して２月間、

被害者と共に生活の本拠としている住居から退

去すること及び当該住居の付近をはいかいして

はならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が

加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令

の効力が生じた日から起算して６月を経過する日ま

での間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの

行為もしてはならないことを命ずるものとする。 

(1) 面会を要求すること。 

(2) その行動を監視していると思わせるような事

項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

(4) 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得

ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 

(5) 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から

午前６時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。 

(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌

悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 

(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り

得る状態に置くこと。 

(8) その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

12条第１項第３号において単に「子」という。）と同

居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ

戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の
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事情があることから被害者がその同居している子に

関して配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、第１項

第１号の規定による命令を発する裁判所又は発した

裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と

共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）、就学する学校その他の場所におい

て当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、

就学する学校その他その通常所在する場所の付近を

はいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が15歳以上であるときは、その同意

がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害

者の親族その他被害者と社会生活において密接な関

係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と

同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第

12条第１項第４号において「親族等」という。）の住

居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行って

いることその他の事情があることから被害者がその

親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため必要があると認めるときは、

第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又

は身体に危害が加えられることを防止するため、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して６月を

経過する日までの間、当該親族等の住居（当該配偶者

と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項

において同じ。）その他の場所において当該親族等の

身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満

の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当

該親族等が15歳未満の者又は成年被後見人である場

合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合

に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第11条 前条第１項の規定による命令の申立てに係る

事件は、相手方の住所（日本国内に住所がないとき

又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄す

る地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることが

できる。 

(1) 申立人の住所又は居所の所在地 

(2) 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第12条 第10条第１項から第４項までの規定による命

令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に掲

げる事項を記載した書面でしなければならない。 

(1) 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

(2) 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

(3) 第10条第３項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされ

ることを防止するため当該命令を発する必要が

あると認めるに足りる申立ての時における事情 

(4) 第10条第４項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため当該命令を発する必要があると

認めるに足りる申立ての時における事情 

(5) 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無
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及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事

項についての申立人の供述を記載した書面で公証人

法（明治41年法律第53号）第58条ノ２第１項の認証

を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第13条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につ

いては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第14条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う

ことができる審尋の期日を経なければ、これを発す

ることができない。ただし、その期日を経ることに

より保護命令の申立ての目的を達することができな

い事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第12条第１項第５号イからニまでに掲げ

る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶

者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対

し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた

際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記

載した書面の提出を求めるものとする。この場合に

おいて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第15条 保護命令の申立てについての決定には、理由

を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない

で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第12条第１項第５号イからニまで

に掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、

速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申

立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保

護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セン

ター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第16条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第10条第１項第１号の規定によ

る命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第
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２項から第４項までの規定による命令が発せられて

いるときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも

命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第10条第１項第１号の規定による命

令を取り消す場合において、同条第２項から第４項ま

での規定による命令が発せられているときは、抗告裁

判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命

令について、第３項若しくは第４項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第17条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の

申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保

護命令を取り消さなければならない。第10条第１項

第１号又は第２項から第４項までの規定による命令

にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日

から起算して３月を経過した後において、同条第１

項第２号の規定による命令にあっては当該命令が効

力を生じた日から起算して２週間を経過した後にお

いて、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁

判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がない

ことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第10条第１項第１号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当該

命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第15条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の

場合について準用する。 

（第10条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て） 

第18条 第10条第１項第２号の規定による命令が発せ

られた後に当該発せられた命令の申立ての理由とな

った身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同

一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度

の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に

生活の本拠としている住居から転居しようとする被

害者がその責めに帰することのできない事由により

当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して

２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了

することができないことその他の同号の規定による

命令を再度発する必要があると認めるべき事情があ

るときに限り、当該命令を発するものとする。ただ

し、当該命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命

令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第12条の規定の

適用については、同条第１項各号列記以外の部分中

「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及

び第５号に掲げる事項並びに第18条第１項本文の事

情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とあ

るのは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18

条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１

号から第４号までに掲げる事項」とあるのは「同項

第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18条第１項

本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第19条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄

写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができる。

ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関

し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第20条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管

轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職

務を行うことができない場合には、法務大臣は、当
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及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日

時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５

号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第１号から第４号までに掲げる事

項についての申立人の供述を記載した書面で公証人

法（明治41年法律第53号）第58条ノ２第１項の認証

を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判） 

第13条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件につ

いては、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第14条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会う

ことができる審尋の期日を経なければ、これを発す

ることができない。ただし、その期日を経ることに

より保護命令の申立ての目的を達することができな

い事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第12条第１項第５号イからニまでに掲げ

る事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶

者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対

し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた

際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記

載した書面の提出を求めるものとする。この場合に

おいて、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長

又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは

保護を求められた職員に対し、同項の規定により書

面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めるこ

とができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第15条 保護命令の申立てについての決定には、理由

を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ない

で決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日におけ

る言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を

管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知する

ものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第12条第１項第５号イからニまで

に掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、

速やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当

該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援セ

ンター（当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センターが２以上ある場合にあっては、申

立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保

護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援セン

ター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第16条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、

即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることができ

る。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所

も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第10条第１項第１号の規定によ

る命令の効力の停止を命ずる場合において、同条第
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２項から第４項までの規定による命令が発せられて

いるときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも

命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第10条第１項第１号の規定による命

令を取り消す場合において、同条第２項から第４項ま

での規定による命令が発せられているときは、抗告裁

判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護命

令について、第３項若しくは第４項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを

取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、そ

の旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談

支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につい

て準用する。 

（保護命令の取消し） 

第17条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の

申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保

護命令を取り消さなければならない。第10条第１項

第１号又は第２項から第４項までの規定による命令

にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日

から起算して３月を経過した後において、同条第１

項第２号の規定による命令にあっては当該命令が効

力を生じた日から起算して２週間を経過した後にお

いて、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁

判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がない

ことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第10条第１項第１号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当該

命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第15条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の

場合について準用する。 

（第10条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て） 

第18条 第10条第１項第２号の規定による命令が発せ

られた後に当該発せられた命令の申立ての理由とな

った身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同

一の事実を理由とする同号の規定による命令の再度

の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に

生活の本拠としている住居から転居しようとする被

害者がその責めに帰することのできない事由により

当該発せられた命令の効力が生ずる日から起算して

２月を経過する日までに当該住居からの転居を完了

することができないことその他の同号の規定による

命令を再度発する必要があると認めるべき事情があ

るときに限り、当該命令を発するものとする。ただ

し、当該命令を発することにより当該配偶者の生活

に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該命

令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第12条の規定の

適用については、同条第１項各号列記以外の部分中

「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、第２号及

び第５号に掲げる事項並びに第18条第１項本文の事

情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とあ

るのは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18

条第１項本文の事情」と、同条第２項中「同項第１

号から第４号までに掲げる事項」とあるのは「同項

第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18条第１項

本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第19条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄

写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に

関する事項の証明書の交付を請求することができる。

ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関

し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の

指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達が

あるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第20条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管

轄区域内に公証人がいない場合又は公証人がその職

務を行うことができない場合には、法務大臣は、当
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該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務す

る法務事務官に第12条第２項（第18条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行

わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第21条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しな

い限り、民事訴訟法（平成８年法律第109号）の規定

を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第22条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定

める。 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第23条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務

関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被

害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権

を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保

持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者

の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深

めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第24条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓

発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第25条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生

のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復さ

せるための方法等に関する調査研究の推進並びに被

害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努め

るものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第26条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものと

する。 

（都道府県及び市の支弁） 

第27条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。 

(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

(2) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。 

（国の負担及び補助） 

第28条 国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同

項第１号及び第２号に掲げるものについては、その

10分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の10分の５以内を補助することができる。 

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 

                                        資  料 
 

- 135 - 

 

第５章の２補則 

（この法律の準用） 

第28条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規

定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを

除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係

にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、

当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について

準用する。この場合において、これらの規定中「配

偶者からの暴力」とあるのは「第28条の２に規定す

る関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

 

第２条 被害者 被害者（第28条の２

に規定する関係にあ

る相手からの暴力を

受けた者をいう。以

下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定する関係

にある相手又は同条

に規定する関係にあ

る相手であった者 

第10条第１項

から第４項ま

で、第11条第

２項第２号、

第12条第１項

第１号から第

４号まで及び

第18条第１項 

配偶者 第28条の２に規定す

る関係にある相手 

第10条第１項 離婚をし、又

はその婚姻

が取り消さ

れた場合 

第28条の２に規定す

る関係を解消した場

合 

 

第６章 罰則 

第29条 保護命令（前条において読み替えて準用する

第10条第1項から第４項までの規定によるものを含

む。次条において同じ。）に違反した者は、１年以下

の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第30条 第12条第１項（第18条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第28条の２にお

いて読み替えて準用する第12条第１項（第28条の２

において準用する第18条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき

事項について虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。ただし、第２章、第６条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

７条、第９条（配偶者暴力相談支援センターに係る

部分に限る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成14年３月31日までに婦人相談所に対し被

害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談

し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当

該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関す

る第12条第１項第４号並びに第14条第２項及び第３

項の規定の適用については、これらの規定中「配偶

者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」

とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行

後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成16年６月２日法律第64号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正
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該法務局若しくは地方法務局又はその支局に勤務す

る法務事務官に第12条第２項（第18条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行

わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第21条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保

護命令に関する手続に関しては、その性質に反しな

い限り、民事訴訟法（平成８年法律第109号）の規定

を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第22条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関

する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定

める。 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第23条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、

裁判等に職務上関係のある者（次項において「職務

関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被

害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏ま

え、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権

を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保

持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者

の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深

めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。 

（教育及び啓発） 

第24条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓

発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第25条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生

のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復さ

せるための方法等に関する調査研究の推進並びに被

害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努め

るものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第26条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間

の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものと

する。 

（都道府県及び市の支弁） 

第27条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁し

なければならない。 

(1) 第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

(2) 第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第４項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

(3) 第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

(4) 第５条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者

に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必

要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。 

（国の負担及び補助） 

第28条 国は、政令の定めるところにより、都道府県

が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同

項第１号及び第２号に掲げるものについては、その

10分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の10分の５以内を補助することができる。 

(1) 都道府県が前条第１項の規定により支弁した

費用のうち、同項第３号及び第４号に掲げるもの 

(2) 市が前条第２項の規定により支弁した費用 
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第５章の２補則 

（この法律の準用） 

第28条の２ 第２条及び第１章の２から前章までの規

定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを

除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係

にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該

関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた

後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、

当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者について

準用する。この場合において、これらの規定中「配

偶者からの暴力」とあるのは「第28条の２に規定す

る関係にある相手からの暴力」と読み替えるほか、

次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。 

 

第２条 被害者 被害者（第28条の２

に規定する関係にあ

る相手からの暴力を

受けた者をいう。以

下同じ。） 

第６条第１項 配偶者又は

配偶者であ

った者 

同条に規定する関係

にある相手又は同条

に規定する関係にあ

る相手であった者 

第10条第１項

から第４項ま

で、第11条第

２項第２号、

第12条第１項

第１号から第

４号まで及び

第18条第１項 

配偶者 第28条の２に規定す

る関係にある相手 

第10条第１項 離婚をし、又

はその婚姻

が取り消さ

れた場合 

第28条の２に規定す

る関係を解消した場

合 

 

第６章 罰則 

第29条 保護命令（前条において読み替えて準用する

第10条第1項から第４項までの規定によるものを含

む。次条において同じ。）に違反した者は、１年以下

の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第30条 第12条第１項（第18条第２項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第28条の２にお

いて読み替えて準用する第12条第１項（第28条の２

において準用する第18条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき

事項について虚偽の記載のある申立書により保護命

令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。ただし、第２章、第６条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第

７条、第９条（配偶者暴力相談支援センターに係る

部分に限る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14

年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成14年３月31日までに婦人相談所に対し被

害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して相談

し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当

該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関す

る第12条第１項第４号並びに第14条第２項及び第３

項の規定の適用については、これらの規定中「配偶

者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」

とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施行

後３年を目途として、この法律の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措

置が講ぜられるものとする。 

附 則 （平成16年６月２日法律第64号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正
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前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（次項において「旧法」という。）第10条の

規定による命令の申立てに係る同条の規定による命

令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第10条第２号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のと同一の事実を理由とするこの法律による改正後

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（以下「新法」という。）第10条第１項第２号

の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初

にされるものに限る。）があった場合における新法第

18条第１項の規定の適用については、同項中「２月」

とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

附 則 （平成19年７月11日法律第113号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律第10条の規定による命令の申立てに係る同

条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。 

 

附 則 （平成25年7月3日法律第72号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

 

 

 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律 

平成27年９月４日法律第64号 

第１章 総則  

（目的）  

第１条  この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が

一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法 （平成11年法律第78号）の基本理念にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進について、

その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及

び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定める

ことにより、女性の職業生活における活躍を迅速か

つ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、

かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様

化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することを目的とする。  

（基本原則）  

第２条  女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もう

とする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び

雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積

極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固

定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女

性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配

慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにす

ることを旨として、行われなければならない。  

２  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他

の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職する

ことが多いことその他の家庭生活に関する事由が職

業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女

が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の

下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ
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職業生活における活動を行うために必要な環境の整

備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か

つ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ

れなければならない。  

３  女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意さ

れなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第３条  国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。  

（事業主の責務）  

第４条  事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職

業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

その他の女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に協力しなければならない。  

第２章 基本方針等  

（基本方針）  

第５条  政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一

体的に実施するため、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。  

一  女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本的な方向  

二  事業主が実施すべき女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する基本的な事項  

三  女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項 

四  前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。  

５  前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

（都道府県推進計画等）  

第６条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条に

おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。  

２  市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画（次項において「市町村推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

第３章 事業主行動計画等  

第１節 事業主行動計画策定指針  

第７条  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができる

よう、基本方針に即して、次条第１項に規定する一

般事業主行動計画及び第15条第１項に規定する特定

事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行

動計画策定指針」という。）を定めなければならない。  

２  事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる
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前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律（次項において「旧法」という。）第10条の

規定による命令の申立てに係る同条の規定による命

令に関する事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第10条第２号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する

不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすも

のと同一の事実を理由とするこの法律による改正後

の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（以下「新法」という。）第10条第１項第２号

の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初

にされるものに限る。）があった場合における新法第

18条第１項の規定の適用については、同項中「２月」

とあるのは、「２週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後３

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ

られるものとする。 

附 則 （平成19年７月11日法律第113号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律第10条の規定による命令の申立てに係る同

条の規定による命令に関する事件については、なお

従前の例による。 

 

附 則 （平成25年7月3日法律第72号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を経

過した日から施行する。 

 

 

 

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律 

平成27年９月４日法律第64号 

第１章 総則  

（目的）  

第１条  この法律は、近年、自らの意思によって職業

生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能

力を十分に発揮して職業生活において活躍すること

（以下「女性の職業生活における活躍」という。）が

一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社

会基本法 （平成11年法律第78号）の基本理念にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進について、

その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び

事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及

び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活におけ

る活躍を推進するための支援措置等について定める

ことにより、女性の職業生活における活躍を迅速か

つ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、

かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様

化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで

活力ある社会を実現することを目的とする。  

（基本原則）  

第２条  女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏ま

え、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もう

とする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び

雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積

極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固

定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女

性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配

慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにす

ることを旨として、行われなければならない。  

２  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活

を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他

の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職する

ことが多いことその他の家庭生活に関する事由が職

業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女

が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の

下に、育児、介護その他の家庭生活における活動に

ついて家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ
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職業生活における活動を行うために必要な環境の整

備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑か

つ継続的な両立が可能となることを旨として、行わ

れなければならない。  

３  女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本

人の意思が尊重されるべきものであることに留意さ

れなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第３条  国及び地方公共団体は、前条に定める女性の

職業生活における活躍の推進についての基本原則

（次条及び第５条第１項において「基本原則」とい

う。）にのっとり、女性の職業生活における活躍の推

進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施し

なければならない。  

（事業主の責務）  

第４条  事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、

又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活

に関する機会の積極的な提供、雇用する労働者の職

業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備

その他の女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は

地方公共団体が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する施策に協力しなければならない。  

第２章 基本方針等  

（基本方針）  

第５条  政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生

活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一

体的に実施するため、女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。  

２  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるも

のとする。  

一  女性の職業生活における活躍の推進に関する基

本的な方向  

二  事業主が実施すべき女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する基本的な事項  

三  女性の職業生活における活躍の推進に関する施

策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための支

援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な

環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る施策に関する重要事項 

四  前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の

決定を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定が

あったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなけれ

ばならない。  

５  前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

（都道府県推進計画等）  

第６条  都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道

府県の区域内における女性の職業生活における活躍

の推進に関する施策についての計画（以下この条に

おいて「都道府県推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。  

２  市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定めら

れているときは、基本方針及び都道府県推進計画）

を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策についての

計画（次項において「市町村推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市

町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。  

第３章 事業主行動計画等  

第１節 事業主行動計画策定指針  

第７条  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主が女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組を総合的かつ効果的に実施することができる

よう、基本方針に即して、次条第１項に規定する一

般事業主行動計画及び第15条第１項に規定する特定

事業主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事業主行

動計画策定指針」という。）を定めなければならない。  

２  事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる
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事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。  

一  事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の内容に関する事項  

三  その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する重要事項  

３  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  

第２節 一般事業主行動計画  

（一般事業主行動計画の策定等）  

第８条  国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の

数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。  

２  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、採用した労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、

労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、

前項第２号の目標については、採用する労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。  

４  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるた

めの措置を講じなければならない。  

５  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表しなければならない。  

６  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主

行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ

ればならない。  

７  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

300人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。  

８  第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に

規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。  

（基準に適合する一般事業主の認定）  

第９条  厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもの

であることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。  

（認定一般事業主の表示等）  

第10条  前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第

20条第１項において「認定一般事業主」という。）は、

商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の

広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚

生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。  

２  何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品
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等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して

はならない。  

（認定の取消し）  

第11条  厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取り

消すことができる。  

一  第９条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。  

二  この法律又はこの法律に基づく命令に違反した

とき。  

三  不正の手段により第９条の認定を受けたとき。  

（委託募集の特例等）  

第12条  承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が300人以下のものをいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場

合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に

従事しようとするときは、職業安定法（昭和22年法

律第141号）第36条第１項及び第３項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。  

２  この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であ

って厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で

中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生

労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のう

ち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を実施するた

めの人材確保に関する相談及び援助を行うものであ

って、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相

談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定め

る基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。  

３  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。  

４  承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他

の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定め

るものを厚生労働大臣に届け出なければならない。  

５  職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定によ

る届出があった場合について、同法第５条の３第１項

及び第３項、第５条の４、第39条、第41条第２項、第

48条の３、第48条の４、第50条第１項及び第２項並び

に第51条の２の規定は前項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第

３項及び第４項の規定はこの項において準用する同

条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞ

れ準用する。この場合において、同法第37条第２項中

「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第12条

第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事

しようとする者」と、同法第41条第２項中「当該労働

者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは

「期間」と読み替えるものとする。  

６  職業安定法第36条第２項及び第42条の二の規定

の適用については、同法第36条第２項中「前項の」

とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外の者に与え

ようとする」と、同法第42条の２中「第39条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）

第12条第４項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者」とする。  

７  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第

２項の相談及び援助の実施状況について報告を求め

ることができる。  

第13条  公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究

の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の

内容又は方法について指導することにより、当該募

集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。  

（一般事業主に対する国の援助）  

第14条  国は、第８条第１項若しくは第７項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事
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事項につき、事業主行動計画の指針となるべきもの

を定めるものとする。  

一  事業主行動計画の策定に関する基本的な事項  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の内容に関する事項  

三  その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組に関する重要事項  

３  内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。  

第２節 一般事業主行動計画  

（一般事業主行動計画の策定等）  

第８条  国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一

般事業主」という。）であって、常時雇用する労働者の

数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に

即して、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する

女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関

する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で

定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。  

２  一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更しようとするときは、厚生労

働省令で定めるところにより、採用した労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異、

労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性

の職業生活における活躍を推進するために改善すべ

き事情について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合において、

前項第２号の目標については、採用する労働者に占

める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差異

の縮小の割合、労働時間、管理的地位にある労働者

に占める女性労働者の割合その他の数値を用いて定

量的に定めなければならない。  

４  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で

定めるところにより、これを労働者に周知させるた

めの措置を講じなければならない。  

５  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定

めるところにより、これを公表しなければならない。  

６  第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動

計画に基づく取組を実施するとともに、一般事業主

行動計画に定められた目標を達成するよう努めなけ

ればならない。  

７  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が

300人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定め

るところにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。  

８  第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする場

合について、第４項から第６項までの規定は前項に

規定する一般事業主が一般事業主行動計画を定め、

又は変更した場合について、それぞれ準用する。  

（基準に適合する一般事業主の認定）  

第９条  厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規

定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に

ついて、女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもの

であることその他の厚生労働省令で定める基準に適

合するものである旨の認定を行うことができる。  

（認定一般事業主の表示等）  

第10条  前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第

20条第１項において「認定一般事業主」という。）は、

商品、役務の提供の用に供する物、商品又は役務の

広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚

生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」

という。）に厚生労働大臣の定める表示を付すること

ができる。  

２  何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品
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等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付して

はならない。  

（認定の取消し）  

第11条  厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第９条の認定を取り

消すことができる。  

一  第９条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。  

二  この法律又はこの法律に基づく命令に違反した

とき。  

三  不正の手段により第９条の認定を受けたとき。  

（委託募集の特例等）  

第12条  承認中小事業主団体の構成員である中小事

業主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が300人以下のものをいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実

施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場

合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に

従事しようとするときは、職業安定法（昭和22年法

律第141号）第36条第１項及び第３項の規定は、当該

構成員である中小事業主については、適用しない。  

２  この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の

法律により設立された組合若しくはその連合会であ

って厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で

中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生

労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のう

ち、その構成員である中小事業主に対して女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組を実施するた

めの人材確保に関する相談及び援助を行うものであ

って、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相

談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定め

る基準に適合する旨の承認を行ったものをいう。  

３  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規

定する基準に適合しなくなったと認めるときは、同

項の承認を取り消すことができる。  

４  承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に

従事しようとするときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、募集時期、募集人員、募集地域その他

の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定め

るものを厚生労働大臣に届け出なければならない。  

５  職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定によ

る届出があった場合について、同法第５条の３第１項

及び第３項、第５条の４、第39条、第41条第２項、第

48条の３、第48条の４、第50条第１項及び第２項並び

に第51条の２の規定は前項の規定による届出をして

労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規

定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従

事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第

３項及び第４項の規定はこの項において準用する同

条第２項に規定する職権を行う場合について、それぞ

れ準用する。この場合において、同法第37条第２項中

「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性

の職業生活における活躍の推進に関する法律第12条

第４項の規定による届出をして労働者の募集に従事

しようとする者」と、同法第41条第２項中「当該労働

者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは

「期間」と読み替えるものとする。  

６  職業安定法第36条第２項及び第42条の二の規定

の適用については、同法第36条第２項中「前項の」

とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に

従事させようとする者がその被用者以外の者に与え

ようとする」と、同法第42条の２中「第39条に規定

する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）

第12条第４項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者」とする。  

７  厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第

２項の相談及び援助の実施状況について報告を求め

ることができる。  

第13条  公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主

団体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究

の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の

内容又は方法について指導することにより、当該募

集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。  

（一般事業主に対する国の援助）  

第14条  国は、第８条第１項若しくは第７項の規定に

より一般事業主行動計画を策定しようとする一般事
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業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主

に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への

周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく

措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の

実施に努めるものとする。  

第３節 特定事業主行動計画  

第15条  国及び地方公共団体の機関、それらの長又は

それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、事業

主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画

（特定事業主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下こ

の条において同じ。）を定めなければならない。  

２  特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更しようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析

した上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第２号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。  

４  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。  

５  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。  

６  特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主

行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。  

７  特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組

を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。  

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表  

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  

第16条  第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表しなければならない。  

２  第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する情

報を定期的に公表するよう努めなければならない。  

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  

第17条  特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事務及び事業における女性

の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公

表しなければならない。  

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置  

（職業指導等の措置等）  

第18条  国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を

営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の

関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の

情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。  

３  地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委
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託することができる。  

４  前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（財政上の措置等）  

第19条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるもの

とする。  

（国等からの受注機会の増大）  

第20条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫

その他の特別の法律によって設立された法人であっ

て政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達

に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般

事業主その他の女性の職業生活における活躍に関す

る状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項に

おいて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会

の増大その他の必要な施策を実施するものとする。  

２  地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するように努めるものとする。  

（啓発活動）  

第21条  国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を

行うものとする。  

（情報の収集、整理及び提供）  

第22条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。  

（協議会）  

第23条  当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条におい

て「関係機関」という。）は、第18条第１項の規定に

より国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地

方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の

職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用す

ることにより、当該区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関により構成さ

れる協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。  

２  協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第18条第３項の規定による事務の

委託がされている場合には、当該委託を受けた者を

協議会の構成員として加えるものとする。  

３  協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。  

一  一般事業主の団体又はその連合団体  

二  学識経験者  

三  その他当該関係機関が必要と認める者  

４  協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下こ

の項において「関係機関等」という。）が相互の連絡

を図ることにより、女性の職業生活における活躍の

推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組について協

議を行うものとする。  

５  協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。  

（秘密保持義務）  

第24条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（協議会の定める事項）  

第25条  前２条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

第５章 雑則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  

第26条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第８条第１項に規定する一

般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若
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業主又はこれらの規定による届出をした一般事業主

に対して、一般事業主行動計画の策定、労働者への

周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく

措置が円滑に実施されるように相談その他の援助の

実施に努めるものとする。  

第３節 特定事業主行動計画  

第15条  国及び地方公共団体の機関、それらの長又は

それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業

主」という。）は、政令で定めるところにより、事業

主行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計画

（特定事業主が実施する女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組に関する計画をいう。以下こ

の条において同じ。）を定めなければならない。  

２  特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。  

一  計画期間  

二  女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施により達成しようとする目標  

三  実施しようとする女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組の内容及びその実施時期  

３  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更しようとするときは、内閣府令で定めるところ

により、採用した職員に占める女性職員の割合、男

女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的

地位にある職員に占める女性職員の割合その他のそ

の事務及び事業における女性の職業生活における活

躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析

した上で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第２号の目標

については、採用する職員に占める女性職員の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、

管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その

他の数値を用いて定量的に定めなければならない。  

４  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させ

るための措置を講じなければならない。  

５  特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。  

６  特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主

行動計画に基づく取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。  

７  特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組

を実施するとともに、特定事業主行動計画に定めら

れた目標を達成するよう努めなければならない。  

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表  

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  

第16条  第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、そ

の事業における女性の職業生活における活躍に関す

る情報を定期的に公表しなければならない。  

２  第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働

省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事

業における女性の職業生活における活躍に関する情

報を定期的に公表するよう努めなければならない。  

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）  

第17条  特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業

選択に資するよう、その事務及び事業における女性

の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公

表しなければならない。  

第４章 女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置  

（職業指導等の措置等）  

第18条  国は、女性の職業生活における活躍を推進す

るため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。  

２  地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を

推進するため、前項の措置と相まって、職業生活を

営み、又は営もうとする女性及びその家族その他の

関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の

情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。  

３  地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務

の一部を、その事務を適切に実施することができる

ものとして内閣府令で定める基準に適合する者に委
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託することができる。  

４  前項の規定による委託に係る事務に従事する者又

は当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当

該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（財政上の措置等）  

第19条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する地方公共団体の施策を支援するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるもの

とする。  

（国等からの受注機会の増大）  

第20条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫

その他の特別の法律によって設立された法人であっ

て政令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達

に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般

事業主その他の女性の職業生活における活躍に関す

る状況又は女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項に

おいて「認定一般事業主等」という。）の受注の機会

の増大その他の必要な施策を実施するものとする。  

２  地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事

業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実

施するように努めるものとする。  

（啓発活動）  

第21条  国及び地方公共団体は、女性の職業生活にお

ける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を

行うものとする。  

（情報の収集、整理及び提供）  

第22条  国は、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。  

（協議会）  

第23条  当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を

行う国及び地方公共団体の機関（以下この条におい

て「関係機関」という。）は、第18条第１項の規定に

より国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地

方公共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の

職業生活における活躍の推進に有用な情報を活用す

ることにより、当該区域において女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組が効果的かつ円滑に

実施されるようにするため、関係機関により構成さ

れる協議会（以下「協議会」という。）を組織するこ

とができる。  

２  協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体

の区域内において第18条第３項の規定による事務の

委託がされている場合には、当該委託を受けた者を

協議会の構成員として加えるものとする。  

３  協議会を組織する関係機関は、必要があると認め

るときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加

えることができる。  

一  一般事業主の団体又はその連合団体  

二  学識経験者  

三  その他当該関係機関が必要と認める者  

４  協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下こ

の項において「関係機関等」という。）が相互の連絡

を図ることにより、女性の職業生活における活躍の

推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職

業生活における活躍の推進に関する取組について協

議を行うものとする。  

５  協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、

内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しな

ければならない。  

（秘密保持義務）  

第24条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の

事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。  

（協議会の定める事項）  

第25条  前２条に定めるもののほか、協議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

第５章 雑則  

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）  

第26条  厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要

があると認めるときは、第８条第１項に規定する一

般事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若
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しくは勧告をすることができる。  

（権限の委任）  

第27条  第８条から第12条まで及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する

ことができる。  

（政令への委任）  

第28条  この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。  

第６章 罰則  

第29条  第12条第５項において準用する職業安定法

第41条第２項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲

役又は100万円以下の罰金に処する。  

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、１年以

下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

一  第18条第４項の規定に違反した者  

二  第24条の規定に違反した者  

第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以

下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。  

一  第12条第４項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者  

二  第12条第５項において準用する職業安定法第37

条第２項の規定による指示に従わなかった者  

三  第12条第５項において準用する職業安定法第39

条又は第40条の規定に違反した者  

第32条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円

以下の罰金に処する。  

一  第10条第２項の規定に違反した者  

二  第12条第５項において準用する職業安定法第50

条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者  

三  第12条第５項において準用する職業安定法第50

条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者  

第33条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、第29条、第31条又は前条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。  

第34条  第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者は、20万円以下の過料に処する。  

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第３章（第７条を除く。）、第５章（第28条を除く。）

及び第６章（第30条を除く。）の規定並びに附則第５

条の規定は、平成28年４月１日から施行する。  

 

（この法律の失効） 

第２条  この法律は、平成38年３月31日限り、その効

力を失う。  

２  第18条第３項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につ

いては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）

は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。  

３  協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第24条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。  

４  この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第１項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。  

（政令への委任） 

第３条  前条第２項から第４項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。  

（検討） 

第４条  政府は、この法律の施行後３年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。  
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○金沢市男女共同参画推進条例 

平成13年12月19日条例第80号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条−第７条) 

第２章 基本的施策(第８条−第14条) 

第３章 男女共同参画の推進(第15条) 

第４章 金沢市男女共同参画審議会(第16条−第20条) 

第５章 雑則(第21条) 

附則 

すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重さ

れ、自らの意思により個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会の実現は、私たちの願いである。 

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれ

ており、男女は社会の対等な構成員としてあらゆる分

野の活動に共に参画することにより、調和のとれた豊

かな社会を形成しなければならない。また、近年の少

子高齢化の進展、家族及び地域社会の変化、情報化の

急速な進展等の社会経済情勢の急激な変化に対し、男

女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を分かち合う

柔軟な対応が求められている。 

本市においては、あらゆる分野での男女平等を目指

し、「男女平等推進かなざわ行動計画」の策定をはじめ

とする積極的な施策の取組をこれまでも推進してきた

が、今なお社会的又は文化的に形成された性別による

固定的な役割分担やそれに基づく社会慣行が残されて

おり、真の男女平等の達成にはいまだに多くの課題が

残されている。 

個性豊かな風格と活力ある金沢を築くため、男女が

自立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと

輝くことのできる男女共同参画社会の実現を市政の重

要課題と位置付け、市、市民及び事業者の協力及び連

携により、新しい社会の編成を目指した意識の改革及

び施策の充実を図ることが必要である。 

ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指す

ことを決意し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、

基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画を推進する

ための基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画を総合的かつ効果的に推進し、もって自立し

た個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分

野において平等な男女共同参画社会を実現すること

を目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うことをいう。 

(2) ジェンダー 生物学的な性差とは異なる社会

的又は文化的に形成された性差をいう。 

(3) 積極的改善措置 第１号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者の意に

反した性的な言動を行うことにより、当該他の

者の生活環境を害すること又は性的な言動を受

けた者の対応により当該言動を受けた者に不利

益を与えることをいう。 

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）からの身体

に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。）又

はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚（婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含む。）をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含むものとする。 

(平17条例29・一部改正） 
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しくは勧告をすることができる。  

（権限の委任）  

第27条  第８条から第12条まで及び前条に規定する

厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任する

ことができる。  

（政令への委任）  

第28条  この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。  

第６章 罰則  

第29条  第12条第５項において準用する職業安定法

第41条第２項の規定による業務の停止の命令に違反

して、労働者の募集に従事した者は、１年以下の懲

役又は100万円以下の罰金に処する。  

第30条  次の各号のいずれかに該当する者は、１年以

下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  

一  第18条第４項の規定に違反した者  

二  第24条の規定に違反した者  

第31条  次の各号のいずれかに該当する者は、6月以

下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。  

一  第12条第４項の規定による届出をしないで、労働

者の募集に従事した者  

二  第12条第５項において準用する職業安定法第37

条第２項の規定による指示に従わなかった者  

三  第12条第５項において準用する職業安定法第39

条又は第40条の規定に違反した者  

第32条  次の各号のいずれかに該当する者は、30万円

以下の罰金に処する。  

一  第10条第２項の規定に違反した者  

二  第12条第５項において準用する職業安定法第50

条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告

をした者  

三  第12条第５項において準用する職業安定法第50

条第２項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせ

ず、若しくは虚偽の陳述をした者  

第33条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に

関し、第29条、第31条又は前条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。  

第34条  第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者は、20万円以下の過料に処する。  

 

附 則 抄  

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、

第３章（第７条を除く。）、第５章（第28条を除く。）

及び第６章（第30条を除く。）の規定並びに附則第５

条の規定は、平成28年４月１日から施行する。  

 

（この法律の失効） 

第２条  この法律は、平成38年３月31日限り、その効

力を失う。  

２  第18条第３項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につ

いては、同条第４項の規定（同項に係る罰則を含む。）

は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。  

３  協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第24条の規定（同条

に係る罰則を含む。）は、第１項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。  

４  この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用

については、この法律は、第１項の規定にかかわらず、

同項に規定する日後も、なおその効力を有する。  

（政令への委任） 

第３条  前条第２項から第４項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。  

（検討） 

第４条  政府は、この法律の施行後３年を経過した場

合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要

があると認めるときは、この法律の規定について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。  
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○金沢市男女共同参画推進条例 

平成13年12月19日条例第80号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条−第７条) 

第２章 基本的施策(第８条−第14条) 

第３章 男女共同参画の推進(第15条) 

第４章 金沢市男女共同参画審議会(第16条−第20条) 

第５章 雑則(第21条) 

附則 

すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重さ

れ、自らの意思により個性と能力を十分に発揮するこ

とができる社会の実現は、私たちの願いである。 

個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれ

ており、男女は社会の対等な構成員としてあらゆる分

野の活動に共に参画することにより、調和のとれた豊

かな社会を形成しなければならない。また、近年の少

子高齢化の進展、家族及び地域社会の変化、情報化の

急速な進展等の社会経済情勢の急激な変化に対し、男

女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を分かち合う

柔軟な対応が求められている。 

本市においては、あらゆる分野での男女平等を目指

し、「男女平等推進かなざわ行動計画」の策定をはじめ

とする積極的な施策の取組をこれまでも推進してきた

が、今なお社会的又は文化的に形成された性別による

固定的な役割分担やそれに基づく社会慣行が残されて

おり、真の男女平等の達成にはいまだに多くの課題が

残されている。 

個性豊かな風格と活力ある金沢を築くため、男女が

自立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと

輝くことのできる男女共同参画社会の実現を市政の重

要課題と位置付け、市、市民及び事業者の協力及び連

携により、新しい社会の編成を目指した意識の改革及

び施策の充実を図ることが必要である。 

ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指す

ことを決意し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、

基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、男女共同参画を推進する

ための基本となる事項を定めることにより、男女共

同参画を総合的かつ効果的に推進し、もって自立し

た個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分

野において平等な男女共同参画社会を実現すること

を目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、も

って男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に

責任を担うことをいう。 

(2) ジェンダー 生物学的な性差とは異なる社会

的又は文化的に形成された性差をいう。 

(3) 積極的改善措置 第１号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者の意に

反した性的な言動を行うことにより、当該他の

者の生活環境を害すること又は性的な言動を受

けた者の対応により当該言動を受けた者に不利

益を与えることをいう。 

(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）からの身体

に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であっ

て生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。）又

はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動

（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、

その者が離婚（婚姻の届出をしていないが事実

上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上

離婚したと同様の事情に入ることを含む。）をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、

当該配偶者であった者から引き続き受ける身体

に対する暴力等を含むものとする。 

(平17条例29・一部改正） 
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（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる男女が自

立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと

輝くことのできる社会を形成することを基本として

行われなければならない。 

(1) 男女が、性別により差別されることなく、そ

の人権が尊重される社会 

(2) 男女一人ひとりが、自立した個人としてその

能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制され

ることなく、自己の意思と責任により多様な生

き方を選択することができる社会 

(3) 男女が、社会の構成員として、市における政策

又は事業者その他の団体における方針の立案及び

決定に関し平等に参加する機会が確保される社会 

(4) 男女が、ジェンダーをこえて、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動及び地

域、職場、学校その他の社会生活における活動

に平等な立場で参画し、責任を分かち合い、男

女共同参画社会を共に担うことができる人格が

形成される社会 

(5) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関す

る健康と権利を認め合う社会 

(6) 男女が、国際社会における男女共同参画の取

組と協調し、連携を深め合う社会 

（性別による権利侵害の禁止） 

第４条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社

会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱

い、セクシュアル・ハラスメント、男女間における

暴力的行為（身体的又は精神的苦痛を著しく与える

行為をいう。）その他の行為により男女の人権を損な

うことのないようにしなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条に規定する基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施す

るに当たっては、市民、事業者、国、他の地方公共

団体及び関係団体と相互に連携し、及び協力するよ

う努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念に対する理解を深め、男女

共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念に

のっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、

市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場にお

ける活動に対等に参画する機会を確保するよう努め

るとともに、職業生活における活動と家庭生活にお

ける活動その他の活動とを両立して行うことができ

る職場環境を整備するよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

（行動計画） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策並

びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推

進するための行動計画（以下「行動計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民及

び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あら

かじめ金沢市男女共同参画審議会に意見を求め、そ

の意見を尊重しなければならない。 

４ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表

しなければならない。 

５ 前３項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（調査研究） 

第９条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効

果的に実施していくため、必要な調査研究を行うよ

う努めるものとする。 

（報告の徴収等） 

第10条 市長は、男女共同参画の推進に必要があると

認めるときは、事業者に対し、職場における男女共

同参画の状況について報告を求めることができる。  

２ 市長は、前項の規定により把握した男女共同参画

の状況を取りまとめ、公表することができる。 
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３ 市長は、第１項の報告に基づき、事業者に対し、

情報の提供等を行うことができる。 

（男女共同参画についての啓発等） 

第11条 市は、男女共同参画について広く市民及び事

業者の理解を深めるため、その啓発、学習の促進等

に積極的に努めるものとする。 

（年次報告） 

第12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の

実施状況等について、毎年、報告書を作成し、公表

しなければならない。 

（苦情の処理等） 

第13条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に

関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情について、市内に

住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤

務する者又は市内の学校に在学する者（以下「市民

等」という。）からの申出を処理するための機関を設

置するものとする。 

２ 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関

する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について苦情がある場合は、前項の

機関に申し出ることができる。 

３ 第１項の機関は、前項の規定により苦情の申出があ

った場合において、必要に応じて、同項の施策を行う

市の機関に対し、資料の提出又は説明を求め、必要が

あると認めるときは、当該市の機関に是正その他の措

置をとるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 

（ドメスティック・バイオレンスの被害者の保護等） 

第14条 市長は、ドメスティック・バイオレンスによる

権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保

護その他必要な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 市は、ドメスティック・バイオレンスの被害者が

自立して生活することを支援するため、各種制度の

利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助を行

うものとする。 

 

第３章 男女共同参画の推進 

（決定過程への男女共同参画の促進に向けた支援等） 

第15条 市は、市の関係団体又は民間の団体における

方針の決定過程への男女共同参画を促進するための

活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行う

よう努めなければならない。 

２ 市は、男女共同参画に関する施策を積極的に推進

するため、その拠点としての機能を高めながら、必

要な体制を整備するよう努めるものとする。 

３ 市は、市の設置に係る男女共同参画を推進するた

めの合議制の機関においては、男女のいずれか一方

の委員等の数が、委員等の総数の10分の４未満にな

らないように努めなければならない。 

 

第４章 金沢市男女共同参画審議会 

（金沢市男女共同参画審議会） 

第16条 行動計画その他男女共同参画に関する重要な

事項を調査審議するため、金沢市男女共同参画審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会の任務） 

第17条 審議会は、この条例に規定する事項その他男

女共同参画の推進に関する重要な事項について市長

の諮問に応ずるほか、男女共同参画の推進に関し必要

な事項について、市長に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員

を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

４ 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを

選任する。 

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

６ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

（専門部会） 

第19条 審議会に、必要な事項を専門的に調査するた

め、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門委員若干人で組織する。 

３ 専門委員は、審議会の委員及び男女共同参画に関

し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 専門部会に、部会長を置き、専門委員の互選によ
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（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる男女が自

立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと

輝くことのできる社会を形成することを基本として

行われなければならない。 

(1) 男女が、性別により差別されることなく、そ

の人権が尊重される社会 

(2) 男女一人ひとりが、自立した個人としてその

能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制され

ることなく、自己の意思と責任により多様な生

き方を選択することができる社会 

(3) 男女が、社会の構成員として、市における政策

又は事業者その他の団体における方針の立案及び

決定に関し平等に参加する機会が確保される社会 

(4) 男女が、ジェンダーをこえて、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動及び地

域、職場、学校その他の社会生活における活動

に平等な立場で参画し、責任を分かち合い、男

女共同参画社会を共に担うことができる人格が

形成される社会 

(5) 男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関す

る健康と権利を認め合う社会 

(6) 男女が、国際社会における男女共同参画の取

組と協調し、連携を深め合う社会 

（性別による権利侵害の禁止） 

第４条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社

会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱

い、セクシュアル・ハラスメント、男女間における

暴力的行為（身体的又は精神的苦痛を著しく与える

行為をいう。）その他の行為により男女の人権を損な

うことのないようにしなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、第３条に規定する基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画の推進

に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）

を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施す

るに当たっては、市民、事業者、国、他の地方公共

団体及び関係団体と相互に連携し、及び協力するよ

う努めなければならない。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念に対する理解を深め、男女

共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

（事業者の責務） 

第７条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念に

のっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、

市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場にお

ける活動に対等に参画する機会を確保するよう努め

るとともに、職業生活における活動と家庭生活にお

ける活動その他の活動とを両立して行うことができ

る職場環境を整備するよう努めなければならない。 

 

第２章 基本的施策 

（行動計画） 

第８条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策並

びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推

進するための行動計画（以下「行動計画」という。）

を策定しなければならない。 

２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民及

び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あら

かじめ金沢市男女共同参画審議会に意見を求め、そ

の意見を尊重しなければならない。 

４ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表

しなければならない。 

５ 前３項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（調査研究） 

第９条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効

果的に実施していくため、必要な調査研究を行うよ

う努めるものとする。 

（報告の徴収等） 

第10条 市長は、男女共同参画の推進に必要があると

認めるときは、事業者に対し、職場における男女共

同参画の状況について報告を求めることができる。  

２ 市長は、前項の規定により把握した男女共同参画

の状況を取りまとめ、公表することができる。 
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３ 市長は、第１項の報告に基づき、事業者に対し、

情報の提供等を行うことができる。 

（男女共同参画についての啓発等） 

第11条 市は、男女共同参画について広く市民及び事

業者の理解を深めるため、その啓発、学習の促進等

に積極的に努めるものとする。 

（年次報告） 

第12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の

実施状況等について、毎年、報告書を作成し、公表

しなければならない。 

（苦情の処理等） 

第13条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に

関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼす

と認められる施策についての苦情について、市内に

住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤

務する者又は市内の学校に在学する者（以下「市民

等」という。）からの申出を処理するための機関を設

置するものとする。 

２ 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関

する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと

認められる施策について苦情がある場合は、前項の

機関に申し出ることができる。 

３ 第１項の機関は、前項の規定により苦情の申出があ

った場合において、必要に応じて、同項の施策を行う

市の機関に対し、資料の提出又は説明を求め、必要が

あると認めるときは、当該市の機関に是正その他の措

置をとるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 

（ドメスティック・バイオレンスの被害者の保護等） 

第14条 市長は、ドメスティック・バイオレンスによる

権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保

護その他必要な措置をとるよう努めなければならない。 

２ 市は、ドメスティック・バイオレンスの被害者が

自立して生活することを支援するため、各種制度の

利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助を行

うものとする。 

 

第３章 男女共同参画の推進 

（決定過程への男女共同参画の促進に向けた支援等） 

第15条 市は、市の関係団体又は民間の団体における

方針の決定過程への男女共同参画を促進するための

活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行う

よう努めなければならない。 

２ 市は、男女共同参画に関する施策を積極的に推進

するため、その拠点としての機能を高めながら、必

要な体制を整備するよう努めるものとする。 

３ 市は、市の設置に係る男女共同参画を推進するた

めの合議制の機関においては、男女のいずれか一方

の委員等の数が、委員等の総数の10分の４未満にな

らないように努めなければならない。 

 

第４章 金沢市男女共同参画審議会 

（金沢市男女共同参画審議会） 

第16条 行動計画その他男女共同参画に関する重要な

事項を調査審議するため、金沢市男女共同参画審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会の任務） 

第17条 審議会は、この条例に規定する事項その他男

女共同参画の推進に関する重要な事項について市長

の諮問に応ずるほか、男女共同参画の推進に関し必要

な事項について、市長に意見を述べることができる。 

（組織等） 

第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。 

２ 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員

を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

４ 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを

選任する。 

５ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

６ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。 

（専門部会） 

第19条 審議会に、必要な事項を専門的に調査するた

め、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会は、専門委員若干人で組織する。 

３ 専門委員は、審議会の委員及び男女共同参画に関

し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 専門部会に、部会長を置き、専門委員の互選によ
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りこれを選任する。 

５ 部会長は、専門部会の事務を掌理する。 

（運営事項の委任） 

第20条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

第５章 雑則 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則(平成17年３月25日条例第29号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

○金沢市男女共同参画推進条例施行規則 

平成14年３月27日 

規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、金沢市男女共同参画推進条例（平

成13年条例第80号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使

用する用語の意義の例による。 

（苦情処理委員） 

第３条 条例第13条第１項に規定する機関として、金

沢市男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委

員」という。）を置く。 

２ 苦情処理委員の定数は、３人以内とする。 

３ 男女のいずれか一方の苦情処理委員の数は、苦情

処理委員の定数の３分の１未満であってはならない。 

４ 苦情処理委員は、男女共同参画に関し優れた識見

を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 苦情処理委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、苦情処理委員に欠員を生じた場合における補

欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の執

行ができないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務

上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行

があると認めるときは、これを解嘱することができる。 

（職務等） 

第４条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 条例第13条第２項の規定による苦情の申出（以

下「苦情の申出」という。）についての調査及び

その結果等に関する通知、報告等を行うこと。 

(2) 苦情の申出に係る市の機関に対し、条例第13

条第３項の規定による必要な助言、指導又は勧

告（以下「助言等」という。）を行うこと。 

(3) その他苦情の申出の処理に関し必要な関係機

関等との連絡調整等を行うこと。 

２ 前項に規定する苦情処理委員の職務に係る苦情の

申出についての調査の結果に関する報告の決定又は

当該苦情の申出に係る市の機関に対する助言等の決

定は、苦情処理委員の合議によるものとする。 

（苦情の申出） 

第５条 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書

面によってしなければならない。ただし、苦情処理

委員が当該書面によることができない特別の事情が

あると認めるときは、口頭ですることができる。 

(1) 苦情の申出をする者の住所及び氏名（法人そ

の他の団体にあっては、事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名）並びに電話番号 

(2) 苦情の申出の趣旨及び理由 

(3) 他の機関への相談等の状況 

(4) 苦情の申出の年月日 

（調査開始の通知） 

第６条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査を

開始しようとするときは、あらかじめ、当該苦情の

申出に係る市の機関に対し、その旨を書面により通

知するものとする。 

（調査結果等の通知） 

第７条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査が

終了したときは、速やかに、当該苦情の申出をした

者に対し、その結果を書面により通知するものとす

                                        資  料 
 

- 147 - 

 

る。この場合において、当該苦情の申出に係る市の

機関に対し助言等を行ったときは、当該書面にその

内容を付記しなければならない。 

（是正その他の措置の報告） 

第８条 苦情処理委員は、苦情の申出に係る市の機関

に対し助言等を行ったときは、当該市の機関に対し、

相当の期間を定めて、是正その他の措置についての

報告を求めるものとする。 

（苦情の申出の処理の状況等の報告等） 

第９条 苦情処理委員は、毎年度１回、苦情の申出の

処理の状況等についての報告書を作成し、市長に提

出するとともに、これを公表するものとする。 

（雑則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 
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りこれを選任する。 

５ 部会長は、専門部会の事務を掌理する。 

（運営事項の委任） 

第20条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

第５章 雑則 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則(平成17年３月25日条例第29号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

○金沢市男女共同参画推進条例施行規則 

平成14年３月27日 

規則第10号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、金沢市男女共同参画推進条例（平

成13年条例第80号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使

用する用語の意義の例による。 

（苦情処理委員） 

第３条 条例第13条第１項に規定する機関として、金

沢市男女共同参画苦情処理委員（以下「苦情処理委

員」という。）を置く。 

２ 苦情処理委員の定数は、３人以内とする。 

３ 男女のいずれか一方の苦情処理委員の数は、苦情

処理委員の定数の３分の１未満であってはならない。 

４ 苦情処理委員は、男女共同参画に関し優れた識見

を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 苦情処理委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。

ただし、苦情処理委員に欠員を生じた場合における補

欠の苦情処理委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の執

行ができないと認めるとき、又は苦情処理委員に職務

上の義務違反その他苦情処理委員たるに適しない非行

があると認めるときは、これを解嘱することができる。 

（職務等） 

第４条 苦情処理委員は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 条例第13条第２項の規定による苦情の申出（以

下「苦情の申出」という。）についての調査及び

その結果等に関する通知、報告等を行うこと。 

(2) 苦情の申出に係る市の機関に対し、条例第13

条第３項の規定による必要な助言、指導又は勧

告（以下「助言等」という。）を行うこと。 

(3) その他苦情の申出の処理に関し必要な関係機

関等との連絡調整等を行うこと。 

２ 前項に規定する苦情処理委員の職務に係る苦情の

申出についての調査の結果に関する報告の決定又は

当該苦情の申出に係る市の機関に対する助言等の決

定は、苦情処理委員の合議によるものとする。 

（苦情の申出） 

第５条 苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書

面によってしなければならない。ただし、苦情処理

委員が当該書面によることができない特別の事情が

あると認めるときは、口頭ですることができる。 

(1) 苦情の申出をする者の住所及び氏名（法人そ

の他の団体にあっては、事務所の所在地、名称

及び代表者の氏名）並びに電話番号 

(2) 苦情の申出の趣旨及び理由 

(3) 他の機関への相談等の状況 

(4) 苦情の申出の年月日 

（調査開始の通知） 

第６条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査を

開始しようとするときは、あらかじめ、当該苦情の

申出に係る市の機関に対し、その旨を書面により通

知するものとする。 

（調査結果等の通知） 

第７条 苦情処理委員は、苦情の申出について調査が

終了したときは、速やかに、当該苦情の申出をした

者に対し、その結果を書面により通知するものとす
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る。この場合において、当該苦情の申出に係る市の

機関に対し助言等を行ったときは、当該書面にその

内容を付記しなければならない。 

（是正その他の措置の報告） 

第８条 苦情処理委員は、苦情の申出に係る市の機関

に対し助言等を行ったときは、当該市の機関に対し、

相当の期間を定めて、是正その他の措置についての

報告を求めるものとする。 

（苦情の申出の処理の状況等の報告等） 

第９条 苦情処理委員は、毎年度１回、苦情の申出の

処理の状況等についての報告書を作成し、市長に提

出するとともに、これを公表するものとする。 

（雑則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 
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３ 男女共同参画社会づくりの動向 
 

区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

1975年 

（昭50） 

○第１回世界女性会議開催（国

際婦人年世界会議） 

○「世界行動計画」採択 

○総理府に「婦人問題企画推

進本部」を設置 

○「婦人問題企画推進会議」

開催 

  

1976年 

（昭51） 

○「国連婦人の十年」 

（～1985年） 

   

1977年 

（昭52） 

 ○「国内行動計画」策定 ○県民課に「婦人問題担

当窓口」設置 

 

1978年 

（昭53） 

  ○「石川県婦人問題懇話

会」設置 

 

1979年 

（昭54） 

○国連総会「女子差別撤廃条約」

採択 

  ○社会教育課に婦人教

育担当を設置 

1980年 

（昭55） 

○第2回世界女性会議開催（「国

連婦人の10年」中間年世界会

議） 

○「国連婦人の10年後半期プロ

グラム」採択 

○「女子差別撤廃条約」署名   

1981年 

（昭56） 

○「ＩＬＯ第156条約（男女労働

者、特に家庭的責任を有する

労働者の機会均等及び均等待

遇に関する条約）及び勧告

（165号）」を採択 

○婦人に関する施策のため

の「国内行動計画」策定 

 後期重点目標1981年～86

年 

○「石川県婦人行動計

画」策定 

 

1985年 

（昭60） 

○第3回世界女性会議開催（国連

婦人の10年最終世界会議） 

○「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」採択 1986

年～2000年 

○男女雇用機会均等法制定 

○「女子差別撤廃条約」批准 

  

1986年 

（昭61） 

 ○「婦人問題企画推進有識者

会議」設置 

  

1987年 

（昭62） 

 ○「西暦2000年に向けての新

国内行動計画」策定 具体

的施策 1987年～90年 

○新婦人行動計画「いし

かわ婦人プラン２１」

策定 

 

1990年 

（平２） 

○「ナイロビ将来戦略の実施に

関する第1回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択1990

～2000年 

   

1991年 

（平３） 

 ○「西暦2000年に向けての新

国内行動計画」第一次改定 

具体的施策 1991～95年 

○婦人青少年課を設置 ○「金沢市男女共同参画

型社会づくり懇話会」

設置 

1992年 

（平４） 

 ○内閣官房長官が婦人問題

担当大臣に任命される 
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区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

1993年 

（平５） 

○「世界人権会議」開催 ウィ

ーン宣言及び行動計画」採択 

○国連総会「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣言」採択 

○中学校での技術・家庭科の

男女必修実施 

○「いしかわ女性行動計

画」策定 

 

1994年 

（平６） 

 ○高等学校での家庭科の必

修完全実施 

○総理府に男女共同参画室、

男女共同参画審議会を設

置し、「婦人問題企画推進

本部」を「男女共同参画推

進本部」に改組 

 ○「金沢市女性プラン」

提言 

○「金沢市女性プラン推

進懇話会」設置（※） 

1995年 

（平７） 

○第4回世界女性会議開催 （北

京）「北京宣言・行動綱領」採

択1995～2000年 「21世紀に

向けて男女がパートナーとな

るための国際的な指針」 

○育児・介護休業法制定 

○「ＩＬＯ第156条約」批准 

 ○総務課内に女性担当

を設置 

1996年 

（平８） 

 ○「男女共同参画2000年プラ

ン」策定  具体的施策 

1996～2000年 

 ○プランの素案策定「女

性施策推進室」を総務

課に設置 

○「女性プラン推進連絡

会議」を設置（※） 

1997年 

（平９） 

   ○「男女平等推進かなざ

わ行動計画」策定 

1998年 

（平10） 

  ○「いしかわ女性行動計

画」改訂 

 

1999年 

（平11） 

 ○「改正男女雇用機会均等

法」全面施行 

○「改正労働基準法」施行 

○「育児・介護休業法」全面

施行 

○「食料・農業・農村基本法」

施行 

○「男女共同参画社会基本

法」施行 

 ○「女性施策推進室」を

「男女共同参画室」に

改称し、市政参画課に

移管、併せて（※）を

「男女共同参画推進

懇話会」、「男女共同参

画推進連絡会議」に改

称 

2000年 

（平12） 

○第5回世界女性会議（国連特別

総会「女性2000年会議」） 「政

治宣言」及び「成果文書」採

択 

○「男女共同参画基本計画」

策定 

○男女共同参画推進室

を設置 

○市政参画課男女共同

参画室に「女性相談

室」開設 

2001年 

（平13） 

 ○内閣府に男女共同参画局

を設置 

○「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律」（ＤＶ防止法）制

定・施行 

○「いしかわ男女共同参

画プラン2001」策定 

○「石川県男女共同参画

推進条例」公布・施行 

○「金沢市男女共同参画

推進条例」制定 
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３ 男女共同参画社会づくりの動向 
 

区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

1975年 

（昭50） 

○第１回世界女性会議開催（国

際婦人年世界会議） 

○「世界行動計画」採択 

○総理府に「婦人問題企画推

進本部」を設置 

○「婦人問題企画推進会議」

開催 

  

1976年 

（昭51） 

○「国連婦人の十年」 

（～1985年） 

   

1977年 

（昭52） 

 ○「国内行動計画」策定 ○県民課に「婦人問題担

当窓口」設置 

 

1978年 

（昭53） 

  ○「石川県婦人問題懇話

会」設置 

 

1979年 

（昭54） 

○国連総会「女子差別撤廃条約」

採択 

  ○社会教育課に婦人教

育担当を設置 

1980年 

（昭55） 

○第2回世界女性会議開催（「国

連婦人の10年」中間年世界会

議） 

○「国連婦人の10年後半期プロ

グラム」採択 

○「女子差別撤廃条約」署名   

1981年 

（昭56） 

○「ＩＬＯ第156条約（男女労働

者、特に家庭的責任を有する

労働者の機会均等及び均等待

遇に関する条約）及び勧告

（165号）」を採択 

○婦人に関する施策のため

の「国内行動計画」策定 

 後期重点目標1981年～86

年 

○「石川県婦人行動計

画」策定 

 

1985年 

（昭60） 

○第3回世界女性会議開催（国連

婦人の10年最終世界会議） 

○「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」採択 1986

年～2000年 

○男女雇用機会均等法制定 

○「女子差別撤廃条約」批准 

  

1986年 

（昭61） 

 ○「婦人問題企画推進有識者

会議」設置 

  

1987年 

（昭62） 

 ○「西暦2000年に向けての新

国内行動計画」策定 具体

的施策 1987年～90年 

○新婦人行動計画「いし

かわ婦人プラン２１」

策定 

 

1990年 

（平２） 

○「ナイロビ将来戦略の実施に

関する第1回見直しと評価に

伴う勧告及び結論」採択1990

～2000年 

   

1991年 

（平３） 

 ○「西暦2000年に向けての新

国内行動計画」第一次改定 

具体的施策 1991～95年 

○婦人青少年課を設置 ○「金沢市男女共同参画

型社会づくり懇話会」

設置 

1992年 

（平４） 

 ○内閣官房長官が婦人問題

担当大臣に任命される 
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区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

1993年 

（平５） 

○「世界人権会議」開催 ウィ

ーン宣言及び行動計画」採択 

○国連総会「女性に対する暴力

の撤廃に関する宣言」採択 

○中学校での技術・家庭科の

男女必修実施 

○「いしかわ女性行動計

画」策定 

 

1994年 

（平６） 

 ○高等学校での家庭科の必

修完全実施 

○総理府に男女共同参画室、

男女共同参画審議会を設

置し、「婦人問題企画推進

本部」を「男女共同参画推

進本部」に改組 

 ○「金沢市女性プラン」

提言 

○「金沢市女性プラン推

進懇話会」設置（※） 

1995年 

（平７） 

○第4回世界女性会議開催 （北

京）「北京宣言・行動綱領」採

択1995～2000年 「21世紀に

向けて男女がパートナーとな

るための国際的な指針」 

○育児・介護休業法制定 

○「ＩＬＯ第156条約」批准 

 ○総務課内に女性担当

を設置 

1996年 

（平８） 

 ○「男女共同参画2000年プラ

ン」策定  具体的施策 

1996～2000年 

 ○プランの素案策定「女

性施策推進室」を総務

課に設置 

○「女性プラン推進連絡

会議」を設置（※） 

1997年 

（平９） 

   ○「男女平等推進かなざ

わ行動計画」策定 

1998年 

（平10） 

  ○「いしかわ女性行動計

画」改訂 

 

1999年 

（平11） 

 ○「改正男女雇用機会均等

法」全面施行 

○「改正労働基準法」施行 

○「育児・介護休業法」全面

施行 

○「食料・農業・農村基本法」

施行 

○「男女共同参画社会基本

法」施行 

 ○「女性施策推進室」を

「男女共同参画室」に

改称し、市政参画課に

移管、併せて（※）を

「男女共同参画推進

懇話会」、「男女共同参

画推進連絡会議」に改

称 

2000年 

（平12） 

○第5回世界女性会議（国連特別

総会「女性2000年会議」） 「政

治宣言」及び「成果文書」採

択 

○「男女共同参画基本計画」

策定 

○男女共同参画推進室

を設置 

○市政参画課男女共同

参画室に「女性相談

室」開設 

2001年 

（平13） 

 ○内閣府に男女共同参画局

を設置 

○「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関す

る法律」（ＤＶ防止法）制

定・施行 

○「いしかわ男女共同参

画プラン2001」策定 

○「石川県男女共同参画

推進条例」公布・施行 

○「金沢市男女共同参画

推進条例」制定 
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区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

2002年 

（平14） 

   ○「金沢市男女共同参画

推進条例」施行 

○「男女共同参画推進懇

話会」を廃止、「男女

共同参画審議会」を設

置 

○「金沢市男女共同参画

推進行動計画」策定 

2003年 

（平15） 

 ○男女共同参画推進本部 

 「女性のチャレンジ支援策

の推進について」決定 

○「男女共同参画推進

室」を「男女共同参画

課」に改編 

 

2004年 

（平16） 

 ○男女共同参画推進本部 

「女性国家公務員の採

用・登用の拡大等につい

て」決定 

○ＤＶ防止法に基づく基本

方針策定 

  

2005年 

（平17） 

○「国連『北京＋10』閣僚級会

合 （第49回国連婦人の地位

委員会）」 

○「男女共同参画基本計画

（第２次）」策定 

○「女性の再チャレンジ支援

プラン」策定 

○「配偶者暴力防止及び

被害者に関する基本

計画」策定 

 

2006年 

（平18） 

 ○男女雇用機会均等法改正 

○男女共同参画推進本部 

「国の審議会等における

女性委員の登用の促進に

ついて」決定 

  

2007年 

（平19） 

 ○「改正男女雇用機会均等

法」施行 

○「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」策定 

○「いしかわ男女共同参

画プラン」（改定版）

策定 

 

2008年 

（平20） 

 ○「改正ＤＶ防止法」施行 

○「パートタイム労働法」改

正・施行 

○男女共同参画推進本部「女

性の参画加速プログラム」

決定 

 ○「金沢市男女共同参画

推進行動計画」（改定

版）策定 

2009年 

（平21） 

 ○「育児・介護休業法」改正   

2010年 

（平22） 

○第54回国連婦人の地位委員会

「北京+15」開催 

○「第３次男女共同参画基本

計画」策定 

○「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」改定 

 ○「金沢市配偶者等から

の暴力の防止及び被

害者の支援に関する

基本計画」策定 

○女性相談支援室（配偶

者暴力相談支援セン

ター機能を有する）を

設置 
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23  
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24  
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27  
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区分 国際的な動向 国内の動向 石川県の動向 金沢市の動向 

2002年 

（平14） 

   ○「金沢市男女共同参画

推進条例」施行 

○「男女共同参画推進懇

話会」を廃止、「男女

共同参画審議会」を設

置 

○「金沢市男女共同参画

推進行動計画」策定 

2003年 

（平15） 

 ○男女共同参画推進本部 

 「女性のチャレンジ支援策

の推進について」決定 

○「男女共同参画推進

室」を「男女共同参画

課」に改編 

 

2004年 

（平16） 

 ○男女共同参画推進本部 

「女性国家公務員の採

用・登用の拡大等につい

て」決定 

○ＤＶ防止法に基づく基本

方針策定 

  

2005年 

（平17） 

○「国連『北京＋10』閣僚級会

合 （第49回国連婦人の地位

委員会）」 

○「男女共同参画基本計画

（第２次）」策定 

○「女性の再チャレンジ支援

プラン」策定 

○「配偶者暴力防止及び

被害者に関する基本

計画」策定 

 

2006年 

（平18） 

 ○男女雇用機会均等法改正 

○男女共同参画推進本部 

「国の審議会等における

女性委員の登用の促進に

ついて」決定 

  

2007年 

（平19） 

 ○「改正男女雇用機会均等

法」施行 

○「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」策定 

○「いしかわ男女共同参

画プラン」（改定版）

策定 

 

2008年 

（平20） 

 ○「改正ＤＶ防止法」施行 

○「パートタイム労働法」改

正・施行 

○男女共同参画推進本部「女

性の参画加速プログラム」

決定 

 ○「金沢市男女共同参画

推進行動計画」（改定

版）策定 

2009年 

（平21） 

 ○「育児・介護休業法」改正   

2010年 

（平22） 

○第54回国連婦人の地位委員会

「北京+15」開催 

○「第３次男女共同参画基本

計画」策定 

○「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」改定 

 ○「金沢市配偶者等から

の暴力の防止及び被

害者の支援に関する

基本計画」策定 

○女性相談支援室（配偶

者暴力相談支援セン

ター機能を有する）を

設置 
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４  用語解説 

 

イクボス 

部下の仕事と家庭の両立を応援し、自らもワーク・

ライフ・バランスを実践する上司 

 

Ｍ字カーブ  

わが国の女性の年齢階級別の労働力率（労働力人口

／15 歳以上の人口）は、出産・育児期に低下し、40

歳代で再び高くなるＭ字カーブを描いています。就業

を希望する人と労働力人口を加えて算出した潜在的労

働力率を見ると、Ｍ字のくぼみはほとんどなくなり、

欧米の形状に近づきます。このことから、結婚、出産、

子育て期においても就業希望はあるものの、実際就業

できない女性が多いことが分かります。 

 

エンパワーメント（Empowerment）  

 力をつけること。女性が政治・経済・社会・家庭

など社会のあらゆる分野で、自分で意志決定し、行動

できる能力を身につけることが、男女共同参画社会の

実現に重要であるという考え方をさします。（第４回

世界女性会議（1995年北京開催）での主要課題） 

 

家族経営協定 

家族経営が中心のわが国の農業において、家族一人

一人の役割と責任を明確化し、男女を問わず意欲をも

って取り組めるようにするため、農業経営を担ってい

る家族の皆が話し合って農業経営の方針、労働報酬、

休日・労働時間、経営移譲等について文書で取り決め

るものです。家族経営協定を締結することにより、家

族の間に新しい信頼関係が生まれ、経営におけるそれ

ぞれの役割分担や位置づけが明確になります。 

 

合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計し

たもので、１人の女性がこの年齢を経過する間に、そ

の年の年齢別特殊出生率に基づいて子どもを生んだと

仮定した場合の平均出生児数です。この率が 2.07を下

回ると将来人口が減少するとされています。本市の合

計特殊出生率は、平成 27年 1.49となっています。昭

和 45年の 1.95から低下傾向が続き、平成 17年には過

去最低の 1.24を記録しました。平成 18年以降上昇に

転じていますが、依然として低い率です。 

 

ジェンダー（Gender）  

社会的・文化的に形成された性別をジェンダーと表

現します。生物学的な性別であるセックス（Sex）とは

区別して使われます。  

 

ジェンダー・ギャップ指数（GGI＝Gender Gap Index） 

世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数

値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、

政治分野及び保健分野のデータから算出され、０が完

全不平等、１が完全平等を意味しており、性別による

格差を明らかにしています。2016年のわが国の順位は

144か国中 111位です。 

具体的には、次のデータから算出されます。 

【経済分野】 労働力率・同じ仕事の賃金の同等

性・所得の推計値・管理職に占める比率・専門職に

占める比率 

【教育分野】・識字率・初等、中等、高等教育の各

在学率 

【保健分野】・新生児の男女比率・健康寿命 

【政治分野】・国会議員に占める比率・閣僚の比率・

最近 50年の国家元首の在任年数 

 

ジェンダー不平等指数（GII＝ Gender Inequality 

Index） 

国連開発計画（UNDP）による指数で、国家の人間開

発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられて

いるかを明らかにするものです。2014年のわが国の順

位は 155か国中 26位です。 

具体的には、次のデータから算出されます。 

【保健分野】 妊産婦死亡率・15～19歳の女性 1,000
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人当たりの出生数 

【エンパワーメント】 国会議員女性割合・中等教

育以上の教育を受けた人の割合（男女別） 

【労働市場】 労働力率（男女別） 

 

ダイバーシティ（Diversity） 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などにかかわ

りなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会の

ことをダイバーシティ社会といいます。わが国では、

ダイバーシティの中で重視されるのが、女性の活躍推

進の取り組みであり、経営戦略として実践する企業が

増えています。 

 

ドメスティック・バイオレンス (DV＝ Domestic 

violence)  

ＤＶは法令等で明確に定義された言葉ではなく、一

般的には、夫婦や恋人などのパートナー間における暴

力をいいます。夫婦間、恋人間の暴力は私的な問題と

され表面化しにくかったが、今日では解決すべき深刻

な女性問題となっています。なお、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律」においては、

配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危

害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」

という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとす

る。」と定義しています。 

 

人間開発指数（ＨＤＩ＝Human Development Index） 

国連開発計画（UNDP）による指数で、「長寿で健康な

生活」、「知識」及び「人間らしい生活水準」という

人間開発の３つの側面を測定したものです。具体的に

は、平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、国

民所得を用いて算出しています。2014年のわが国の順

位は 188か国中 20位です。   

 

認定農業者制度 

市が策定した基本構想に示しているような経営感覚

に優れた経営体を目指して、農業経営の改善計画を計

画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善

計画を市認定し、この計画が着実に達成されるよう支

援していく制度 

 

ノーマライゼーション（Normalization)  

障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の

中で普通の生活が送れるような条件を整え、ともに生

きる社会こそノーマルな社会であるとする考え方をさ

します。 

 

ハラスメント 

「いやがらせ」のことをいい、その内容から、セクシ

ュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカ

デミック・ハラスメントなどさまざな場面で用いられ

ます。セクシュアル・ハラスメント（ Sexual 

Harassment）は、相手の意に反した性的な言動。身体

への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの

流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示な

どが含まれます。これらの言動が、職場や学校で立場

を利用して行われたり、就労・就学環境を不快なもの

にするとして問題となっています。 

  

マタハラ・パタハラ 

マタハラは、マタニティ・ハラスメントの略。職場

における妊娠や出産に対する嫌がらせ行為をいう。妊

娠を理由に解雇、不利益な異動、減給、降格等不利益

な取扱いを行うこと。 

パタハラは、パタニティ・ハラスメントの略。男性

が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会

を、職場の上司や同僚等が侵害する言動に及ぶこと。 

 

バリアフリー（Barrier free ） 

障害のある人が社会生活をしていく上でバリア（障

壁）となるものを除去するという意味。元来は建築用

語として、建物内の段差の解消など、物理的障壁の除
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４  用語解説 

 

イクボス 

部下の仕事と家庭の両立を応援し、自らもワーク・

ライフ・バランスを実践する上司 

 

Ｍ字カーブ  

わが国の女性の年齢階級別の労働力率（労働力人口

／15 歳以上の人口）は、出産・育児期に低下し、40

歳代で再び高くなるＭ字カーブを描いています。就業

を希望する人と労働力人口を加えて算出した潜在的労

働力率を見ると、Ｍ字のくぼみはほとんどなくなり、

欧米の形状に近づきます。このことから、結婚、出産、

子育て期においても就業希望はあるものの、実際就業

できない女性が多いことが分かります。 

 

エンパワーメント（Empowerment）  

 力をつけること。女性が政治・経済・社会・家庭

など社会のあらゆる分野で、自分で意志決定し、行動

できる能力を身につけることが、男女共同参画社会の

実現に重要であるという考え方をさします。（第４回

世界女性会議（1995年北京開催）での主要課題） 

 

家族経営協定 

家族経営が中心のわが国の農業において、家族一人

一人の役割と責任を明確化し、男女を問わず意欲をも

って取り組めるようにするため、農業経営を担ってい

る家族の皆が話し合って農業経営の方針、労働報酬、

休日・労働時間、経営移譲等について文書で取り決め

るものです。家族経営協定を締結することにより、家

族の間に新しい信頼関係が生まれ、経営におけるそれ

ぞれの役割分担や位置づけが明確になります。 

 

合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率を合計し

たもので、１人の女性がこの年齢を経過する間に、そ

の年の年齢別特殊出生率に基づいて子どもを生んだと

仮定した場合の平均出生児数です。この率が 2.07を下

回ると将来人口が減少するとされています。本市の合

計特殊出生率は、平成 27年 1.49となっています。昭

和 45年の 1.95から低下傾向が続き、平成 17年には過

去最低の 1.24を記録しました。平成 18年以降上昇に

転じていますが、依然として低い率です。 

 

ジェンダー（Gender）  

社会的・文化的に形成された性別をジェンダーと表

現します。生物学的な性別であるセックス（Sex）とは

区別して使われます。  

 

ジェンダー・ギャップ指数（GGI＝Gender Gap Index） 

世界経済フォーラムが、各国内の男女間の格差を数

値化しランク付けしたもので、経済分野、教育分野、

政治分野及び保健分野のデータから算出され、０が完

全不平等、１が完全平等を意味しており、性別による

格差を明らかにしています。2016年のわが国の順位は

144か国中 111位です。 

具体的には、次のデータから算出されます。 

【経済分野】 労働力率・同じ仕事の賃金の同等

性・所得の推計値・管理職に占める比率・専門職に

占める比率 

【教育分野】・識字率・初等、中等、高等教育の各

在学率 

【保健分野】・新生児の男女比率・健康寿命 

【政治分野】・国会議員に占める比率・閣僚の比率・

最近 50年の国家元首の在任年数 

 

ジェンダー不平等指数（GII＝ Gender Inequality 

Index） 

国連開発計画（UNDP）による指数で、国家の人間開

発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられて

いるかを明らかにするものです。2014年のわが国の順

位は 155か国中 26位です。 

具体的には、次のデータから算出されます。 

【保健分野】 妊産婦死亡率・15～19歳の女性 1,000
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人当たりの出生数 

【エンパワーメント】 国会議員女性割合・中等教

育以上の教育を受けた人の割合（男女別） 

【労働市場】 労働力率（男女別） 

 

ダイバーシティ（Diversity） 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などにかかわ

りなく、多様な個性が力を発揮し、共存できる社会の

ことをダイバーシティ社会といいます。わが国では、

ダイバーシティの中で重視されるのが、女性の活躍推

進の取り組みであり、経営戦略として実践する企業が

増えています。 

 

ドメスティック・バイオレンス (DV＝ Domestic 

violence)  

ＤＶは法令等で明確に定義された言葉ではなく、一

般的には、夫婦や恋人などのパートナー間における暴

力をいいます。夫婦間、恋人間の暴力は私的な問題と

され表面化しにくかったが、今日では解決すべき深刻

な女性問題となっています。なお、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に関する法律」においては、

配偶者からの暴力を「配偶者からの身体に対する暴力

（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危

害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有

害な影響を及ぼす言動（以下「身体に対する暴力等」

という。）をいい、配偶者からの身体に対する暴力等

を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合にあっては、当該配偶者であった者か

ら引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとす

る。」と定義しています。 

 

人間開発指数（ＨＤＩ＝Human Development Index） 

国連開発計画（UNDP）による指数で、「長寿で健康な

生活」、「知識」及び「人間らしい生活水準」という

人間開発の３つの側面を測定したものです。具体的に

は、平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、国

民所得を用いて算出しています。2014年のわが国の順

位は 188か国中 20位です。   

 

認定農業者制度 

市が策定した基本構想に示しているような経営感覚

に優れた経営体を目指して、農業経営の改善計画を計

画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善

計画を市認定し、この計画が着実に達成されるよう支

援していく制度 

 

ノーマライゼーション（Normalization)  

障害のある人を特別視するのではなく、一般社会の

中で普通の生活が送れるような条件を整え、ともに生

きる社会こそノーマルな社会であるとする考え方をさ

します。 

 

ハラスメント 

「いやがらせ」のことをいい、その内容から、セクシ

ュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカ

デミック・ハラスメントなどさまざな場面で用いられ

ます。セクシュアル・ハラスメント（ Sexual 

Harassment）は、相手の意に反した性的な言動。身体

への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの

流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示な

どが含まれます。これらの言動が、職場や学校で立場

を利用して行われたり、就労・就学環境を不快なもの

にするとして問題となっています。 

  

マタハラ・パタハラ 

マタハラは、マタニティ・ハラスメントの略。職場

における妊娠や出産に対する嫌がらせ行為をいう。妊

娠を理由に解雇、不利益な異動、減給、降格等不利益

な取扱いを行うこと。 

パタハラは、パタニティ・ハラスメントの略。男性

が育児参加を通じて自らの父性を発揮する権利や機会

を、職場の上司や同僚等が侵害する言動に及ぶこと。 

 

バリアフリー（Barrier free ） 

障害のある人が社会生活をしていく上でバリア（障

壁）となるものを除去するという意味。元来は建築用

語として、建物内の段差の解消など、物理的障壁の除
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去という意味合いが強かったものですが、より広く障

害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度

的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも使わ

れています。 

 

ポジティブ・アクション(Positive action) 

男女共同参画社会基本法では、「積極的改善措置」

という用語を用いています。男女間の参画機会につい

ての格差を改善するため、必要な範囲において、男女

のいずれか一方に対し、参画機会を積極的に提供する

ことをいいいます。国の積極的改善措置の例としては、

国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定

や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施され

ています。 

 

メディア・リテラシー(Media literacy)   

メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信

する能力のことをいいます。一部のメディアにおいて

は、女性の性的側面のみを強調したり、女性に対する

暴力を無批判に取り扱ったり、問題のある情報が見受

けられることも少なくない現状にあります。メディア

の健全な発展のためには、批判的な読者・視聴者の目

にさらされることが不可欠であることから、国民のメ

ディア・リテラシーの向上を図ることが必要です。 

 

 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（Reproductive 

Health / Rights） 

性と生殖に関する健康・権利。1994年にカイロで開

催された国際人口・開発会議において提唱された概念

で、個人、特に女性の健康の自己決定権を保障する考

え方です。健康とは、疾病や病弱でないことではなく、

身体的、精神的、及び社会的に良好な状態にあること

を意味します。リプロダクティブ・ライツは、それを

すべての人々の基本的人権として位置付ける理念であ

り、中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まない

かを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・

出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれま

す。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、

様々な活動について、自ら希望するバランスで展開で

きる状態をいいます。「仕事の充実」と「仕事以外の

生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活

力ある社会を創出する基盤として重要です。平成 19

年に策定（平成 22年改定）された「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生

活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやり

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た

すとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生

き方が選択・実現できる社会」としています。 
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人数 %

0 0.0

17 6.8

53 21.2

55 22.0

42 16.8

60 24.0

23 9.2

250 100.0

60歳代

70歳以上

計

内訳

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

0.0 

6.8 

21.2 

22.0 

16.8 

24.0 

9.2 

0.0 10.0 20.0 30.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

人数 %

0 0.0

14 6.4

46 21.0

52 23.7

35 16.0

50 22.8

22 10.0

219 100.0

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

計

内訳

10歳代

20歳代

0.0 

6.4 

21.0 

23.7 

16.0 

22.8 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

人数 %

121 55.3

76 34.7

22 10.0

回答

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知
らない

まったく知らない

人数 %

8 3.7

30 13.7

61 27.9

66 30.1

54 24.7

0 0.0

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

わからない

回答

賛成
3.7 

13.7 

27.9 

30.1 

24.7 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

賛成

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

わからない

55.3 

34.7 

10.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない

まったく知らない

５ eモニター制度による市民意識調査結果      

計画策定に先立ち、eモニター250人を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

○調査期間  平成 28年 9月 5日～平成 28年 9月 18日 

○対象者数  250人 

○回答者数  219人 

○有効回答率 87.6％ 

 

対象者の年齢 

 

 

 

 

 

 

回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 「男女共同参画社会」という言葉を知っていますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

問２ 「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。（選択は１つのみ） 
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去という意味合いが強かったものですが、より広く障

害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度

的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも使わ

れています。 

 

ポジティブ・アクション(Positive action) 

男女共同参画社会基本法では、「積極的改善措置」

という用語を用いています。男女間の参画機会につい

ての格差を改善するため、必要な範囲において、男女

のいずれか一方に対し、参画機会を積極的に提供する

ことをいいいます。国の積極的改善措置の例としては、

国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定

や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施され

ています。 

 

メディア・リテラシー(Media literacy)   

メディアからの情報を主体的に読み解き、自己発信

する能力のことをいいます。一部のメディアにおいて

は、女性の性的側面のみを強調したり、女性に対する

暴力を無批判に取り扱ったり、問題のある情報が見受

けられることも少なくない現状にあります。メディア

の健全な発展のためには、批判的な読者・視聴者の目

にさらされることが不可欠であることから、国民のメ

ディア・リテラシーの向上を図ることが必要です。 

 

 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（Reproductive 

Health / Rights） 

性と生殖に関する健康・権利。1994年にカイロで開

催された国際人口・開発会議において提唱された概念

で、個人、特に女性の健康の自己決定権を保障する考

え方です。健康とは、疾病や病弱でないことではなく、

身体的、精神的、及び社会的に良好な状態にあること

を意味します。リプロダクティブ・ライツは、それを

すべての人々の基本的人権として位置付ける理念であ

り、中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まない

かを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・

出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれま

す。 

 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、

様々な活動について、自ら希望するバランスで展開で

きる状態をいいます。「仕事の充実」と「仕事以外の

生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活

力ある社会を創出する基盤として重要です。平成 19

年に策定（平成 22年改定）された「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）憲章」では、仕事と生

活の調和が実現した社会は、「国民一人ひとりがやり

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果た

すとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て

期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生

き方が選択・実現できる社会」としています。 
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人数 %

0 0.0

17 6.8

53 21.2

55 22.0

42 16.8

60 24.0

23 9.2

250 100.0

60歳代

70歳以上

計

内訳

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

0.0 

6.8 

21.2 

22.0 

16.8 

24.0 

9.2 

0.0 10.0 20.0 30.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

人数 %

0 0.0

14 6.4

46 21.0

52 23.7

35 16.0

50 22.8

22 10.0

219 100.0

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

計

内訳

10歳代

20歳代

0.0 

6.4 

21.0 

23.7 

16.0 

22.8 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

人数 %

121 55.3

76 34.7

22 10.0

回答

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知
らない

まったく知らない

人数 %

8 3.7

30 13.7

61 27.9

66 30.1

54 24.7

0 0.0

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

わからない

回答

賛成
3.7 

13.7 

27.9 

30.1 

24.7 

0.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

賛成

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

わからない

55.3 

34.7 

10.0 

0.0 20.0 40.0 60.0

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない

まったく知らない

５ eモニター制度による市民意識調査結果      

計画策定に先立ち、eモニター250人を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

○調査期間  平成 28年 9月 5 日～平成 28年 9月 18日 

○対象者数  250人 

○回答者数  219人 

○有効回答率 87.6％ 

 

対象者の年齢 

 

 

 

 

 

 

回答者の年齢 

 

 

 

 

 

 

 

問１ 「男女共同参画社会」という言葉を知っていますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

問２ 「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。（選択は１つのみ） 
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人数 %

7 3.2

60 27.4

103 47.0

6 2.7

7 3.2

34 15.5

2 0.9わからない

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

回答
3.2 

27.4 

47.0 

2.7 

3.2 

15.5 

0.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

人数 %

94 42.9

77 35.2

84 38.4

59 26.9

9 4.1

12 5.5

12 5.5

女性は指導的な資質に欠けるから

わからない

その他

回答

女性自身が指導的な立場につくことに消
極的だから

女性が能力や個性を発揮できる環境整備
や条件が不十分だから

家族や周囲の協力が得られないから

女性が指導的な立場につくことが世間一
般から快く思われないから

42.9 

35.2 

38.4 

26.9 

4.1 

5.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

女性自身が指導的な立場につくことに消極的だから

女性が能力や個性を発揮できる環境整備や条件が不十分だから

家族や周囲の協力が得られないから

女性が指導的な立場につくことが世間一般から快く思われないから

女性は指導的な資質に欠けるから

わからない

人数 %

83 37.9

118 53.9

56 25.6

38 17.4

48 21.9

33 15.1

10 4.6

7 3.2

わからない

その他

家庭、職場、地域に男女の役割は違って
当然という意識が残っている

組織の仕組みが男性優位にできている

家庭の支援・協力が得られない

女性が自らの能力を高める機会が少ない

女性の活動を社会が支援する仕組みがない

女性の積極性が不十分である

回答
37.9 

53.9 

25.6 

17.4 

21.9 

15.1 

4.6 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

家庭、職場、地域に男女の役割は違って当然という意識が残っている

組織の仕組みが男性優位にできている

家庭の支援・協力が得られない

女性が自らの能力を高める機会が少ない

女性の活動を社会が支援する仕組みがない

女性の積極性が不十分である

わからない

その他

人数 %

133 60.7

53 24.2

5 2.3

2 0.9

18 8.2

8 3.7

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

その他

回答

賛成

やや賛成

60.7 

24.2 

2.3 

0.9 

8.2 

3.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

賛成

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

その他

問３ 現在の日本において、社会全体で男女の地位は平等になっていると思いますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 地域における活動において、女性が町内会長やＰＴＡ会長などの指導的立場につくことは少ないが現状で

すが、主な理由は何だと思いますか。（選択は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 政策の企画、方針決定過程に女性が進出していない、主な理由は何だと思いますか。（選択は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 職場において女性が管理職に昇進することについてどう思いますか。（選択は１つのみ） 
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人数 %

42 19.2

18 8.2

74 33.8

3 1.4

21 9.6

9 4.1

71 32.4

9 4.1

26 11.9

2 0.9

2 0.9

2 0.9

責任が重くなる

やっかみが出て足を引っぱられる

仕事と家庭の両立が困難になる

特にない

わからない

その他

やりがいのある仕事ができる

賃金があがる

能力が認められた結果である

家族から評価される

自分自身で決められる事柄が多くなる

やるべき仕事ができる

回答

人数 %

83 37.9

100 45.7

82 37.4

123 56.2

105 47.9

28 12.8

39 17.8

4 1.8

2 0.9

7 3.2その他

保育・介護・家事などにおける家族の支
援が十分ではないこと

保育・介護の支援などの公的サービスが
十分ではないこと

現時点では、必要な知識や経験などを持
つ女性が少ないこと

女性自身がリーダーとなることを希望し
ないこと

特にない

わからない

回答

企業などにおいては、管理職になると広
域異動が増えること

長時間労働の改善が十分ではないこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女
性リーダーを希望しないこと

37.9 

45.7 

37.4 

56.2 

47.9 

12.8 

17.8 

1.8 

0.9 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

企業などにおいては、管理職になると広域異動が増えること

長時間労働の改善が十分ではないこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと

保育・介護・家事などにおける家族の支援が十分ではないこと

保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと

現時点では、必要な知識や経験などを持つ女性が少ないこと

女性自身がリーダーとなることを希望しないこと

特にない

わからない

その他

人数 %

23 10.5

63 28.8

88 40.2

8 3.7

5 2.3

25 11.4

4 1.8

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

回答

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

10.5 

28.8 

40.2 

3.7 

2.3 

11.4 

1.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

19.2 

8.2 

33.8 

1.4 

9.6 

4.1 

32.4 

4.1 

11.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

やりがいのある仕事ができる

賃金があがる

能力が認められた結果である

家族から評価される

自分自身で決められる事柄が多くなる

やるべき仕事ができる

責任が重くなる

やっかみが出て足を引っぱられる

仕事と家庭の両立が困難になる

特にない

わからない

その他

 

問７ 職場において管理職に昇進することについてどのようなイメージをもっていますか。（選択は１つのみ） 

 

  

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人）重複回答あり 

 

 

問８ 政治・経済・地域等の各分野で女性のリーダーを増やすときに障害となるものは何だと思いますか。 

（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 職場において、全体的に男女の地位は平等になっていると思いますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、無回答 3人） 
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人数 %

7 3.2

60 27.4

103 47.0

6 2.7

7 3.2

34 15.5

2 0.9わからない

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

回答
3.2 

27.4 

47.0 

2.7 

3.2 

15.5 

0.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

人数 %

94 42.9

77 35.2

84 38.4

59 26.9

9 4.1

12 5.5

12 5.5

女性は指導的な資質に欠けるから

わからない

その他

回答

女性自身が指導的な立場につくことに消
極的だから

女性が能力や個性を発揮できる環境整備
や条件が不十分だから

家族や周囲の協力が得られないから

女性が指導的な立場につくことが世間一
般から快く思われないから

42.9 

35.2 

38.4 

26.9 

4.1 

5.5 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

女性自身が指導的な立場につくことに消極的だから

女性が能力や個性を発揮できる環境整備や条件が不十分だから

家族や周囲の協力が得られないから

女性が指導的な立場につくことが世間一般から快く思われないから

女性は指導的な資質に欠けるから

わからない

人数 %

83 37.9

118 53.9

56 25.6

38 17.4

48 21.9

33 15.1

10 4.6

7 3.2

わからない

その他

家庭、職場、地域に男女の役割は違って
当然という意識が残っている

組織の仕組みが男性優位にできている

家庭の支援・協力が得られない

女性が自らの能力を高める機会が少ない

女性の活動を社会が支援する仕組みがない

女性の積極性が不十分である

回答
37.9 

53.9 

25.6 

17.4 

21.9 

15.1 

4.6 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

家庭、職場、地域に男女の役割は違って当然という意識が残っている

組織の仕組みが男性優位にできている

家庭の支援・協力が得られない

女性が自らの能力を高める機会が少ない

女性の活動を社会が支援する仕組みがない

女性の積極性が不十分である

わからない

その他

人数 %

133 60.7

53 24.2

5 2.3

2 0.9

18 8.2

8 3.7

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

その他

回答

賛成

やや賛成

60.7 

24.2 

2.3 

0.9 

8.2 

3.7 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

賛成

やや賛成

あまり賛成しない

賛成しない

どちらともいえない

その他

問３ 現在の日本において、社会全体で男女の地位は平等になっていると思いますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 地域における活動において、女性が町内会長やＰＴＡ会長などの指導的立場につくことは少ないが現状で

すが、主な理由は何だと思いますか。（選択は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 政策の企画、方針決定過程に女性が進出していない、主な理由は何だと思いますか。（選択は２つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 職場において女性が管理職に昇進することについてどう思いますか。（選択は１つのみ） 
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人数 %

42 19.2

18 8.2

74 33.8

3 1.4

21 9.6

9 4.1

71 32.4

9 4.1

26 11.9

2 0.9

2 0.9

2 0.9

責任が重くなる

やっかみが出て足を引っぱられる

仕事と家庭の両立が困難になる

特にない

わからない

その他

やりがいのある仕事ができる

賃金があがる

能力が認められた結果である

家族から評価される

自分自身で決められる事柄が多くなる

やるべき仕事ができる

回答

人数 %

83 37.9

100 45.7

82 37.4

123 56.2

105 47.9

28 12.8

39 17.8

4 1.8

2 0.9

7 3.2その他

保育・介護・家事などにおける家族の支
援が十分ではないこと

保育・介護の支援などの公的サービスが
十分ではないこと

現時点では、必要な知識や経験などを持
つ女性が少ないこと

女性自身がリーダーとなることを希望し
ないこと

特にない

わからない

回答

企業などにおいては、管理職になると広
域異動が増えること

長時間労働の改善が十分ではないこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女
性リーダーを希望しないこと

37.9 

45.7 

37.4 

56.2 

47.9 

12.8 

17.8 

1.8 

0.9 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

企業などにおいては、管理職になると広域異動が増えること

長時間労働の改善が十分ではないこと

上司・同僚・部下となる男性や顧客が女性リーダーを希望しないこと

保育・介護・家事などにおける家族の支援が十分ではないこと

保育・介護の支援などの公的サービスが十分ではないこと

現時点では、必要な知識や経験などを持つ女性が少ないこと

女性自身がリーダーとなることを希望しないこと

特にない

わからない

その他

人数 %

23 10.5

63 28.8

88 40.2

8 3.7

5 2.3

25 11.4

4 1.8

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

回答

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

10.5 

28.8 

40.2 

3.7 

2.3 

11.4 

1.8 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

平等である

男性が優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらかといえば女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

19.2 

8.2 

33.8 

1.4 

9.6 

4.1 

32.4 

4.1 

11.9 

0.9 

0.9 

0.9 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

やりがいのある仕事ができる

賃金があがる

能力が認められた結果である

家族から評価される

自分自身で決められる事柄が多くなる

やるべき仕事ができる

責任が重くなる

やっかみが出て足を引っぱられる

仕事と家庭の両立が困難になる

特にない

わからない

その他

 

問７ 職場において管理職に昇進することについてどのようなイメージをもっていますか。（選択は１つのみ） 

 

  

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人）重複回答あり 

 

 

問８ 政治・経済・地域等の各分野で女性のリーダーを増やすときに障害となるものは何だと思いますか。 

（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９ 職場において、全体的に男女の地位は平等になっていると思いますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、無回答 3人） 
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人数 %

0 0.0

3 1.4

14 6.4

122 55.7

50 22.8

10 4.6

22 10.0

わからない

その他

回答

女性は職業をもたないほうがよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方が
よい

子どもができても、ずっと職業を続ける
ほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大きく
なったら再び職業をもつ方がよい

0.0 

1.4 

6.4 

55.7 

22.8 

4.6 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

女性は職業をもたないほうがよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

わからない

その他

人数 %

73 33.3

187 85.4

79 36.1

67 30.6

47 21.5

39 17.8

30 13.7

4 1.8

5 2.3その他

病人・高齢者の世話

家族の同意・協力が得られない

賃金・待遇で性差別がある

女性の能力が正当に評価されない

中高年の女性に退職を促すような周りの
圧力がある

特に障害がない

回答

結婚や出産の際、退職するという慣行が
残っている

家事・育児の負担

33.3 

85.4 

36.1 

30.6 

21.5 

17.8 

13.7 

1.8 

2.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

結婚や出産の際、退職するという慣行が残っている

家事・育児の負担

病人・高齢者の世話

家族の同意・協力が得られない

賃金・待遇で性差別がある

女性の能力が正当に評価されない

中高年の女性に退職を促すような周りの圧力がある

特に障害がない

その他

51.1 

30.1 

18.3 

0.0 20.0 40.0 60.0

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない

まったく知らない

人数 %

112 51.1

66 30.1

40 18.3まったく知らない

回答

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知
らない

人数 %

133 60.7

107 48.9

36 16.4

17 7.8

50 22.8

50 22.8

42 19.2

78 35.6

46 21.0

51 23.3

1 0.5

7 3.2

わからない

その他

職場における男女差別の是正

パートタイマーの給与・労働条件の改善

育児などによる退職者の再雇用制度の普
及

在宅勤務やフレックスタイムの導入

労働時間の短縮

「男は仕事、女は家庭」など、男女の固
定的役割分担意識の見直し

回答

男女とも育児・介護休業制度を取得しや
すくする職場環境づくり

保育施設（職場内保育所を含む）や保育
時間の延長等の保育サービスの充実

ホームヘルパー制度などの介護サービスの
充実

職務上必要な知識、技術等、職業訓練の
充実

60.7 

48.9 

16.4 

7.8 

22.8 

22.8 

19.2 

35.6 

21.0 

23.3 

0.5 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男女とも育児・介護休業制度を取得しやすくする職場環境づくり

保育施設（職場内保育所を含む）や保育時間の延長等の保育サー

ビスの充実

ホームヘルパー制度などの介護サービスの充実

職務上必要な知識、技術等、職業訓練の充実

職場における男女差別の是正

パートタイマーの給与・労働条件の改善

育児などによる退職者の再雇用制度の普及

在宅勤務やフレックスタイムの導入

労働時間の短縮

「男は仕事、女は家庭」など、男女の固定的役割分担意識の見直し

わからない

その他

 

問 10 一般的に女性が職業をもつことについてどうお考えですか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、複数回答あり） 

 

 

問 11 女性が職業を続けていく上では、どんな障害があると思いますか。（選択は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を知っていますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、無回答 1人） 

 

問 13 男性も女性もともに仕事と家庭生活の両立をしていくためには、今後どのようなことが必要だと思います

か。（選択は３つまで） 
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人数 %

139 63.5

38 17.4

107 48.9

83 37.9

131 59.8

108 49.3

71 32.4

36 16.4

45 20.5

30 13.7

4 1.8

12 5.5

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題につ
いて、男性が相談しやすい窓口を設けること

特に必要なことはない

その他

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等に
ついての当事者の考えを尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、
地域活動についてもその評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を利用し、仕事以外
の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心
を高めるよう啓発や情報提供を行うこと

国や地方公共団体などの研修等により、男性
の家事や子育て、介護等の技能を高めること

男性や子育てや介護、地域活動を行うため
の、仲間（ネットワーク）づくりをすすめること

回答

男性が家事などに参加することに対する男性
自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性
の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはか
ること

63.5 

17.4 

48.9 

37.9 

59.8 

49.3 

32.4 

16.4 

20.5 

13.7 

1.8 

5.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす

こと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考

えを尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても

その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を利用し、仕事以外の時間をより多く持

てるようにすること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発や情

報提供を行うこと

国や地方公共団体などの研修等により、男性の家事や子育て、介

護等の技能を高めること

男性や子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）

づくりをすすめること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談し

やすい窓口を設けること

特に必要なことはない

その他

人数 %

215 98.2

209 95.4

213 97.3

192 87.7

194 88.6

166 75.8

158 72.1

153 69.9

169 77.2

167 76.3

「誰のおかげで生活できる」とか「かい
しょうなし」などと言う

大声でどなる

なぐったり、けったり、物を投げつけた
りする

壁にものを投げたり、なぐるふりをして
おどす

いやがるのに、性的な行為を要求する

見たくないのに、ポルノビデオやポルノ
雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話、郵便物等を細かく監視
する

回答

骨折や打ち身、切り傷などのケガをさせ
る

刃物などを突きつけて、おどす

98.2 

95.4 

97.3 

87.7 

88.6 

75.8 

72.1 

69.9 

77.2 

76.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

骨折や打ち身、切り傷などのケガをさせる

刃物などを突きつけて、おどす

なぐったり、けったり、物を投げつけたりする

壁にものを投げたり、なぐるふりをしておどす

いやがるのに、性的な行為を要求する

見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話、郵便物等を細かく監視する

「誰のおかげで生活できる」とか「かいしょうなし」などと言う

大声でどなる

人数 %

193 88.1

57 26.0

50 22.8

49 22.4

68 31.1

42 19.2

43 19.6

35 16.0

14 6.4

4 1.8その他

石川県女性相談支援センター（配偶者暴
力支援センター）

石川県女性センター

医療機関

こころの健康センター

人権擁護委員

知っているところはない

回答

警察

金沢市女性相談支援室（配偶者暴力支援
センター）

金沢市　泉野・元町・駅西各福祉健康セ
ンター

88.1 

26.0 

22.8 

22.4 

31.1 

19.2 

19.6 

16.0 

6.4 

1.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

警察

金沢市女性相談支援室（配偶者暴力支援センター）

金沢市 泉野・元町・駅西各福祉健康センター

石川県女性相談支援センター（配偶者暴力支援センター）

石川県女性センター

医療機関

こころの健康センター

人権擁護委員

知っているところはない

その他

問 14 今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためにはどのようなことが必要だと

思いますか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 次のようなことが配偶者や交際相手など、親密な関係にある者の間で行われた場合それを暴力だと思いま

すか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 配偶者や交際相手など、親密な関係にある人から暴力を受けたとき、相談機関であなたが知っているもの

はどれですか。（選択はいくつでも） 
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人数 %

0 0.0

3 1.4

14 6.4

122 55.7

50 22.8

10 4.6

22 10.0

わからない

その他

回答

女性は職業をもたないほうがよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方が
よい

子どもができても、ずっと職業を続ける
ほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大きく
なったら再び職業をもつ方がよい

0.0 

1.4 

6.4 

55.7 

22.8 

4.6 

10.0 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

女性は職業をもたないほうがよい

結婚するまでは、職業をもつ方がよい

子どもができるまでは、職業をもつ方がよい

子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ方がよい

わからない

その他

人数 %

73 33.3

187 85.4

79 36.1

67 30.6

47 21.5

39 17.8

30 13.7

4 1.8

5 2.3その他

病人・高齢者の世話

家族の同意・協力が得られない

賃金・待遇で性差別がある

女性の能力が正当に評価されない

中高年の女性に退職を促すような周りの
圧力がある

特に障害がない

回答

結婚や出産の際、退職するという慣行が
残っている

家事・育児の負担

33.3 

85.4 

36.1 

30.6 

21.5 

17.8 

13.7 

1.8 

2.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

結婚や出産の際、退職するという慣行が残っている

家事・育児の負担

病人・高齢者の世話

家族の同意・協力が得られない

賃金・待遇で性差別がある

女性の能力が正当に評価されない

中高年の女性に退職を促すような周りの圧力がある

特に障害がない

その他

51.1 

30.1 

18.3 

0.0 20.0 40.0 60.0

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知らない

まったく知らない

人数 %

112 51.1

66 30.1

40 18.3まったく知らない

回答

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことはあるが内容までは知
らない

人数 %

133 60.7

107 48.9

36 16.4

17 7.8

50 22.8

50 22.8

42 19.2

78 35.6

46 21.0

51 23.3

1 0.5

7 3.2

わからない

その他

職場における男女差別の是正

パートタイマーの給与・労働条件の改善

育児などによる退職者の再雇用制度の普
及

在宅勤務やフレックスタイムの導入

労働時間の短縮

「男は仕事、女は家庭」など、男女の固
定的役割分担意識の見直し

回答

男女とも育児・介護休業制度を取得しや
すくする職場環境づくり

保育施設（職場内保育所を含む）や保育
時間の延長等の保育サービスの充実

ホームヘルパー制度などの介護サービスの
充実

職務上必要な知識、技術等、職業訓練の
充実

60.7 

48.9 

16.4 

7.8 

22.8 

22.8 

19.2 

35.6 

21.0 

23.3 

0.5 

3.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男女とも育児・介護休業制度を取得しやすくする職場環境づくり

保育施設（職場内保育所を含む）や保育時間の延長等の保育サー

ビスの充実

ホームヘルパー制度などの介護サービスの充実

職務上必要な知識、技術等、職業訓練の充実

職場における男女差別の是正

パートタイマーの給与・労働条件の改善

育児などによる退職者の再雇用制度の普及

在宅勤務やフレックスタイムの導入

労働時間の短縮

「男は仕事、女は家庭」など、男女の固定的役割分担意識の見直し

わからない

その他

 

問 10 一般的に女性が職業をもつことについてどうお考えですか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、複数回答あり） 

 

 

問 11 女性が職業を続けていく上では、どんな障害があると思いますか。（選択は３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 12 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を知っていますか。（選択は１つのみ） 

 

 

 

※割合の分母は回答者数（219人、無回答 1人） 

 

問 13 男性も女性もともに仕事と家庭生活の両立をしていくためには、今後どのようなことが必要だと思います

か。（選択は３つまで） 
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人数 %

139 63.5

38 17.4

107 48.9

83 37.9

131 59.8

108 49.3

71 32.4

36 16.4

45 20.5

30 13.7

4 1.8

12 5.5

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題につ
いて、男性が相談しやすい窓口を設けること

特に必要なことはない

その他

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等に
ついての当事者の考えを尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、
地域活動についてもその評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を利用し、仕事以外
の時間をより多く持てるようにすること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心
を高めるよう啓発や情報提供を行うこと

国や地方公共団体などの研修等により、男性
の家事や子育て、介護等の技能を高めること

男性や子育てや介護、地域活動を行うため
の、仲間（ネットワーク）づくりをすすめること

回答

男性が家事などに参加することに対する男性
自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する女性
の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはか
ること

63.5 

17.4 

48.9 

37.9 

59.8 

49.3 

32.4 

16.4 

20.5 

13.7 

1.8 

5.5 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

男性が家事などに参加することに対する男性自身の抵抗感をなくす

こと

男性が家事などに参加することに対する女性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担等についての当事者の考

えを尊重すること

社会の中で、男性による家事、子育て、介護、地域活動についても

その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を利用し、仕事以外の時間をより多く持

てるようにすること

男性が家事、子育て、介護、地域活動に関心を高めるよう啓発や情

報提供を行うこと

国や地方公共団体などの研修等により、男性の家事や子育て、介

護等の技能を高めること

男性や子育てや介護、地域活動を行うための、仲間（ネットワーク）

づくりをすすめること

家庭や地域活動と仕事の両立などの問題について、男性が相談し

やすい窓口を設けること

特に必要なことはない

その他

人数 %

215 98.2

209 95.4

213 97.3

192 87.7

194 88.6

166 75.8

158 72.1

153 69.9

169 77.2

167 76.3

「誰のおかげで生活できる」とか「かい
しょうなし」などと言う

大声でどなる

なぐったり、けったり、物を投げつけた
りする

壁にものを投げたり、なぐるふりをして
おどす

いやがるのに、性的な行為を要求する

見たくないのに、ポルノビデオやポルノ
雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話、郵便物等を細かく監視
する

回答

骨折や打ち身、切り傷などのケガをさせ
る

刃物などを突きつけて、おどす

98.2 

95.4 

97.3 

87.7 

88.6 

75.8 

72.1 

69.9 

77.2 

76.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

骨折や打ち身、切り傷などのケガをさせる

刃物などを突きつけて、おどす

なぐったり、けったり、物を投げつけたりする

壁にものを投げたり、なぐるふりをしておどす

いやがるのに、性的な行為を要求する

見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

何を言っても長時間無視し続ける

交友関係や電話、郵便物等を細かく監視する

「誰のおかげで生活できる」とか「かいしょうなし」などと言う

大声でどなる

人数 %

193 88.1

57 26.0

50 22.8

49 22.4

68 31.1

42 19.2

43 19.6

35 16.0

14 6.4

4 1.8その他

石川県女性相談支援センター（配偶者暴
力支援センター）

石川県女性センター

医療機関

こころの健康センター

人権擁護委員

知っているところはない

回答

警察

金沢市女性相談支援室（配偶者暴力支援
センター）

金沢市　泉野・元町・駅西各福祉健康セ
ンター

88.1 

26.0 

22.8 

22.4 

31.1 

19.2 

19.6 

16.0 

6.4 

1.8 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

警察

金沢市女性相談支援室（配偶者暴力支援センター）

金沢市 泉野・元町・駅西各福祉健康センター

石川県女性相談支援センター（配偶者暴力支援センター）

石川県女性センター

医療機関

こころの健康センター

人権擁護委員

知っているところはない

その他

問 14 今後、男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくためにはどのようなことが必要だと

思いますか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15 次のようなことが配偶者や交際相手など、親密な関係にある者の間で行われた場合それを暴力だと思いま

すか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 配偶者や交際相手など、親密な関係にある人から暴力を受けたとき、相談機関であなたが知っているもの

はどれですか。（選択はいくつでも） 
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人数 %

113 51.6

104 47.5

49 22.4

94 42.9

145 66.2

71 32.4

89 40.6

125 57.1

64 29.2

0 0.0

10 4.6その他

被害者が早期に相談できるよう、身近な相
談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や医
療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と繰り
返さないための教育を行う研修や啓発を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、
コンピューターソフトなど）を取り締まる

特に対策の必要はない

回答

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止
するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、暴力を防
止するための教育を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イ
ベントなどを行う

メディアを活用して広報・啓発活動を積極的
に行う

51.6 

47.5 

22.4 

42.9 

66.2 

32.4 

40.6 

57.1 

29.2 

0.0 

4.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う

メディアを活用して広報・啓発活動を積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や医療関係者などに対し、

研修や啓発を行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と繰り返さないための教育

を行う研修や啓発を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、コンピューターソフトなど）

を取り締まる

特に対策の必要はない

その他

人数 %

118 53.9

41 18.7

63 28.8

66 30.1

45 20.5

68 31.1

70 32.0

31 14.2

15 6.8

10 4.6

男性向けの啓発講座の開催

各種団体や地域で活躍する女性リーダー
の育成

男女共同参画に関する市民活動及び交流
の支援

男女共同参画に関する調査・研究

特に必要なことはない

その他

回答

男女共同参画に関する幅広い情報の収
集・提供

広報誌やパンフレットなどによる啓発'

講演会、シンポジウム、フォーラムなど
の開催

地域で啓発活動を担う人材の育成

53.9 

18.7 

28.8 

30.1 

20.5 

31.1 

32.0 

14.2 

6.8 

4.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

男女共同参画に関する幅広い情報の収集・提供

広報誌やパンフレットなどによる啓発'

講演会、シンポジウム、フォーラムなどの開催

地域で啓発活動を担う人材の育成

男性向けの啓発講座の開催

各種団体や地域で活躍する女性リーダーの育成

男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援

男女共同参画に関する調査・研究

特に必要なことはない

その他

 

問 17 男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えますか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 男女共同参画推進拠点としての役割を持つ、金沢市女性センターに何を期待しますか。（選択は３つまで） 
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６ 金沢市男女共同参画審議会 

金沢市男女共同参画審議会 委員名簿                平成 29年 3月現在 

氏  名 所  属 
行動計画改定

専門部会(※) 

有澤 真志子 県央地区農林漁業女性関係者会議    ２ 

石野 晴紀 金沢商工会議所 ２  

入船 郁子 石川労働局雇用環境・均等室    ２ 

坂本 二郎 金沢大学(理工研究域機械工学系)    ２ 

瀬戸 裕子 公募委員    ３ 

高木 眞理子 子ども夢フォーラム    ３ 

宅本 門示 連合石川かなざわ地域協議会    ２ 

田中 純一 北陸学院大学（人間総合学部）    １ 

長澤 裕子 金沢弁護士会    ３ 

西村 信彦 金沢市町会連合会    １ 

西本 大介 公募委員    １ 

野路 治子 金沢市公民館連合会    １ 

福多 唯 公募委員    ３ 

藤田 景子 金沢大学（医薬保健研究域保健学系）    ３ 

三田 紀幸 金沢公共職業安定所    ２ 

安嶋 弘子 金沢市校下婦人会連絡協議会    １ 

                                   （計１６名） 

 ※  専門部会 審議事項（基本目標別） 

第１部会 
Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

Ⅱ 方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 

第２部会 
Ⅲ 就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 

Ⅳ ワーク・ライフ・バランスの推進 

第３部会 
Ⅴ 女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる社会の実現 

Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

７ 金沢市男女共同参画苦情処理委員 

                                平成 29年 3月現在 

氏  名 所  属  等 

古畑 徹 金沢大学教授 

中村 明子 金沢弁護士会 弁護士 

西村 依子 人権擁護員、弁護士 
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人数 %

113 51.6

104 47.5

49 22.4

94 42.9

145 66.2

71 32.4

89 40.6

125 57.1

64 29.2

0 0.0

10 4.6その他

被害者が早期に相談できるよう、身近な相
談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や医
療関係者などに対し、研修や啓発を行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と繰り
返さないための教育を行う研修や啓発を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、
コンピューターソフトなど）を取り締まる

特に対策の必要はない

回答

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止
するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、暴力を防
止するための教育を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イ
ベントなどを行う

メディアを活用して広報・啓発活動を積極的
に行う

51.6 

47.5 

22.4 

42.9 

66.2 

32.4 

40.6 

57.1 

29.2 

0.0 

4.6 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う

学校・大学で、生徒・学生に対し、暴力を防止するための教育を行う

地域で、暴力を防止するための研修会、イベントなどを行う

メディアを活用して広報・啓発活動を積極的に行う

被害者が早期に相談できるよう、身近な相談窓口を増やす

被害者を発見しやすい立場にある警察や医療関係者などに対し、

研修や啓発を行う

暴力をふるったことのある者に対し、二度と繰り返さないための教育

を行う研修や啓発を行う

加害者への罰則を強化する

暴力を助長するおそれのある情報（雑誌、コンピューターソフトなど）

を取り締まる

特に対策の必要はない

その他

人数 %

118 53.9

41 18.7

63 28.8

66 30.1

45 20.5

68 31.1

70 32.0

31 14.2

15 6.8

10 4.6

男性向けの啓発講座の開催

各種団体や地域で活躍する女性リーダー
の育成

男女共同参画に関する市民活動及び交流
の支援

男女共同参画に関する調査・研究

特に必要なことはない

その他

回答

男女共同参画に関する幅広い情報の収
集・提供

広報誌やパンフレットなどによる啓発'

講演会、シンポジウム、フォーラムなど
の開催

地域で啓発活動を担う人材の育成

53.9 

18.7 

28.8 

30.1 

20.5 

31.1 

32.0 

14.2 

6.8 

4.6 

0.0 20.0 40.0 60.0

男女共同参画に関する幅広い情報の収集・提供

広報誌やパンフレットなどによる啓発'

講演会、シンポジウム、フォーラムなどの開催

地域で啓発活動を担う人材の育成

男性向けの啓発講座の開催

各種団体や地域で活躍する女性リーダーの育成

男女共同参画に関する市民活動及び交流の支援

男女共同参画に関する調査・研究

特に必要なことはない

その他

 

問 17 男女間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと考えますか。（選択はいくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 18 男女共同参画推進拠点としての役割を持つ、金沢市女性センターに何を期待しますか。（選択は３つまで） 
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６ 金沢市男女共同参画審議会 

金沢市男女共同参画審議会 委員名簿                平成 29年 3月現在 

氏  名 所  属 
行動計画改定

専門部会(※) 

有澤 真志子 県央地区農林漁業女性関係者会議    ２ 

石野 晴紀 金沢商工会議所 ２  

入船 郁子 石川労働局雇用環境・均等室    ２ 

坂本 二郎 金沢大学(理工研究域機械工学系)    ２ 

瀬戸 裕子 公募委員    ３ 

高木 眞理子 子ども夢フォーラム    ３ 

宅本 門示 連合石川かなざわ地域協議会    ２ 

田中 純一 北陸学院大学（人間総合学部）    １ 

長澤 裕子 金沢弁護士会    ３ 

西村 信彦 金沢市町会連合会    １ 

西本 大介 公募委員    １ 

野路 治子 金沢市公民館連合会    １ 

福多 唯 公募委員    ３ 

藤田 景子 金沢大学（医薬保健研究域保健学系）    ３ 

三田 紀幸 金沢公共職業安定所    ２ 

安嶋 弘子 金沢市校下婦人会連絡協議会    １ 

                                   （計１６名） 

 ※  専門部会 審議事項（基本目標別） 

第１部会 
Ⅰ 男女共同参画の推進に向けた意識の改革 

Ⅱ 方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大 

第２部会 
Ⅲ 就業分野において男女が個性と能力を発揮できる社会の実現 

Ⅳ ワーク・ライフ・バランスの推進 

第３部会 
Ⅴ 女性の人権と身体が守られ、だれもが安心して暮らせる社会の実現 

Ⅵ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

７ 金沢市男女共同参画苦情処理委員 

                                平成 29年 3月現在 

氏  名 所  属  等 

古畑 徹 金沢大学教授 

中村 明子 金沢弁護士会 弁護士 

西村 依子 人権擁護員、弁護士 
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８ 計画の改定経過 

時  期 項  目 内  容 

平成28年６月23日 第１回金沢市男女共同参画推

進庁内連絡会議幹事課長会議

の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の実
施状況について 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の 
改定について 

平成28年７月6日 第１回金沢市男女共同参画審

議会 

○男女共同参画の推進について 
○新金沢市男女共同参画推進行動計画の実
施状況について 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

平成28年８月17日 第１回金沢市女性活躍推進ワ

ーキングチーム会議の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・改定概要、スケジュールについて 

平成28年８月26日 第１回新金沢市男女共同参画
推進行動計画改定専門部会 

第１部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 
・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年８月29日 第１回新金沢市男女共同参画
推進行動計画改定専門部会 

第２部会、第３部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 
・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年９月５日 
    ～９月18日 

ｅモニター制度による市民意
識調査の実施 

 

平成28年９月21日 

 

第２回金沢市女性活躍推進ワ

ーキングチーム会議の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・女性活躍推進に係る平成29年度新規等
事業企画案について 

平成28年９月26日 第２回金沢市男女共同参画審議

会及び新金沢市男女共同参画推

進行動計画改定専門部会第１部

会、第２部会、第３部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画 
・改定の基本的な考え方 
・施策体系 

〇ｅモニター調査結果速報について 

平成28年10月14日 金沢市男女共同参画推進庁内
連絡会議幹事会の開催 

〇新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年12月６日～

平成29年１月５日 

パブリックコメントの実施  

平成29年2月１日 第２回金沢市男女共同参画推
進庁内連絡会議幹事課長会議
の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画改定
について 
・計画改定最終案について 

平成29年2月17日 第３回金沢市男女共同参画審

議会 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画改定
について 
・パブリックコメントの結果報告 
・計画改定最終案について 

平成29年3月８日 審議会より「新金沢市男女共
同参画推進行動計画」改定版
を市長へ提出 
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８ 計画の改定経過 

時  期 項  目 内  容 

平成28年６月23日 第１回金沢市男女共同参画推

進庁内連絡会議幹事課長会議

の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の実
施状況について 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の 
改定について 

平成28年７月6日 第１回金沢市男女共同参画審

議会 

○男女共同参画の推進について 
○新金沢市男女共同参画推進行動計画の実

施状況について 
○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改

定について 

平成28年８月17日 第１回金沢市女性活躍推進ワ

ーキングチーム会議の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・改定概要、スケジュールについて 

平成28年８月26日 第１回新金沢市男女共同参画
推進行動計画改定専門部会 
第１部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 
・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年８月29日 第１回新金沢市男女共同参画
推進行動計画改定専門部会 
第２部会、第３部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 
・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年９月５日 
    ～９月18日 

ｅモニター制度による市民意
識調査の実施 

 

平成28年９月21日 

 

第２回金沢市女性活躍推進ワ

ーキングチーム会議の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・女性活躍推進に係る平成29年度新規等
事業企画案について 

平成28年９月26日 第２回金沢市男女共同参画審議

会及び新金沢市男女共同参画推

進行動計画改定専門部会第１部

会、第２部会、第３部会開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画 
・改定の基本的な考え方 
・施策体系 

〇ｅモニター調査結果速報について 

平成28年10月14日 金沢市男女共同参画推進庁内
連絡会議幹事会の開催 

〇新金沢市男女共同参画推進行動計画の改
定について 

 ・改定概要、施策体系改定案について 

平成28年12月６日～

平成29年１月５日 

パブリックコメントの実施  

平成29年2月１日 第２回金沢市男女共同参画推
進庁内連絡会議幹事課長会議
の開催 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画改定
について 
・計画改定最終案について 

平成29年2月17日 第３回金沢市男女共同参画審

議会 

○新金沢市男女共同参画推進行動計画改定
について 
・パブリックコメントの結果報告 
・計画改定最終案について 

平成29年3月８日 審議会より「新金沢市男女共
同参画推進行動計画」改定版
を市長へ提出 
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